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１



来
年
度
か
ら
の『
基
本
計
画
』の
策
定
に
伴
い
、

コ
メ
政
策
の
「
全
体
パ
ッ
ケ
イ
ジ
と
し
て
の
見
直

し
」
が
大
臣
か
ら
提
起
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

考
え
方
や
議
論
が
各
方
面
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

生
産
調
整
に
つ
い
て
は�
選
択
制
へ
の
移
行
�―
食
糧
法
以
降
、

生
産
調
整
は
基
本
的
に
選
択
制
で
あ
る
が
、
四
―
五
年
前
か
ら
強

制
感
の
あ
る
措
置
の
下
で
の
生
産
調
整
に
戻
っ
て
い
る
か
ら
、
そ

れ
を
取
り
除
き
文
字
通
り
の
自
主
的
な
選
択
制
に
す
る
―
と
い
う

具
体
的
な
課
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
中
心
を
な
す
「
経
営
所

得
安
定
対
策
」
に
つ
い
て
は
、�
関
税
に
よ
る
保
護
か
ら
、
財
政
負

担
（
直
接
支
払
）
に
よ
る
所
得
保
障
�
と
い
う
一
般
論
に
留
ま
っ

て
い
る
。

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
何
を
基
準
に
し
て
所
得
保
障
を
す
る
の

か
、
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
材
料
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
経
験

を
見
て
み
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、�
生
産
費
を
基
準
（
目
標
価
格
）
と
し
た

不
足
払
い
制
度
�
が
、
す
べ
て
の
穀
物
を
対
象
に
し
、
一
九
七
〇

年
代
の
初
め
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
行
わ
れ
た
。
生
産
費
は
機
会

コ
ス
ト
に
基
づ
い
て
お
り
（
日
本
も
同
じ
）、減
価
償
却
費
用
、
家

族
労
働
報
酬
、
自
己
所
有
地
へ
の
地
代
分
な
ど
を
含
む
。

目
標
価
格
は
全
国
平
均
の
生
産
費
を
基
準
に
設
定
さ
れ
、
農
業

法
の
期
間
（
普
通
五
年
）
固
定
さ
れ
る
。
当
年
の
市
場
価
格
（
年

度
初
め
か
ら
五
ヶ
月
間
の
全
国
平
均
の
生
産
者
販
売
価
格
）
が
目

標
価
格
に
達
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
差
が
不
足
払
い
と
し
て
生
産
者

に
支
給
さ
れ
た
。
不
足
払
い
を
得
る
に
は
、
生
産
調
整
に
参
加
す

る
必
要
が
あ
る
。

農
産
物
の
生
産
費
は
、
規
模
と
の
相
関
が
高
く
、
規
模
の
拡
大

と
共
に
低
下
し
て
い
く
。従
っ
て
、規
模
を
拡
大
し
た
農
場
に
は
、

生
産
費
の
低
下
に
基
づ
く
利
益
（
全
国
平
均
生
産
費
と
そ
れ
を
上

回
っ
て
低
下
し
た
自
己
農
場
の
生
産
費
と
の
差
）
が
生
ま
れ
る
。

そ
の
利
益
を
前
提
に
規
模
拡
大
投
資
（
大
型
機
械
・
設
備
へ
の
更

新
、
土
地
の
購
入
・
借
入
、
土
地
改
良
な
ど
）
が
行
わ
れ
、
規
模

拡
大
が
進
展
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
農
場
の
平
均
規
模

は
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
九
二
年
へ
と
倍
増
し
、
一
九
九
七
年

に
は
販
売
額
二
五
万
ド
ル
（
二
五
〇
〇
万
円
）
以
上
の
専
業
農
場

一
三
・
六
万（
農
場
総
数
の
八
・
四
％
）が
七
二
％
の
販
売
シ
エ
ア
ー

を
占
め
る
と
い
う
専
業
農
場
中
心
の
生
産
構
造
が
確
立
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
生
産
費
を
基
準
と
す
る
不
足
払
い
は
、
意
欲
あ
る

生
産
者
が
安
心
し
て
投
資
が
で
き
る
政
策
的
支
え
を
な
し
、
そ
の

政
策
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
に
よ
り
、
規
模
の
拡
大
を
促
し
て
き
た
と

い
え
る
。

で
は
、
日
本
の
場
合
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
日
本
の
コ
メ
政

策
は
、
一
九
九
八
年
の
新
し
い
コ
メ
政
策
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ

コ
メ
経
営
所
得
安
定
対
策

生
産
費
を
基
準
に
し
五
年
間
固
定
す
る
不
足
払
い
型
に
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っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
政
府
は
、
一
定
の
価
格
で
年
二
〇
〇
万
ト
ン

前
後
の
コ
メ
を
買
い
上
げ
（
価
格
支
持
）、米
価
全
体
を
底
支
え
す

る
政
策
を
取
っ
て
来
た
が
、
そ
れ
を
止
め
、
米
価
は
市
場
で
決
ま

る
よ
う
に
し
た
。
同
時
に
、
米
価
の
下
落
時
に
備
え
、
稲
作
経
営

安
定
対
策
を
導
入
し
た
。
そ
の
仕
組
み
は
、

①
「
三
年
間
の
市
場
価
格
の
平
均
」
を
基
準
に
し
、
当
年
の
価
格

が
そ
れ
よ
り
も
下
が
っ
た
場
合
、
そ
の
差
の
八
割
を
補
填
す
る
。

②
補
填
の
資
金
は
、
国
と
生
産
者
が
三
対
一
の
割
合
で
負
担
す

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
新
し
い
コ
メ
政
策
―
稲
作
経
営
安
定
対
策
の
実
施
か
ら
一

〇
年
間
が
経
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に
お
い
て
、
稲
作
経
営
安
定
対

策
に
つ
い
て
、�
価
格
が
下
落
す
る
と
基
準
価
格
も
下
落
し
、
経
営

安
定
対
策
と
し
て
不
充
分
で
あ
る
�
と
い
う
問
題
点
が
明
ら
か
に

な
り
、
次
の
よ
う
な
修
正
が
行
わ
れ
た
。

①

基
準
価
格
を
、「
三
年
間
の
市
場
価
格
の
平
均
」
か
ら
「
五
年

間
の
う
ち
、
最
低
と
最
高
を
除
く
三
年
間
の
平
均
」
に
す
る
。

②

補
填
の
率
を
八
割
か
ら
九
割
に
上
げ
る
。

③

昨
年
度
か
ら
、
基
準
を
価
格
か
ら
地
域
別
の
収
入
（「
販
売

量
」×「
価
格
」）
と
す
る
と
い
う
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
修
正
が
行
わ
れ
て
き
た
と
は
い
え
、
コ
メ
経
営
所
得

安
定
対
策
に
は
、
な
お
、
①
価
格
が
下
落
す
る
と
、
基
準
価
格
が

下
落
す
る
、
②
生
産
者
に
よ
る
補
填
資
金
の
拠
出
の
分
、
実
質
的

な
補
填
額
は
削
減
さ
れ
る
、
と
い
う
基
本
的
な
問
題
が
存
在
す

る
。
わ
が
国
の
コ
メ
経
営
所
得
安
定
対
策
は
、
一
九
九
五
年
ま
で

の
ア
メ
リ
カ
の
不
足
払
い
に
比
べ
、「
不
充
分
な
（
曖
昧
な
）
不
足

払
い
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

コ
メ
の
経
営
所
得
安
定
対
策
を
、「
不
充
分
で
曖
昧
な
不
足
払

い
」
か
ら
、
生
産
費
を
基
準
と
し
た
明
確
な
不
足
払
い＝

ア
メ
リ

カ
型
の
不
足
払
い
に
変
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

①

基
準
を
、
一
定
時
期
の
生
産
費
に
、
一
定
期
間
（
五
年
毎
に

策
定
さ
れ
る
「
基
本
計
画
」
の
期
間＝

五
年
間
）
固
定
す
る
。

②

基
準
価
格
（
生
産
費
）
・
そ
れ
に
基
づ
く
基
準
収
入
と
当
年

の
米
価
・
コ
メ
収
入
と
の
差
は
、
全
額
補
填
す
る
。

③

補
填
の
資
金
は
、
国
が
負
担
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
意
欲
あ
る
生
産
者
の
投
資
―
規
模
拡
大
を
促
し

て
い
く
政
策
に
転
換
す
べ
き
で
あ
る
。

コ
メ
経
営
所
得
安
定
対
策
を
�
生
産
費
を
保
障
す
る
不
足
払

い
�
と
し
、
生
産
調
整
へ
の
参
加
者
が
そ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
生
産
調
整
へ
の
参
加
メ
リ
ッ
ト
は
明
確
に

な
る
。
逆
に
、
生
産
調
整
へ
の
非
参
加
者
は
そ
れ
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
す
れ
ば
、非
参
加
者
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
明
確
で
あ
る
。

コ
メ
の
経
営
所
得
安
定
対
策
を
�
生
産
費
を
保
障
す
る
不
足
払

い
�と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
、
一
〇
年
前
の
食
糧
法
以
来
、

生
産
調
整
の
基
本
的
あ
り
か
た
と
さ
れ
な
が
ら
水
面
下
に
隠
さ
れ

て
き
た
本
来
の
生
産
調
整
（
生
産
者
の
選
択
に
よ
る
生
産
調
整
）

も
実
行
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
Ｓ
Ｈ
）

�������������������������時評

３



１
、
は
じ
め
に

平
成
の
「
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」

現
在
、「
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
衆
議
院
の

農
林
水
産
委
員
会
で
審
議
中
で
あ
る
。
改
正
法
案
は
、
農
水
省
が

二
〇
〇
六
年
秋
か
ら
進
め
て
き
た
「
農
地
政
策
見
直
し
」
作
業
の

帰
結
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
当
初
の
予
想
を
は
る
か
に
超
え

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

た
も
の
で
あ
る
。
改
正
の
最
大
の
眼
目
は
、
貸
借
に
よ
る
の
で
あ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

れ
ば
、
個
人
か
法
人
か
を
問
わ
ず
、
誰
で
も
、
ど
こ
で
も
、
自
由

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

に
農
業
参
入
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
第
一
条
の
目

的
規
定
も
全
面
的
に
書
き
換
え
ら
れ
る
。
自
作
農
・
小
作
農
、
自

作
地
・
小
作
地
、
小
作
料
等
の
言
葉
も
な
く
な
り
、
全
体
と
し
て

新
し
い
法
律
に
な
っ
た
か
の
感
さ
え
あ
る
。
法
案
が
そ
の
ま
ま
成

立
す
れ
ば
、
農
地
改
革
か
ら
六
〇
年
の
間
と
も
か
く
維
持
さ
れ
て

き
た
戦
後
の
農
地
制
度
は
、
今
後
に
向
か
っ
て
根
本
的
な
変
容
を

受
け
、
や
が
て
は
根
底
か
ら
覆
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
の

こ
と
を
意
識
し
て
か
、
農
水
省
が
法
案
提
出
の
前
提
と
し
て
二
〇

〇
八
年
一
二
月
三
日
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
提
出
・
公
表
し
た

農
地
政
策
の
改
革
構
想
は
、「
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」
と
銘
打
た
れ
て

い
た
。

筆
者
は
、今
回
の
農
地
制
度
改
正
論
議
の
成
り
行
き
に
対
し
て
、

か
ね
て
か
ら
批
判
的
意
見
と
危
惧
の
念
を
表
明
し
て
き
た
（
１
）
。

出
来
上
が
っ
た
法
案
を
み
る
と
、
ま
さ
に
そ
の
危
惧
が
現
実
化
し

た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。「
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」
は
、
上
記
の
眼

目
の
実
現
の
た
め
「
今
回
、
農
地
制
度
に
つ
い
て
、『
所
有
』
に
拘

る
こ
と
な
く
農
地
の
適
切
な
『
利
用
』
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
基
本

と
す
る
制
度
へ
と
再
構
築
す
る
」
と
説
く
が
、
実
際
に
は
、「
再
構

築
」
の
名
の
下
で
農
地
制
度
を
自
壊
の
道
へ
誘
う
改
正
に
な
る
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
法
案
の
具
体
的
内
容
が
知
ら
れ
た
本
年
三
月
以

降
、
諸
方
面
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
て
、
法
案
の
内
容
に
対
す
る
筆

農
地
法
改
正
案
の
問
題
点

農
業
・
農
村
へ
の
企
業
参
入
の
道

中
央
大
学
法
科
大
学
院
・
教
授

原
田

純
孝
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者
の
批
判
的
見
解
を
表
明
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
（
２
）
。衆
議

院
農
林
水
産
委
員
会
に
も
参
考
人
と
し
て
招
致
さ
れ
た
の
で
、
筆

者
の
意
見
を
陳
述
し
、
質
疑
の
な
か
で
も
主
要
な
問
題
点
を
具
体

的
に
指
摘
し
て
い
る
（
二
〇
〇
九
年
四
月
一
四
日
）。本
誌
の
た
め

に
も
、
本
来
で
あ
れ
ば
新
し
い
論
稿
を
書
き
お
ろ
す
べ
き
で
あ
る

が
、
い
ま
そ
の
暇
が
な
い
の
で
、
以
下
で
は
、
①
農
林
水
産
委
員

会
で
の
意
見
陳
述
の
た
め
に
用
意
し
た
手
許
用
の
ノ
ー
ト
と
、
②

他
誌
掲
載
の
た
め
に
執
筆
・
校
正
済
み
の
原
稿
の
一
部
を
転
載
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
（
３
）
。①
と
②
の
内
容
に
は
重
復
す

る
部
分
も
多
い
が
、
読
者
の
ご
海
容
を
お
願
い
し
た
い
。

な
お
、
筆
者
が
現
在
得
て
い
る
情
報
に
よ
れ
ば
、
民
主
党
が
、

農
地
法
改
正
法
案
の
第
一
条
と
第
三
条
三
項
お
よ
び
第
三
条
の
二

を
中
心
に
し
て
修
正
案
を
出
す
こ
と
を
真
剣
に
検
討
し
て
お
り
、

そ
こ
に
は
、
筆
者
の
見
解
も
一
定
程
度
、
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
帰
趨
が
ど
う
な
る
か
に
注
目
し
た
い
。

２
、
第
１
７
１
回
国
会
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
「
参
考

人
意
見

農
地
法
等
改
正
案
に
対
す
る
意
見
」

（
２
０
０
９
年
４
月
１４
日

原
田
純
孝
）

�

ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
原
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の

専
門
は
、
民
法
と
民
法
を
中
心
と
し
た
法
社
会
学
的
な
研
究
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
多
年
に
わ
た
り
農
地
制
度
の
研

究
に
従
事
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
本
日
は
、
そ
の
よ
う
な
者
と
し

て
の
立
場
か
ら
、
今
回
の
農
地
法
等
改
正
法
律
案
に
つ
い
て
、
意

見
を
申
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�

今
回
の
法
案
の
最
大
の
眼
目
は
、
貸
借
、
主
要
に
は
賃
借

権
の
設
定
に
か
か
る
許
可
規
制
の
大
幅
な
緩
和
・
自
由
化
に
あ
る

と
、
私
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
貸
借
に
よ
る
の
で

あ
れ
ば
、
個
人
か
法
人
か
を
問
わ
ず
、
誰
で
も
、
ど
こ
で
も
、
自

由
に
農
業
参
入
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
貸
借

で
の
農
業
経
営
者
に
つ
い
て
は
、
農
作
業
へ
の
常
時
従
事
要
件
が

外
さ
れ
ま
す
か
ら
、
例
え
ば
、
東
京
に
本
社
の
あ
る
食
品
会
社（
一

般
の
株
式
会
社
等
）
が
鹿
児
島
県
で
、
地
元
の
元
農
家
か
ら
相
対

で
農
地
を
借
り
受
け
、
派
遣
し
た
従
業
員
に
よ
り
、
そ
の
食
品
会

社
の
事
業
活
動
の
一
部
と
し
て
、
農
業
経
営
を
行
う
こ
と
も
、
法

律
上
で
は
何
の
問
題
も
な
く
な
り
ま
す
。
戦
後
、
現
在
ま
で
の
農

地
制
度
の
根
幹
に
は
、「
自
ら
農
作
業
に
従
事
す
る
者
の
み
が
農
地

に
つ
い
て
の
権
利
を
取
得
で
き
る
」
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
農
地

耕
作
者
主
義
の
原
則
」
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
後
は
、
貸
借
で

の
権
利
取
得
に
つ
い
て
は
、
こ
の
原
則
が
廃
止
さ
れ
る
わ
け
で

す
。他

方
、
法
案
は
、
農
地
の
所
有
権
取
得
に
つ
い
て
は
現
行
通
り

の
許
可
規
制
を
維
持
す
る
、
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
故
に
、
例
え

ば
自
由
民
主
党
の
「
農
地
政
策
検
討
ス
タ
デ
ィ
チ
ー
ム
」
が
作
成

し
た
文
書
な
ど
で
は
、「
農
地
の
所
有
権
を
守
り
ま
す
。
農
地
の
所

有
権
は
、
い
ま
ま
で
ど
お
り
農
業
者
だ
け
の
も
の
で
す
」
と
記
さ
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れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
方
で
、
貸
借
に
よ
る

農
業
経
営
者
に
つ
い
て
は
農
作
業
へ
の
従
事
要
件
を
不
必
要
と
し

な
が
ら
、
他
方
で
、
所
有
権
に
よ
る
農
業
経
営
者
に
限
っ
て
は
農

作
業
へ
の
常
時
従
事
要
件
を
課
す
、
と
す
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る

の
は
、
至
難
の
業
の
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
事
実
、
法

案
は
、
そ
の
双
方
の
規
定
を
同
じ
法
律
の
中
に
無
理
に
位
置
づ
け

よ
う
と
し
た
た
め
に
、多
く
の
不
透
明
さ
や
疑
問
点
、さ
ら
に
は
、

制
度
的
な
論
理
の
不
整
合
と
脆
弱
さ
を
抱
え
込
む
結
果
と
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

以
下
、
私
が
そ
う
考
え
ざ
る
を
え
な
い
理
由
の
要
点
を
、
五
点

に
絞
っ
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

�

第
一
に
、
所
有
権
取
得
に
関
す
る
特
別
の
法
規
制
の
存
続

は
、
も
は
や
「
農
地
耕
作
者
主
義
の
原
則
」
で
説
明
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
借
地
に
よ
る
農
業
経
営
と
、
所
有
地
に
よ
る
農
業

経
営
と
で
、
農
業
経
営
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
農
作
業
へ
の
従
事

要
件
を
、別
々
に
取
り
扱
う
根
拠
は
、見
出
し
が
た
い
か
ら
で
す
。

そ
こ
で
、
賃
借
権
と
所
有
権
と
で
規
制
内
容
を
異
に
す
べ
き
理
由

を
、
立
案
担
当
者
は
、
賃
借
権
で
あ
れ
ば
、
賃
借
人
が
農
地
を「
適

正
に
利
用
し
て
い
な
い
」
場
合
に
、
契
約
の
解
除
、
さ
ら
に
は
許

可
の
取
消
し
に
よ
り
原
状
回
復
さ
せ
る
道
が
あ
る
の
に
対
し
て
、

所
有
権
の
移
転
後
に
は
そ
の
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
る
か
ら
だ
、
と

説
明
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
理
由
づ
け
に
は
相
当
な
無
理

が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
①
貸
し
手
が
解
除
・
取
戻
し
を
主
張
し
な
い
こ
と
は

常
に
あ
り
え
ま
す
し
、
そ
の
場
合
に
許
可
を
取
り
消
し
て
も
、
事

実
上
の
貸
借
関
係
は

現
に
膨
大
な
事
実
上
の
賃
貸
借
が
あ
る

の
と
同
じ
よ
う
に

そ
の
ま
ま
存
続
し
ま
す
。
②
農
地
を
「
適

正
に
利
用
し
な
い
」
所
有
者
が
生
じ
う
る
の
は
、
既
存
の
所
有
者

に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
の
に
、
そ
の
蓋
然
性
の
み
を
理
由
と
し

て
、
自
ら
効
率
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
望
む
新
規
の
所
有
権
の
取

得
希
望
者
に
対
し
て
、
特
別
の
規
制
を
課
す
と
い
う
こ
と
は
、
立

法
態
度
と
し
て
ど
こ
ま
で
の
妥
当
性
を
も
ち
う
る
の
で
し
ょ
う

か
。ま
た
、③
農
地
の
農
業
的
利
用
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
限
り
、

借
地
に
よ
る
経
営
と
所
有
権
に
よ
る
経
営
と
で
、
農
業
政
策
上
の

取
扱
い
を
異
に
す
る
根
拠
は
、
見
出
し
が
た
い
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
④
賃
借
権
な
ら
よ
い
け
れ
ど
も
、
所
有
権
の
取
得
は
い
つ
に

な
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
借
地
農
業
者
を
、
一
般
的
な
形

で
農
地
制
度
上
に
位
置
づ
け
る
の
は
、
も
と
も
と
無
理
な
話
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
い
っ
た
疑
問
点
が
す
ぐ
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、

貸
借
と
所
有
権
と
で
規
制
内
容
を
異
に
す
る
根
拠
が
、
薄
弱
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
所
有
権
の
取
得
も
同
じ
扱
い
に
す
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
議
論
が
、
ほ
ど
な
く
登
場
す
る
の
は
必
至
な
の
で
は

な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

第
二
に
、
法
案
の
第
一
条
は
、「
農
地
は
そ
の
耕
作
者
み
ず
か
ら

が
所
有
す
る
こ
と
を
最
も
適
当
で
あ
る
と
認
め
て
、
耕
作
者
の
農
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地
の
取
得
を
促
進
し
」、と
い
う
現
行
規
定
の
文
言
を
削
除
し
、
そ

れ
に
代
え
て
、「
農
地
を
効
率
的
に
利
用
す
る
者
に
よ
る
農
地
に
つ

い
て
の
権
利
の
取
得
を
促
進
し
」、と
い
う
文
言
を
置
い
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
い
う
「
農
地
に
つ
い
て
の
権
利
」
に
は
、
当
然
に
所

有
権
も
含
ま
れ
ま
す
か
ら
、
法
文
を
素
直
に
読
み
ま
す
と
、「
農
地

を
効
率
的
に
利
用
す
る
者
」

例
え
ば
、大
規
模
経
営
を
営
む
、

先
ほ
ど
の
食
品
会
社
な
ど

が
、
単
に
賃
借
権
だ
け
で
な
く
所

有
権
を
も
取
得
す
る
こ
と
が
適
切
だ
、
と
い
う
の
が
、
新
し
い
第

一
条
の
法
意
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
文
脈
の
下

で
は
、
所
有
権
の
取
得
に
限
っ
て
現
行
の
厳
格
な
許
可
規
制
を
維

持
す
る
と
す
る
先
の
規
定
は
、
そ
の
法
意
・
原
則
に
対
す
る
例
外

的
な
措
置
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
い
わ
ば
、
原
則
と
例

外
が
逆
転
す
る
わ
け
で
、
改
正
後
に
お
け
る
そ
の
規
定
の
存
在
根

拠
は
、
こ
の
点
で
も
大
幅
に
脆
弱
化
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

第
三
に
、
こ
の
問
題
は
、
小
作
地
所
有
制
限
の
廃
止
と
あ
わ
せ

る
と
、
一
層
よ
く
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
確
か
に
、
一
方
で「
農

地
の
有
効
利
用
」
を
図
る
た
め
広
く
貸
借
を
促
進
す
る
と
し
な
が

ら
、
他
方
で
小
作
地
の
所
有
制
限
を
課
す
こ
と
は
、
政
策
態
度
と

し
て
齟
齬
す
る
面
を
も
ち
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
齟
齬
の
解
消
の

た
め
、
現
存
の
農
地
所
有
者
の
「
地
主
た
る
こ
と
の
自
由
」
を
認

め
れ
ば
、「
新
し
い
地
主
の
自
由
な
参
入
」
も
認
め
る
べ
き
だ
、
と

な
り
は
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
事
実
、
法
案
は
す
で
に
、
貸
付

地
の
底
地
の
第
三
者
へ
の
売
却
を
許
可
に
服
さ
せ
る
規
定
を
削
除

し
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
貸
付
目
的
で
の
農
地
取
得
は
、
所
有
権
の
取
得
に

は
特
別
の
規
制
を
課
す
と
い
う
先
ほ
ど
の
規
定
に
よ
り
、
今
後
も

許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
規
定
の
存
在

根
拠
は
、
も
は
や
、「
小
作
地
所
有
を
制
限
す
る
」、と
い
う
考
え
方

に
立
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、「
地
主
に
な
る
自

由
」
を
現
在
の
農
地
所
有
者
、
つ
ま
り
は
元
農
家
等
に
限
る
こ
と

の
理
由
は
、
ど
う
説
明
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
例
え
ば

一
般
の
株
式
会
社
た
る
借
地
経
営
者
に
長
期
の
賃
貸
を
し
た
元
農

家
が
、
そ
の
土
地
を
売
り
た
い
と
い
う
と
き
、
誰
が
買
い
手
と
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
点
が
出
て
き
そ
う
で
す
。

第
四
に
、
こ
れ
は
や
や
違
っ
た
観
点
か
ら
の
問
題
で
す
が
、
法

案
で
は
、
現
行
の
第
一
条
に
あ
っ
た
、「
耕
作
者
の
…
権
利
を
保
護

し
、
…
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
…
を
図
る
」
と
い
う
目
的
も
、
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。「
賃
貸
借
に
よ
る
効
率
的
利
用
」
を
目
指
す
の

で
あ
れ
ば
、
農
地
賃
借
人
の
経
営
の
一
定
の
法
的
保
護
と
安
定
化

の
措
置
は
不
可
欠
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
法
案

に
は
そ
の
方
向
で
の
改
正
点
は
、
基
本
的
に
存
在
し
て
い
ま
せ

ん
。
逆
に
、
標
準
小
作
料
制
度
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
小
作
料
の
減

額
勧
告
制
度
等
は
廃
止
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
今
後
に
お
い

て
は
、
経
済
的
に
も
社
会
的
に
も
強
者
で
あ
る
法
人
企
業
等
が
主

要
な
借
地
人
と
な
る
の
だ
か
ら
、
小
地
主
層
、
つ
ま
り
は
元
自
作

農
等
と
の
関
係
で
の
保
護
規
定
な
ど
必
要
で
は
な
く
、
自
由
な
市
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場
競
争
に
委
ね
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。第

五
に
、法
案
は
、新
し
い
第
一
条
の
内
容
を
補
強
す
る
た
め
、

二
条
の
二
で
、「
農
地
の
農
業
上
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
利
用
」
の

「
責
務
」
を
定
め
て
い
ま
す
。
耕
作
放
棄
地
の
増
大
が
大
き
な
問

題
と
な
る
な
か
で
そ
の
「
責
務
」
を
強
調
す
る
こ
と
の
意
義
は
、

よ
く
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、
同
時
に
、
そ
の
「
責
務
」
は
、
い

わ
ば
当
然
の
社
会
的
要
請
で
あ
り
、
土
地
所
有
一
般
に
通
有
す

る
、
基
本
問
題
の
一
環
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
も
、
注
意
し
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
実
際
、
都
市
の
宅
地
に
つ
い
て
は
、
つ

と
に
「
有
効
・
高
度
利
用
」
の
必
要
が
説
か
れ
、「
有
効
・
高
度
利

用
を
な
し
得
な
い
所
有
者
や
借
地
人
等
の
、
そ
れ
を
な
し
う
る
者

へ
の
利
用
提
供
・
供
用
義
務
論
」
も
登
場
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

意
味
で
、
こ
の
「
責
務
」
は
、
農
地
制
度
の
副
次
的
な
理
念
と
は

な
り
え
て
も
、
農
地
制
度
の
固
有
の
存
在
を
基
礎
づ
け
る
基
本
理

念
た
り
う
る
も
の
で
は
な
い
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
ま
た
、
農
地

の
所
有
権
取
得
に
限
っ
て
特
別
の
法
規
制
を
課
す
こ
と
を
、
こ
の

「
責
務
」
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
い
ま
の「
責
務
」と
の
関
連
で
は
、
法
案
の
第
一
条
が
、

農
地
を
、
も
っ
ぱ
ら
「
農
業
生
産
の
基
盤
と
し
て
の
資
源
」
と
の

み
位
置
づ
け
た
こ
と
も
、
農
業
が
担
う
多
面
的
機
能
や
、
農
地
が

も
つ
地
域
資
源
、
環
境
資
源
た
る
性
格
と
の
関
係
で
、
気
に
な
る

問
題
点
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
農
地
制
度
の
新
し
い

理
念
の
発
展
方
向
を
狭
め
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
な
ど
の
問
題
で

す
が
、
こ
こ
で
は
省
略
い
た
し
ま
す
。

�

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
貸
借
に
よ
る
農

業
参
入
は
、
大
幅
に
自
由
化
す
る
が
、
所
有
権
取
得
に
つ
い
て
は

特
別
の
法
規
制
を
維
持
す
る
、
と
い
う
法
案
の
基
本
的
立
脚
点
の

と
こ
ろ
に
、
大
き
な
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
確
か
に
、
現
在
の
農
地
移
動
と
規
模
拡
大
の
実
態
を
み
ま
す

と
、
と
く
に
土
地
利
用
型
農
業
で
の
今
後
の
農
業
経
営
の
発
展

は
、
主
要
に
は
借
地
で
の
農
地
流
動
化
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
回
の
法
案
の
よ
う

な
形
で
、「
貸
借
に
つ
い
て
は
耕
作
者
主
義
の
原
則
を
単
純
に
外

す
」、と
い
う
や
り
方
を
い
た
し
ま
す
と
、
所
有
権
取
得
に
限
っ
て

の
特
別
の
法
規
制
は
、
改
正
後
の
新
し
い
農
地
法
の
中
で
は
、
存

在
根
拠
の
乏
し
い
、
例
外
的
で
、
宙
に
浮
い
た
規
定
と
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
や
が
て
近
い
将
来
に
は
、
消
え
て
い
く

べ
き
宿
命
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
ま
す
。

し
か
し
、
所
有
権
取
得
に
つ
い
て
も
ま
た
、「
農
作
業
へ
の
常
時

従
事
要
件
」
が
外
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
後
の
農
業
と
農
業
経
営
、

農
地
保
有
と
農
村
社
会
、
そ
し
て
、
そ
の
基
盤
と
な
る
農
地
制
度

が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
。
私
に
は
、
大
き
な
不
安
感
が
あ
り
ま

す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
農
地
制
度
は
、
い

ろ
い
ろ
な
問
題
や
限
界
を
抱
え
つ
つ
も
、
わ
が
国
の
農
村
部
の
地

域
と
社
会
の
安
定
的
な
発
展
を
基
礎
づ
け
る
う
え
で
、
極
め
て
大
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き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
、
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま

す
。本

委
員
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
法
案
の
内
容
を
深
く
分
析
さ

れ
た
う
え
、
慎
重
な
う
え
に
も
慎
重
な
ご
審
議
を
尽
く
さ
れ
ま
す

よ
う
、
強
く
お
願
い
い
た
し
た
い
、
と
考
え
て
い
る
次
第
で
ご
ざ

い
ま
す
。

３
、「
自
壊
す
る
農
地
制
度
」
か
ら
の
抄
録

三

理
念
の
曖
昧
化
と
論
理
の
脆
弱
化

法
案
の
第
一
条
は
、
新
し
い
農
地
法
の
目
的
と
し
て
、（
イ
）「
農

業
生
産
の
基
盤
で
あ
る
農
地
」
が
「
国
民
の
た
め
の
限
ら
れ
た
資

源
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
」、（
ロ
）
農
地
の
転
用
を
規
制
す
る

と
と
も
に
、（
ハ
）
農
地
の
農
業
上
の
利
用
に
関
し
て
、「
①
農
地
を

効
率
的
に
利
用
す
る
者
に
よ
る
農
地
に
つ
い
て
の
権
利
の
取
得
を

促
進
し
、
②
及
び
農
地
の
利
用
関
係
を
調
整
し
、
③
並
び
に
農
地

の
農
業
上
の
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ

り
、（
ニ
）
国
内
の
農
業
生
産
の
増
大
を
図
り
、
も
つ
て
…
…
食
糧

の
安
定
供
給
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
」
を
掲
げ
る
（
記
号
と
番
号

は
引
用
者
）。（
ニ
）
が
法
の
究
極
の
目
的
で
、（
ロ
）
と
（
ハ
）
の

三
点
と
が
そ
の
た
め
の
手
段
と
い
う
構
成
で
あ
る
が
、
現
行
規
定

と
比
べ
る
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴
と
疑
問
点
を
指
摘
で
き
る
。

第
一
に
、「
農
地
は
そ
の
耕
作
者
み
ず
か
ら
が
所
有
す
る
こ
と
を

最
も
適
当
で
あ
る
と
認
め
て
、
耕
作
者
の
農
地
の
取
得
を
促
進

し
」
と
い
う
自
作
農
主
義
の
原
則
が
消
失
し
た
。「
所
有
」
に
拘
る

こ
と
な
く
「
適
切
な
利
用
」
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
、「
貸
借
を

通
じ
た
有
効
利
用
」
を
促
進
す
る
と
い
う
考
え
方
の
、
一
つ
の
帰

結
と
み
ら
れ
る
が
、
で
は
農
地
は
誰
が
所
有
す
る
の
が
適
切
な
の

か
は
、
明
示
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、（
ハ
）
の
①
の
文
言
を
素
直
に

読
め
ば
、「
効
率
的
に
利
用
す
る
者
」（
例
え
ば
大
規
模
経
営
を
営
む

前
記
の
食
品
会
社
な
ど
）
が
、
単
に
賃
借
権
だ
け
で
な
く
所
有
権

を
も
取
得
す
る
こ
と
が
適
切
だ
と
い
う
の
が
法
意
と
な
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
文
脈
の
下
で
は
、
所
有
権
の
取
得
に
限
っ

て
現
行
の
厳
格
な
規
制
を
維
持
す
る
前
記
の
規
定
は
、
そ
の
法
意

・
原
則
に
対
す
る
例
外
的
措
置
と
な
る
。
い
わ
ば
、
原
則
と
例
外

が
逆
転
す
る
の
で
あ
り
、
改
正
後
に
お
け
る
そ
の
規
定
の
存
在
根

拠
は
、
こ
の
点
で
も
大
幅
に
脆
弱
化
す
る
。
自
民
党
の
農
地
政
策

ス
タ
デ
ィ
チ
ー
ム
が
「
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」
を
了
承
し
た
際
の
文

書
で
、「
農
地
の
所
有
権
を
守
り
ま
す
。
農
地
の
所
有
権
は
、
い
ま

ま
で
ど
お
り
農
業
者
だ
け
の
も
の
で
す
」
と
強
調
し
て
い
る
は
、

こ
の
脆
弱
さ
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
当
面
の
政
治
的
対
応
と
見
ら

れ
よ
う
。

第
二
に
、
こ
の
問
題
は
、
小
作
地
所
有
制
限
の
完
全
な
廃
止
と

あ
わ
せ
る
と
、
一
層
深
刻
味
を
増
す
。
確
か
に
、
一
方
で
「
貸
借

を
通
じ
た
農
地
の
有
効
利
用
」
を
図
る
た
め
広
く
貸
借
を
促
進
す

る
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
貸
し
手
に
小
作
地
の
所
有
制
限
を
課
す

こ
と
は
、
政
策
態
度
と
し
て
齟
齬
す
る
面
を
持
つ
。
し
か
し
、
そ
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の
齟
齬
の
解
消
の
た
め
、
現
存
の
農
地
所
有
者
の
「
地
主
た
る
こ

と
の
自
由
」
を
認
め
れ
ば
、「
新
し
い
地
主
の
自
由
な
参
入
」
も
認

め
る
べ
き
だ
と
な
り
は
し
な
い
か
。
事
実
、
法
案
は
す
で
に
、
貸

付
地
（
底
地
）
の
第
三
者
へ
の
売
却
を
許
可
に
服
せ
し
め
る
規
定

（
現
行
三
条
二
項
一
号
）
を
削
除
し
て
い
る
。
貸
付
目
的
で
の
農

地
取
得
は
、
所
有
権
の
取
得
に
は
現
行
の
規
制
を
維
持
す
る
と
い

う
前
記
の
規
定
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
小
作
地
所

有
制
限
を
廃
止
し
な
が
ら
「
地
主
に
な
る
自
由
」
を
現
農
地
所
有

者
（
元
農
家
等
）
に
限
る
こ
と
の
理
由
は
、
ど
う
説
明
さ
れ
る
の

か
。
ま
た
、
貸
付
地
の
底
地
売
却
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
一
般
の

株
式
会
社
た
る
借
地
農
業
者
に
長
期
の
賃
貸
を
し
た
元
農
家
が
そ

の
土
地
を
売
り
た
い
と
い
う
と
き
、
誰
が
買
い
手
と
な
る
の
だ
ろ

う
か
（
借
地
人
に
は
所
有
権
取
得
の
資
格
が
な
い
）。い
ろ
い
ろ
と

面
倒
な
問
題
が
出
て
き
そ
う
で
あ
る
。

第
三
に
、現
行
規
定
に
あ
っ
た「
耕
作
者
の
…
権
利
を
保
護
し
、

…
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
…
を
図
る
」
と
い
う
目
的
も
消
失
し

た
。
実
際
、「
貸
借
を
通
じ
た
有
効
利
用
」
を
説
き
な
が
ら
、
法
案

に
は

二
〇
年
を
超
え
る
賃
貸
借
を
認
め
る
一
九
条
を
除
い
て

農
地
賃
借
権
の
強
化
を
目
す
る
改
正
点
は
基
本
的
に
存
在
し

な
い
。
逆
に
、
標
準
小
作
料
と
そ
れ
を
前
提
と
し
た
減
額
勧
告
制

度
や
、
不
可
抗
力
に
よ
る
減
収
を
理
由
と
す
る
減
額
請
求
権
は
廃

止
さ
れ
る
。
こ
れ
も
奇
妙
な
立
法
態
度
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
今

後
の
借
り
手
は
小
作
人
で
は
な
く
、
経
済
的
に
も
社
会
的
に
も
強

者
で
あ
る
法
人
企
業
等
が
主
要
な
借
地
人
と
な
る
の
だ
か
ら
、
小

地
主
層
（
元
自
作
農
等
）
と
の
関
係
で
の
賃
借
権
の
保
護
規
定
な

ど
必
要
で
な
く
、
自
由
な
市
場
競
争
に
委
ね
れ
ば
よ
い
と
い
う
考

え
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
に
、
第
一
条
の
目
的
・
理
念
の
曖
昧
化
を
補
強
す
る
た

め
、
法
案
は
新
た
に
、
所
有
者
、
賃
借
人
等
の
「
農
地
の
農
業
上

の
適
正
か
つ
効
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
」「
責
務
」を
定
め
る（
二

条
の
二
）。耕
作
放
棄
地
の
増
大
が
大
き
な
問
題
と
な
る
状
況
下
で

そ
の
「
責
務
」
を
強
調
し
、
遊
休
農
地
対
策
の
強
化
等
を
裏
打
ち

し
よ
う
と
す
る
意
図
は
わ
か
る
が
、
そ
の
「
責
務
」
の
内
容
は
、

い
わ
ば
当
然
の
社
会
的
要
請
で
あ
り
、
土
地
所
有
一
般
に
通
有
す

る
基
本
問
題
の
一
環
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
際
、
都
市
の
宅
地
に

つ
い
て
は
、
二
〇
年
以
上
前
か
ら
「
有
効
・
高
度
利
用
」
の
必
要

が
説
か
れ
、「
有
効
・
高
度
利
用
を
な
し
得
な
い
所
有
者
や
借
地
人

等
の
、
そ
れ
を
な
し
う
る
者
へ
の
利
用
提
供
・
供
用
義
務
論
」
も

登
場
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
「
責
務
」
は
、
農
地
制
度
の
副

次
的
な
理
念
と
は
な
り
え
て
も
、
農
地
制
度
の
固
有
の
存
在
を
基

礎
づ
け
る
基
本
理
念
た
り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
法
案
に

は
、
権
利
取
得
の
一
般
的
要
件
と
し
て
「
効
率
的
な
利
用
」
を
要

求
し
な
が
ら
（
三
条
二
項
一
号
）、農
作
業
常
時
従
事
要
件
を
免
除

さ
れ
る
借
地
農
業
者
の
農
地
利
用
は
「
適
正
な
利
用
」
で
あ
れ
ば

よ
い
（
前
出
三
条
三
項
。
よ
り
基
準
が
緩
い
）
と
す
る
奇
妙
な
齟

齬
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
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四

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
改
正
法
案
に
は
、
多
く
の
不
透
明
さ
や
疑
問
点
が

あ
る
。
そ
の
根
本
的
原
因
は
、
何
は
と
も
あ
れ
貸
借
で
の
農
業
参

入
に
つ
い
て
「
耕
作
者
主
義
の
原
則
」
を
外
す
こ
と
を
至
上
命
題

と
す
る
一
方
、
現
時
点
で
は
所
有
権
取
得
を
同
列
に
扱
う
と
こ
ろ

ま
で
は
進
み
が
た
か
っ
た
た
め
、
そ
こ
で
は
現
行
通
り
の
規
制
を

維
持
す
る
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
、
両
者
を
整
合
的
に
位
置

づ
け
る
こ
と
は
、
も
と
も
と
無
理
な
話
で
あ
っ
た
。
結
局
、
後
者

＝

所
有
権
取
得
に
つ
い
て
の
特
別
の
規
制
は
、
新
し
い
農
地
法

（
案
）
の
中
で
は
、
存
在
根
拠
の
乏
し
い
、
例
外
的
で
宙
に
浮
い

た
規
定
と
な
り
、
近
い
将
来
に
消
え
て
い
く
べ
き
宿
命
を
背
負
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
法
案
に
対
し
て
「
終
わ
り
の
始
ま
り
」

と
い
う
評
価
が
あ
る
の
も
、
そ
の
故
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
所
有

権
取
得
に
つ
い
て
も
ま
た
「
耕
作
者
主
義
の
原
則
」
が
外
さ
れ
た

と
き
、
そ
の
後
の
農
業
と
農
業
経
営
、
農
地
保
有
と
農
村
社
会
、

そ
し
て
そ
の
基
盤
と
な
る
農
地
制
度
が
ど
う
な
っ
て
い
く
か
に

は
、
大
い
な
る
不
安
が
あ
る
。

注

�

原
田
純
孝
「
農
地
制
度
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
―
―
『
所
有
か
ら

利
用
へ
』
の
意
味
を
問
う
」『
農
業
と
経
済
』
二
〇
〇
八
年
一
月
・

二
月
合
併
号
、
同
「
農
地
所
有
権
論
の
現
在
と
農
地
制
度
の
ゆ
く

え
」
戒
能
通
厚
・
原
田
純
孝
・
広
渡
清
吾
編
『
渡
辺
洋
三
先
生
追

悼
論
集

日
本
社
会
と
法
律
学
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
三

月
）
な
ど
。

�

原
田
純
孝
「
自
壊
す
る
農
地
制
度

農
地
法
等
改
正
法
律
案
の

問
題
点
」『
法
律
時
報
』
八
一
巻
五
号
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九

年
四
月
二
七
日
発
売
予
定
）、同
「
農
地
法
『
改
正
』
で
日
本
農
業

は
ど
う
な
る
か
」『
世
界
』
二
〇
〇
九
年
六
月
号
（
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
九
年
五
月
八
日
発
売
予
定
）。

�

な
お
、
①
の
内
容
は
、
国
会
の
議
事
録
に
残
る
発
言
記
録
と
は
、

完
全
に
は
一
致
し
て
い
な
い
。
②
は
、
前
掲
「
自
壊
す
る
農
地
制

度
」（
注
�
）
で
あ
る
。
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一

�
肝
心
な
部
分
は
変
わ
っ
て
い
な
い
�
の
か

三
月
三
一
日
付
、
日
本
農
業
新
聞
の�
農
政
紙
上
座
談
会
�に
、

自
民
党
農
林
部
会
長
官
腰
光
寛
衆
院
議
員
の
次
の
よ
う
な
発
言
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。

�
農
地
法
の
改
正
に
つ
い
て
明
確
に
し
て
お
き
た
い
の

は
、
法
律
の
理
念
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
だ
。
農
地
法
が
成
立
し
た
昭
和
二
七
年
当
時
の
農
林
水
産

大
臣
は
、
郷
土
の
大
先
輩
で
あ
る
松
村
謙
三
先
生
だ
。
こ
の

法
律
の
理
念
は
自
作
農
主
義
で
、
自
分
で
農
業
を
や
る
と
い

う
部
分
が
最
も
大
事
だ
。「
所
有
か
ら
利
用
へ
の
転
換
」
と

は
、「
農
地
を
農
地
と
し
て
利
用
」
す
る
人
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
を
当
て
応
援
す
る
と
い
う
こ
と
。
成
立
当
時
の
理
念
の
最

も
肝
心
な
部
分
は
、
変
わ
っ
て
い
な
い
。
若
い
農
業
者
の
中

に
は
、
農
地
法
の
改
正
を
き
っ
か
け
と
し
て
商
工
会
な
ど
と

連
携
し
、
地
産
地
消
ビ
ジ
ネ
ス
を
起
こ
そ
う
と
す
る
動
き
も

あ
る
と
聞
く
。
応
援
し
て
い
き
た
い
。�

こ
の
紙
上
座
談
会
は
�
三
月
一
四
〜
二
三
日
に
行
っ
た
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
基
に
構
成
�
し
た
も
の
だ
そ
う
だ
か
ら
、
或
い
は
宮
腰

議
員
の
発
言
通
り
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
二
月
二
四

日
に
農
地
法
改
正
案
を
農
水
省
が
国
会
に
提
案
し
た
あ
と
で
の
政

権
与
党
の
農
林
部
会
長
の
こ
の
発
言
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

自
民
党
の
農
地
政
策
検
討
ス
タ
デ
ィ
ー
チ
ー
ム
が
作
成
し
、
〇

八
年
一
二
月
六
日
の
農
林
部
会
・
総
合
農
政
調
査
会
・
林
政
調
査

会
合
同
会
議
で
了
承
さ
れ
た
「
自
民
党
の
農
地
政
策
の
ポ
イ
ン

ト
」
の
な
か
で
も
、
農
地
法
�
成
立
当
時
の
理
念
の
最
も
肝
心
な

部
分
�
を
規
定
し
て
い
る
農
地
法
第
一
条
に
関
し
て
の
言
及
は
全

く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
農
地
制
度
に
関
す

る
条
項
は
、農
地
法
第
二
条
第
３
項
、第
三
条
及
び
第
三
条
の
二
、

第
三
〇
条
か
ら
第
四
四
条
ま
で
、
第
六
七
条
、
農
業
経
営
基
盤
強

化
促
進
法
第
四
条
第
三
項
、
第
一
八
条
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備

に
関
す
る
法
律
第
一
三
条
、（
そ
し
て
租
税
特
別
措
置
法
第
七
〇
条

農
地
法
改
正
案
批
判

東
京
農
工
大
学
名
誉
教
授

梶
井

功
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の
九
六
の
二
）
で
あ
り
、
冒
頭
で
�
安
心
し
て
農
地
の
貸
し
借
り

が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
ま
す
�
と
謳
い
、
農
地
法
第
三
条

及
び
第
三
条
の
二
関
係
と
朱
記
し
て
い
た
箇
所
で
は
、�
地
域
の
農

地
は
、
地
域
に
根
ざ
し
た
家
族
農
業
者
や
集
落
営
農
組
織
が
守
る

こ
と
が
基
本
で
す
�
と
強
調
さ
れ
て
い
た
。

が
、
今
、
国
会
に
提
案
さ
れ
て
い
る
農
地
法
改
正
案
は
、
こ
の

ス
タ
デ
ィ
ー
チ
ー
ム
の
方
針
、
そ
し
て
宮
腰
農
林
部
会
長
の
見
解

と
は
、大
き
く
ち
が
っ
て
い
る
、と
私
に
は
思
え
て
な
ら
な
い
。�
き

わ
め
て
重
要
で
あ
る
�
と
し
た
所
以
だ
が
、
農
水
省
案
は
、
法
の

目
的
を
規
定
し
て
い
る
第
一
条
を
全
面
的
に
あ
ら
た
め
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
、
何
よ
り
も
ま
ず
問
題
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ス
タ
デ
ィ
ー
チ
ー
ム
が
問
題
に
し
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
条
文
を
対
比
さ
せ
て
お
こ
う
。

改
正
法
第
一
条

こ
の
法
律
は
、
国
内
の
農
業
生
産
の
基

盤
で
あ
る
農
地
が
現
在
及
び
将
来
に
お
け
る
国
民
の
た
め
の

限
ら
れ
た
資
源
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
農
地
を
農
地
以

外
の
も
の
に
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
と
と
も
に
、
農
地
を
効

率
的
に
利
用
す
る
者
に
よ
る
農
地
に
つ
い
て
の
権
利
の
取
得

を
促
進
し
、
及
び
農
地
の
利
用
関
係
を
調
整
し
、
並
び
に
農

地
の
農
業
上
の
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
に
よ
り
、
国
内
の
農
業
生
産
の
増
大
を
図
り
、
も
っ
て
国

民
に
対
す
る
食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

現
行
第
一
条

こ
の
法
律
は
、
農
地
は
そ
の
耕
作
者
み
ず

か
ら
が
所
有
す
る
こ
と
を
最
も
適
当
で
あ
る
と
認
め
て
、
耕

作
者
の
農
地
の
取
得
を
促
進
し
、
及
び
そ
の
権
利
を
保
護

し
、
並
び
に
土
地
の
農
業
上
の
効
率
的
な
利
用
を
図
る
た
め

そ
の
利
用
関
係
を
調
整
し
、
も
っ
て
耕
作
者
の
地
位
の
安
定

と
農
業
生
産
力
の
増
進
と
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

�
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
�を
法
の
目
的
か
ら
消
し
て
し
ま
い
、

�
国
民
に
対
す
る
食
料
の
安
定
供
給
に
資
す
る
こ
と
�
を
法
の
目

的
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
農
地
の
権
利
関
係
の
あ
り
方
を
規
制
す

る
農
地
法
の
�
目
的
�
規
定
と
し
て
そ
れ
で
い
い
の
か
、
異
和
感

を
持
つ
む
き
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
早
い
話
、�
国
民
に
対
す
る

食
料
の
安
定
的
な
供
給
に
つ
い
て
は
…
…
国
内
の
農
業
生
産
の
増

大
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
��
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�

こ
と
が
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
（
第
二

条
第
二
項
）。こ
と
さ
ら
に
農
地
法
の
�
目
的
�
と
し
て
謳
う
必
要

は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
、
新
自
由
主
義
を
信
奉
し
て
い
る
財
界
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
が
、�
国
内
の
農
業
生
産
の
増
大
を
図
る
こ
と
を
基
本
�
と
す
る

こ
と
に
反
対
し
て
�
オ
ー
プ
ン
な
国
創
り
に
お
け
る
食
料
安
全
保

障
の
意
味
を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
我
が
国
の
食
料
自
給
率
の

引
上
げ
に
は
限
界
が
あ
る
。
…
…
輸
入
に
よ
る
安
定
的
な
食
料
供

給
を
ど
の
よ
う
に
確
保
し
て
い
く
か
は
、
我
が
国
に
と
っ
て
喫
緊

の
課
題
で
あ
り
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
そ
の
有
力
な
手
段
で
あ
る
�（
〇
七
・

農地法改正案批判 ���������������������������������������
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五
月
経
済
財
政
諮
問
会
議
グ
ロ
ー
バ
ル
化
専
門
委
員
会
第
一
次
報

告
書
）
な
ど
と
嘯
い
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
ん
な
意
見
は
農
政
と

し
て
受
け
入
れ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
農
地
法

で
も
い
う
の
だ
と
い
う
こ
と
な
ら
話
は
別
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
農
地
法
の
目
的
と
し
て
は
、
や
は
り
�
耕
作
者
の
地
位

の
安
定
�
を
い
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

第
一
条
の
最
後
の
文
章
か
ら
問
題
に
し
た
が
、
よ
り
重
要
な
問

題
は
最
初
の
文
章
の
方
で
あ
る
。

現
行
法
の
第
一
条
の
書
き
出
し
の
�
農
地
は
、
そ
の
耕
作
者
み

ず
か
ら
が
所
有
す
る
こ
と
を
最
も
適
当
で
あ
る
と
認
め
て
、
耕
作

者
の
農
地
の
取
得
を
促
進
�
す
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
こ
そ
、
一

般
に
�
自
作
農
主
義
�
を
宣
言
し
て
い
る
規
定
と
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
宮
腰
農
林
部
会
長
が
農
地
法
�
成
立
当
時
の
理
念

の
最
も
肝
心
な
部
分
�
と
い
っ
た
部
分
は
、
こ
の
一
句
だ
と
い
っ

て
い
い
。
そ
の
�
肝
心
な
部
分
�
を
改
正
案
で
は
全
部
削
り
、�
農

地
を
効
率
的
に
利
用
す
る
者
に
よ
る
農
地
の
権
利
の
取
得
を
促

進
�
す
る
こ
と
に
変
え
て
い
る
。
こ
れ
で
�
肝
心
な
部
分
は
、
変

わ
っ
て
い
な
い
�
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
抜
本
的
な
変
更
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
法
案
に
つ
い
て
い
る
政
府

の
改
正
法
提
案
の
「
理
由
」
も
�
農
地
に
つ
い
て
耕
作
者
自
ら
が

所
有
す
る
こ
と
を
最
も
適
当
と
し
て
き
た
制
度
を
改
め
�
る
の
だ

と
明
記
し
て
い
る
。

二

自
民
党
も
修
正
動
議
を
出
す
べ
き
だ

自
民
党
農
林
部
会
が
〇
九
年
二
月
四
日
に
�
了
承
�
し
た
「
農

地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
骨
子
）」
の
当
該
箇
所
に

関
す
る
文
章
は
、�
農
地
法
第
一
条
の
目
的
規
定
に
つ
い
て
、
農
地

を
み
ず
か
ら
が
所
有
す
る
こ
と
を
最
も
適
当
で
あ
る
と
す
る
考
え

方
を
改
め
る
�
と
い
う
文
章
だ
っ
た
（「
農
地
法
…
…
改
正
す
る

法
律
案
（
概
要
」
の
文
章
も
同
じ
）。�
制
度
を
改
め
�
る
の
で
は

な
く
、�
考
え
方
を
…
…
改
め
る
�
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
作
農
主

義
に
立
つ�
制
度
�
の
も
と
で
も�
効
率
的
な
利
用
を
促
進
す
る
�

と
い
う�
考
え
方
�に
立
っ
て
施
策
を
組
む
必
要
は
確
か
に
あ
る
。

七
〇
年
改
正
が
、
現
行
法
第
一
条
に
あ
る
�
並
び
に
土
地
の
農
業

上
の
効
率
的
な
利
用
を
図
る
た
め
�
の
一
句
を
挿
入
し
た
の
は
、

ま
さ
に
そ
う
い
う
考
え
方
に
立
脚
し
て
だ
っ
た
。
七
〇
年
改
正
後

の
改
正
法
施
行
通
達
（
四
五
農
地
Ｂ
二
八
〇
二
）
は

�
農
地
法
の
目
的
に
「
土
地
の
農
業
上
の
効
率
的
な
利
用
を

図
る
た
め
そ
の
利
用
関
係
を
調
整
す
る
」
旨
を
加
え
、
借
地

も
含
め
て
農
地
が
規
模
の
大
き
い
経
営
に
よ
っ
て
効
率
的
に

利
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
今
回
の
農
地
法
改
正
の
趣

旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
�

と
そ
の
趣
旨
を
説
明
し
て
い
る
。

�
制
度
を
改
め
�
る
こ
と
に
は
言
及
せ
ず
、�
考
え
方
を
…
…
改

め
る
�
と
い
う
だ
け
の
説
明
を
�
了
承
�
し
た
宮
腰
農
林
部
会
長

���������������������������������������農地法改正案批判
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が
、
今
回
の
改
正
を
�「
農
地
を
農
地
と
し
て
利
用
」
す
る
人
に

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
応
援
す
る
と
い
う
こ
と
。
成
立
当
時
の

理
念
の
最
も
肝
心
な
部
分
は
、
変
わ
っ
て
い
な
い
�
と
理
解
し
た

の
も
、
七
〇
年
改
正
の
こ
う
い
う
説
明
を
念
頭
に
置
く
と
き
、
当

然
の
理
解
と
し
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
改
正
案
は

�
制
度
を
改
め
�、�
成
立
当
時
の
理
念
の
最
も
肝
心
な
部
分
�
を

捨
て
て
い
る
の
で
あ
る
。�
成
立
当
時
の
理
念
�
は
今
も
堅
持
す
べ

き
、
と
い
う
こ
と
な
ら
、
改
正
法
案
は
�
了
承
�
し
た
改
正
法
律

案
（
骨
子
）
と
は
ち
が
う
と
い
う
こ
と
で
、
自
民
党
も
修
正
を
要

求
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
の
か
。

七
〇
年
改
正
に
ふ
れ
た
つ
い
で
に
、
第
三
条
二
項
四
号
に
ふ
れ

て
お
こ
う
。
第
三
条
二
項
は
、
農
地
の
所
有
権
、
賃
借
権
等
の
権

利
移
動
に
関
す
る
�
許
可
�
を
�
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
�
ケ
ー

ス
を
列
挙
し
て
い
る
条
項
だ
が
、
そ
こ
に
七
〇
年
改
正
が
追
加
し

た
の
が
第
四
号
だ
っ
た
。
所
有
権
、
賃
借
権
等
の
�
権
利
を
取
得

し
よ
う
と
す
る
者
（
農
業
生
産
法
人
を
除
く
。）
又
は
そ
の
世
帯

員
が
そ
の
取
得
後
に
農
作
業
に
常
時
従
事
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い

場
合
�
が
入
っ
た
こ
と
で
、
以
後
、
農
地
法
は
�
耕
作
者
主
義
�

に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
耕
作
者
主
義
も
無
視
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
。
貸
借
に
限
り
農
業
生
産
法
人
以
外
の
株
式
会
社
等
の
一
般
法

人
の
農
業
参
入
を
認
め
る
た
め
に
改
正
法
案
が
新
た
に
起
し
た
第

三
条
第
三
項
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
第
三
条
第
三
項
の
条
文
は

農
業
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
農
地
又
は
採
草
放

牧
地
に
つ
い
て
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
又
は
賃
借
権
が
設
定

さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
者
が
そ
の
取
得
後
に
お
い
て
そ
の
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
を
適
正
に
利
用
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
使
用

貸
借
又
は
賃
借
権
の
解
除
を
す
る
旨
の
条
件
が
書
面
に
よ
る

契
約
に
お
い
て
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
前
項
（
第
二
号
及

び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
も
の
だ
が
、こ
の
条
項
で�
農
業
生
産
法
人
以
外
の
法
人
�

（
第
二
号
）
も
、�
必
要
な
農
作
業
に
常
時
従
事
す
る
と
認
め
ら
れ

な
い
�
者
（
第
四
号
）
も
、�
解
除
�
条
件
つ
き
な
ら
賃
貸
借
等
は

自
由
に
や
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
で
い
い
の
か
、
で
あ

る
。�

農
業
生
産
法
人
�
の
問
題
は
後
に
と
り
あ
げ
る
と
し
て
、
こ

こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
自
作
農
主
義
に
立
つ
に
せ
よ

耕
作
者
主
義
に
よ
る
に
せ
よ
、
現
に
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
主
体

に
注
目
し
、
そ
の
�
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
�
を
図
る
こ
と
は
、

国
内
農
業
の
存
続
・
強
化
を
図
ろ
う
と
す
る
限
り
は
、
今
後
と
も

重
要
な
農
政
課
題
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
農
地
法

の
�
目
的
�
か
ら
安
易
に
�
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
�
は
外
す
べ

き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

農地法改正案批判 ���������������������������������������
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三

�
適
正
�と�
効
率
的
�は
両
立
で
き
る
か

七
〇
年
改
正
が
第
一
条
に
�
効
率
的
な
利
用
を
図
る
た
め
�
を

入
れ
た
趣
旨
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
�
借
地
も
含
め
て
農
地
が
規

模
の
大
き
い
経
営
に
よ
っ
て
効
率
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
�
た
め
だ
っ
た
。

今
回
の
改
正
案
が
�
効
率
的
に
利
用
す
る
者
に
よ
る
農
地
に
つ

い
て
の
権
利
の
取
得
を
促
進
�
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
�
効
率

的
に
利
用
す
る
者
�
と
は
ど
う
い
う
農
地
利
用
者
を
想
定
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
七
〇
年
改
正
と
同
じ
よ
う
に
�
規
模
の
大
き
い

経
営
�
の
�
農
地
に
つ
い
て
の
権
利
の
取
得
を
促
進
�
し
よ
う
と

い
う
こ
と
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
当
然
に
零
細
経
営
の
�
農
地
に

つ
い
て
の
権
利
の
取
得
�
は
抑
圧
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
と
、
従
来
は
都
道
府
県
知
事
が
行
え
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
五
〇
ａ
以
下
（
北
海
道
二
ｈ
ａ
以
下
）
へ
の
下
限
面
積
の
設

定
を
、
農
業
委
員
会
に
き
め
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
第
三
条
第
二
項

五
号
の
改
正

つ
ま
り
は
零
細
経
営
の
創
出
を
可
能
に
す
る
改

正
は
、斉
合
性
を
持
つ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か�
効
率
的
な
利
用
�

と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
説
明
が
必
要
だ
。

説
明
の
必
要
性
が
よ
り
強
い
の
は
、
改
正
案
が
新
し
く
第
二
条

の
二
と
し
て
つ
け
加
え
る
こ
と
に
し
た
�
農
地
に
つ
い
て
権
利
を

有
す
る
者
の
責
務
�の
条
項
の
表
現
で
あ
る
。こ
う
な
っ
て
い
る
。

第
二
条
の
二

農
地
に
つ
い
て
所
有
権
又
は
賃
借
権
そ
の

他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、

当
該
農
地
の
農
業
上
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
利
用
を
確
保
す

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
適
正
か
つ
効
率
的
な
利
用
�
と
は
、
ど
う
い
う
利
用
な
の
だ

ろ
う
か
。�
適
正
�
と
い
う
言
葉
と�
効
率
的
�
と
い
う
言
葉
は
、�
か

つ
�
で
結
ば
れ
る
言
葉
だ
ろ
う
か
、
が
そ
も
そ
も
問
題
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
有
機
農
法
で
耕
作
し
て
い
る
農
地
は
、
自
然
の
循

環
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
�
適
正
�
な
農
地

利
用
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
が
、
そ
れ
が
�
効
率
的
�
で
あ
る

か
ど
う
か
は
疑
問
視
す
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
、
化

学
肥
料
、
合
成
農
薬
に
依
存
し
、
大
型
機
械
を
駆
使
す
る
大
穀
作

農
業
は
、�
効
率
�
的
農
法
を
駆
使
し
て
い
る
と
誰
し
も
考
え
る
。

が
、
そ
の
農
法
を
最
も
広
く
駆
使
し
て
い
る
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ

か
ら
�
持
続
型
農
業
�
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
農
法
が
�
適

正
�
な
農
地
利
用
と
は
い
え
な
い
か
ら
だ
っ
た
。

持
続
型
農
業
（su

stain
ab
le
ag
ricu
ltu
re

）
の
簡
潔
な
説
明

を
「
最
新
農
業
技
術
辞
典
」（
農
文
協
０６
年
刊
）
か
ら
借
り
て
お
こ

う
。
こ
う
説
明
さ
れ
て
い
る
。

�
自
然
資
源
を
枯
渇
さ
せ
る
こ
と
な
く
将
来
に
わ
た
っ
て
安

定
し
た
生
産
を
保
証
す
る
農
業
シ
ス
テ
ム
。
戦
後
の
近
代
農

業
で
は
、
大
規
模
な
機
械
化
お
よ
び
化
学
肥
料
・
農
薬
の
使

用
に
よ
っ
て
、
単
位
面
積
・
労
働
力
当
た
り
の
生
産
力
が
飛
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躍
的
に
高
ま
っ
た
。
し
か
し
一
方
、
風
食
・
水
食
に
よ
る
表

土
の
流
出
、水
系
の
汚
染
、家
族
農
業
や
農
村
社
会
の
崩
壊
、

働
き
手
の
労
働
条
件
低
下
な
ど
の
弊
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

そ
こ
で
近
代
農
業
ま
た
は
慣
行
農
業
に
替
わ
る
農
業
形
態
と

し
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
米
国
で
提
唱
さ
れ
、
広
く
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
概
念
。
そ
の
な
か
に
は
、
食
料
等
の
高
い

生
産
性
を
永
続
的
に
維
持
す
る
、
農
業
を
支
え
る
天
然
資
源

（
土
壌
、
水
な
ど
）
を
維
持
し
質
を
向
上
さ
せ
る
、
石
油
等

の
再
生
不
可
能
な
資
源
に
つ
い
て
は
そ
の
利
用
効
率
を
最
大

に
す
る
、
農
家
の
経
済
的
な
活
力
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持

す
る
、
農
家
と
社
会
の
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
る
、
こ
と
な

ど
が
含
ま
れ
る
。
日
本
で
は
新
し
い
「
食
料
・
農
業
・
農
村

基
本
法
」
の
三
つ
の
基
本
理
念
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
農
業
の

持
続
的
な
発
展
」
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
目
標
を
達

成
す
る
た
め
の
個
々
の
技
術
と
し
て
、
不
耕
起
栽
培
、
有
機

農
業
、
精
密
農
業
、
Ｉ
Ｐ
Ｍ
（
総
合
的
有
害
生
物
管
理
）
な

ど
の
技
術
が
進
展
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。�

（
６
３
５
〜
６
３
６
ペ
ー
ジ
）。

�
適
正
�
利
用
、�
効
率
的
�
利
用
は
、
単
な
る
訓
辞
的
規
定
で
は

な
い
。�
効
率
的
に
利
用
�
し
て
い
る
と
�
認
め
ら
れ
な
い
場
合
�

は
農
地
の
所
有
権
、
賃
借
権
な
ど
の
諸
権
利
取
得
の
許
可
が
得
ら

れ
な
い
し
（
改
正
法
第
三
条
二
項
一
号
）、貸
付
地
が
�
適
正
に
利

用
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
�
地
主
が
賃
貸

借
等
の
�
解
除
を
し
な
い
と
き
は
、
農
業
委
員
会
…
…
は
当
該
許

可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
改
正
法
第
三
条
の
二
）、と

い
っ
た
よ
う
に
、
利
用
の
仕
方
の
認
定
如
何
で
行
政
権
の
発
動
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。�
効
率
�
的
利
用
と

は
ど
う
い
う
利
用
の
仕
方
を
い
う
の
か
、�
適
正
�
な
利
用
と
は
ど

う
い
う
利
用
方
式
を
い
う
の
か
、
農
業
委
員
会
の
判
断
基
準
を
明

確
に
す
べ
き
だ
ろ
う
。

四

経
団
連
は
す
ぐ
に�
第
三
段
階
�に
入
る
こ
と
を
求
め
る
だ

ろ
う

�
適
性
に
利
用
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
…
…
解
除

を
す
る
旨
�
の
条
件
が
書
面
に
よ
る
契
約
に
お
い
て
付
さ
れ
て
い

る
と
き
�
と
い
う
条
件
づ
き
の
貸
借
と
は
い
え
、
農
地
を
借
り
て

で
な
ら
、
ど
こ
で
で
も
一
般
株
式
会
社
も
営
農
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ
と
、
こ
れ
が
今
度
の
農
地
法
改
正
の
最
大
の
目
玉
だ
と
い
っ

て
い
い
。

農
業
法
人
制
度
は
、
農
業
従
事
者
が
農
地
に
つ
い
て
の
権
利
又

は
労
力
を
提
供
し
合
い
、
協
同
し
て
農
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
制
度
（
旧
農
基
法
第
一
七
条
）
と
し
て
一
九
六
二
年

農
地
法
改
正
か
ら
始
ま
っ
た
。
拡
大
自
作
農
と
し
て
構
成
さ
れ
て

い
た
農
業
生
産
法
人
を
、
農
地
や
労
働
の
単
な
る
提
供
者
も
法
人

の
構
成
員
に
な
れ
る
よ
う
に
し
た
の
が
七
〇
年
農
地
法
改
正
だ
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が
、
そ
の
改
正
で
も
農
業
生
産
法
人
が
株
式
会
社
形
態
を
と
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
株
式
が
不
特
定
多
数
の
人
の
間
を

転
々
流
動
し
、
し
か
も
特
定
時
点
で
の
株
式
保
有
の
多
さ
で
経
営

の
あ
り
方
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
株
式
会
社
の
場

合
、�
経
営
組
織
の
中
核
と
な
る
べ
き
農
家
以
外
の
者
に
よ
っ
て
実

質
的
に
農
業
生
産
法
人
が
支
配
さ
れ
る
�（
七
〇
年
改
正
施
行
次
官

通
達
）
よ
う
に
な
る
惧
れ
あ
り
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
株
式
会
社
の
農
業
参
入
論
が
始
ま
る
の
は
、
一
九
九
二
年

「
新
し
い
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
の
方
向
」
を
発
表
し
た
い
わ

ゆ
る
�
新
農
政
�
懇
談
会
か
ら
だ
が
、
そ
の
後
の
論
議
に
大
き
な

影
響
を
あ
た
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
新
基
本
法
論
議
が
始
ま

っ
て
い
た
一
九
九
七
年
九
月
に
、
経
団
連
が
基
本
問
題
調
査
会
に

提
案
し
た「
農
業
基
本
法
の
見
直
し
に
関
す
る
提
言
」で
あ
ろ
う
。

財
界
の
こ
の
「
提
言
」
は
、�
現
行
農
業
基
本
法
の
政
策
目
標
そ

の
も
の
は
制
定
当
時
の
状
況
下
で
は
適
当
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
も
の
の
、
農
業
基
本
法
制
定
前
に
つ
く
ら
れ
た
食
管
法
や
農
地

法
、
農
協
法
等
の
諸
制
度
が
、
農
業
基
本
法
に
基
づ
く
農
政
を
展

開
す
る
上
で
必
要
な
枠
組
み
へ
と
十
分
改
革
さ
れ
ず
、
後
追
い
の

農
政
に
終
始
し
た
こ
と
が
、
現
行
の
農
業
基
本
法
農
政
の
挫
折
に

つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
�
と
の
認
識
の
も
と
に
、�
今
回
は
、

前
回
の
基
本
法
制
定
の
轍
を
踏
ん
で
は
な
ら
な
い
�
と
し
て
、
農

政
全
般
に
わ
た
っ
て
財
界
が
望
む
制
度
改
正
事
項
を
提
言
し
た
も

の
だ
が
、そ
の
な
か
で�
農
地
法
制
定
か
ら
四
五
年
経
っ
た
今
日
、

農
地
改
革
の
成
果
を
維
持
す
る
と
い
う
農
地
法
の
役
割
は
既
に
終

わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
自
作
農
主
義
を
原
則
と
し
た
農
地
法
そ

の
も
の
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
優
良
農
地
の
保
全
と
そ
の
有
効
活

用
と
い
う
農
業
経
営
の
視
点
を
柱
に
据
え
た
法
律
と
す
べ
き
で
あ

る
�と
し
、�
株
式
会
社
の
農
地
取
得
の
段
階
的
解
禁
�を
提
言
、�
第

一
段
階
と
し
て
、
農
業
生
産
法
人
へ
の
株
式
会
社
の
出
資
要
件
を

大
幅
に
緩
和
し
、
第
二
段
階
と
し
て
、
借
地
方
式
に
よ
る
株
式
会

社
の
営
農
を
認
め
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
、
一
定
の
条
件
の
下
で

株
式
会
社
の
農
地
取
得
を
認
め
る
方
式
が
考
え
ら
れ
る
�
と
い
っ

て
い
た
。

二
〇
〇
〇
年
、
農
業
生
産
法
人
の
一
形
態
と
し
て
の
株
式
譲
渡

制
限
付
株
式
会
社
の
容
認
、
〇
二
年
特
区
で
の
借
地
に
よ
る
一
般

株
式
会
社
の
農
業
参
入
容
認
、
〇
五
年
市
町
村
指
定
地
区
へ
の
借

地
方
式
に
よ
る
一
般
株
式
会
社
の
農
業
参
入
容
認
（
特
定
法
人
貸

付
事
業
）、そ
し
て
今
回
の
参
入
区
域
市
町
村
指
定
制
の
廃
止
で
あ

る
。
経
団
連
提
言
の
第
二
段
階
終
了
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
般
株
式
会
社
の
農
業
参
入
を
初
め
て
容
認
し
た
�
農
業
特

区
�
と
い
う
の
は
、
効
率
的
利
用
を
必
要
と
す
る
と
判
断
さ
れ
る

耕
作
放
棄
地
等
が
�
相
当
程
度
�
存
在
す
る
地
区
と
な
っ
て
い
た

が
、
そ
の
�
相
当
程
度
�
と
は
、�
農
地
の
遊
休
化
が
深
刻
で
、
農

業
内
部
で
の
対
応
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
よ
う
な

状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
�
と
さ
れ

て
い
た
（
〇
三
・
一
・
二
四
閣
議
決
定
「
構
造
改
革
特
区
基
本
方
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針
に
つ
い
て
」）。特
区
方
式
の
株
式
会
社
農
業
参
入
は
農
地
法
が

適
用
さ
れ
な
い
例
外
措
置
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
農
地
法
改
正
と
し

て
は
行
わ
れ
ず
、
特
区
法
第
一
六
条
で
規
定
さ
れ
て
い
た
。�
農
業

内
部
で
の
対
応
で
は
…
…
解
決
さ
れ
な
い
�
事
案
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

特
定
法
人
貸
付
事
業
も
、�
遊
休
農
地
及
び
遊
休
農
地
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
農
地
並
び
に
こ
れ
ら
の
農
地
の
う
ち
農
業
上
の
利
用

の
増
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
�
を
�
要
活
用
農
地
�
と
し
、

こ
の
�
要
活
用
農
地
が
相
当
程
度
存
在
す
る
区
域
�
を
実
施
区
域

と
す
ろ
こ
と
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
�
相
当
程
度
存

在
す
る
区
域
�
と
い
う
の
は
、�
農
業
の
担
い
手
不
足
等
に
よ
り
遊

休
農
地
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
、
地
域
の
農
業
者
だ
け
で
は
遊
休
農

地
の
解
消
や
そ
の
発
生
の
防
止
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
区

域
�（
〇
五
・
九
・
一
改
正
経
営
基
盤
強
化
法
運
用
通
知
）
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
特
定
法
人
貸
付
事
業
は
、
農
業
経
営
基
盤

強
化
促
進
法
の
改
正
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
事
業
を
農
地
法

の
例
外
と
す
る
措
置
は
、
特
区
の
場
合
と
異
な
り
農
地
法
改
正
で

行
わ
れ
た
。
農
地
法
の
よ
っ
て
立
つ
耕
作
者
主
義
を
否
定
す
る
事

業
を
、
農
地
法
改
正
で
認
め
た
こ
と
自
体
、
耕
作
者
主
義
を
自
壊

さ
せ
る
獅
子
身
中
の
虫
を
育
て
る
こ
と
だ
と
当
時
私
は
書
い
た
が

（
全
農
林
・
政
策
研
究
所
情
報
№
１６
）、市
町
村
地
区
指
定
ま
で
な

く
し
て
農
地
法
に
取
り
込
む
こ
と
と
す
る
今
度
の
改
正
で
、
ま
す

ま
す
そ
の
想
い
を
強
く
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
�
地
域
の
農
業
者
だ
け
で
は
…
…
困
難
と
な
っ
て
い

る
よ
う
な
区
域
�
を
特
定
法
人
貸
付
事
業
実
施
区
域
と
す
る
の
だ

と
し
た
「
運
用
通
知
」
は
、�
な
お
�
と
し
て
�
こ
の
考
え
方
は
、

旧
特
区
法
第
二
七
条
の
規
定
に
よ
る
農
地
法
の
特
例
措
置
に
係
る

構
造
改
革
特
別
区
域
の
設
定
の
考
え
方
と
同
じ
で
あ
る
�
と
追
記

し
て
い
た
。�
農
業
内
部
の
対
応
で
は
…
…
問
題
が
解
決
さ
れ
な

い
�
と
い
う
の
と
、�
地
域
の
農
業
者
だ
け
で
は
…
…
解
消
や
…
…

防
止
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
�
と
い
う
の
で
は
、
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
大
ち
が
い
だ
と
私
は
考
え
る
も
の
だ
が
、
今
日
の
行
政
の
認

識
は
こ
ん
な
程
度
な
の
で
あ
る
。

�
解
除
�
条
件
つ
き
の
貸
借
に
限
る
ば
か
り
で
は
な
く
、�
農
地

の
集
団
化
、
農
作
業
の
効
率
化
そ
の
他
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
農

地
又
は
採
草
放
牧
地
の
農
業
上
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
の

確
保
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
�
が
農
地
の
権
利
移

動
の
不
許
可
事
由
と
し
て
新
設
（
第
三
条
第
二
項
７
号
）
さ
れ
る

こ
と
で
、
一
般
株
式
会
社
の
農
業
参
入
は
あ
る
程
度
の
制
約
を
受

け
る
。

自
民
党
農
地
政
策
検
討
ス
タ
デ
ィ
チ
ー
ム
の
「
自
民
党
の

農
地
政
策
の
ポ
イ
ン
ト
」
が
、�
地
域
に
担
い
手
が
確
保
さ
れ

れ
ば
、
外
か
ら
企
業
等
が
無
理
に
参
入
す
る
よ
う
な
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
�
と
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
措
置
を
用
意
さ
せ

て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
農
水
省
の
「
農
地
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
（
整
理
表
）」
も
、
こ

農地法改正案批判 ���������������������������������������
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の
条
項
の
と
こ
ろ
の
備
考
欄
に
�
運
用
基
準
に
よ
り
、
次
の

よ
う
な
ケ
ー
ス
を
排
除
・
集
落
営
農
や
担
い
手
へ
の
集
積
等

に
よ
り
、
農
地
の
面
的
な
利
用
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
で
、

そ
の
利
用
を
分
断
す
る
よ
う
な
農
地
の
権
利
取
得
・
地
域
の

農
業
者
等
の
合
意
に
よ
り
農
地
の
適
正
な
利
用
が
行
わ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
、
域
外
の
農
業
者
等
に
よ
る
、
そ
の
合
意
を

乱
す
よ
う
な
農
地
の
権
利
取
得
�
と
記
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
若
干
の
制
約
が
あ
る
と
は
い
え
、�
農
業
内
部
の
対
応

で
は
…
…
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
�
と
い
う
の
と
�
地
域
の
農
業

者
だ
け
で
は
…
…
（
問
題
の
解
消
や
防
止
が
）
困
難
と
な
っ
て
い

る
�
と
い
う
の
を
�
同
じ
で
あ
る
�
と
認
識
す
る
よ
う
な
行
政
の

も
と
で
一
般
株
式
会
社
の
農
業
参
入
が
推
進
さ
れ
る
と
き
、
〇
二

年
に
制
度
が
で
き
、
参
入
企
業
の
ほ
と
ん
ど
が
〇
三
年
か
ら
事
業

を
開
始
し
た
ば
か
り
の
特
区
方
式
の
全
国
展
開
を
〇
四
年
に
早
く

も
要
求
、
〇
五
年
に
地
区
指
定
特
定
法
人
貸
付
事
業
実
現
、
そ
し

て
今
回
市
町
村
地
区
指
定
も
や
め
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
矢
継
早

に
、
株
式
会
社
に
よ
る
農
業
経
営
を
実
現
さ
せ
て
き
た
財
界
は
、

当
然
の
よ
う
に
第
三
段
階
へ
の
突
入
―
所
有
権
取
得
容
認
を
求
め

て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
地
域
の
農
業
者
と
何
の
ト
ラ
ブ
ル

も
な
く
、�
効
率
的
�
に
農
地
を
利
用
し
営
農
に
励
ん
で
い
る
の

に
、
所
有
権
取
得
を
不
可
と
す
る
理
由
は
な
い
、
と
い
い
出
す
に

き
ま
っ
て
い
る
、
と
私
は
見
る
。

五

五
〇
年
の
狙
い
は
何
か

財
界
の
要
求
に
応
え
る
改
正
に
な
っ
て
い
る
も
う
一
つ
の
典
型

が
�
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
の
民
法
第
六
〇

四
条
（
賃
貸
借
の
存
続
期
間
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
中
「
二
〇
年
」
と
あ
る
の
は
、「
五
〇
年
」
と
す
る
�
と
い
う
第

一
九
条
の
新
設
で
あ
る
。

実
際
に
営
農
に
従
事
し
て
い
る
人
た
ち
が
賃
貸
借
の
存
続
期
間

と
し
て
ど
れ
く
ら
い
を
望
ん
で
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
私

は
昨
年
の
本
誌
九
月
号
に
経
営
局
構
造
改
善
課
自
身
が
調
べ
た
次

の
表
を
示
し
な
が
ら
、
こ
う
指
摘
し
て
お
い
た
。
若
干
長
文
だ
が

再
録
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

�
農
水
省
経
営
局
構
造
改
善
課
が
〇
六
年
九
月
末
に
主
た
る
作

目
が
「
稲
作
、
麦
類
、
露
地
野
菜
、
そ
の
他
作
物
」
で
あ
る
一
六

三
法
人
�
に
た
い
し
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
あ
る
。
二
〇

年
以
上
を
望
む
者
は
僅
か
に
四
・
八
％
、
一
一
年
以
上
を
と
っ
て

も
一
一
・
五
％
し
か
い
な
い
こ
と
に
、
そ
し
て
逆
に
六
年
未
満
を

望
む
者
が
そ
の
倍
の
二
七
・
二
％
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目

す
る
必
要
が
あ
る
。
農
業
不
況
、
先
行
き
の
不
透
明
さ
、
そ
し
て

小
作
料
が
年
々
低
下
し
て
い
る
こ
と

都
府
県
（
除
沖
縄
）
平

均
で
水
田
小
作
料
は
九
八
年
二
万
二
〇
三
七
円
が
〇
四
年
に
は
一

万
七
六
四
一
円
に
な
っ
て
い
る
（
全
国
農
業
会
議
所
調
査
）

が
短
期
の
賃
貸
借
を
選
ば
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
〇
年
以
上
の

���������������������������������������農地法改正案批判
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表１　担い手が希望する賃貸借期間

構成比

３.６％

２３.６ 

３８.８ 

２２.４ 

６.７ 

４.８ 

３年未満

３年以上６年未満

６年以上１０年未満

１０年

１１年以上２０年未満

２０年以上

希
望
す
る
賃
貸
借
期
間

１００計

備考）０６.９農水省経営局構造改善結果調査

定
期
賃
借
権
の
設
定
な
ど
、
ま
だ
論
議
の
対
象
に
す
る
必
要
は
な

い
。
利
用
増
進
事
業
に
関
連
し
て
出
さ
れ
た
。
三
〇
年
前
の
事
務

次
官
通
達
だ
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
き
め
か
た
が
今
日
の
事
態
に
も

適
合
的
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

�
…
…
存
続
期
間
は
実
施
区
域
の
実
情
に
応
じ
実
施
区
域

内
の
多
く
が
希
望
す
る
存
続
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
、
利
用
権
の
存
続
期
間
は
利
用
権
の
設
定
を
受
け

る
者
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
に
は
な
る
べ
く
長
い
期
間

で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
農
用
地
利
用

増
進
事
業
に
お
い
て
は
、
一
箇
の
利
用
権
の
存
続
期
間
は
長

く
な
く
と
も
農
用
地
利
用
増
新
計
画
を
繰
り
返
し
定
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
実
質
的
に
利
用
の
長
期
存
続
を
図
り
得
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
農
用
地
利
用
増
進
事
業
の
発
足
当

初
に
お
い
て
は
、
事
業
の
定
着
を
第
一
義
的
に
考
え
、
例
え

ば
一
〜
三
年
程
度
の
期
間
と
し
、
事
業
の
定
着
が
見
通
さ
れ

る
場
合
に
は
よ
り
長
い
存
続
期
間
の
利
用
権
を
設
定
す
る
よ

う
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
�（
七
五
年
七
・
一
五
事
務
次

官
通
達
）。

�
実
質
的
に
利
用
の
長
期
継
続
を
図
る
と
き
、
重
要
に
な
る
の
が

前
述
し
た
有
益
費
償
還
方
式
を
明
確
に
法
定
す
る
こ
と
だ
が
、
日

本
の
農
地
法
制
で
は
土
地
改
良
の
な
か
に
、
民
法
の
規
定
に
よ
る

有
益
費
と
し
て
�
償
還
す
べ
き
額
は
、
同
法
第
一
九
六
条
第
二
項

本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
増
加
額
と
す
る
�
と
い
う
第
五
九

条
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
未
整
備
と
い
っ
て
い
い
。
有

益
費
の
範
囲
、
算
定
方
法
等
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
農

事
法
典
に
学
び
な
が
ら
早
急
に
農
地
法
制
の
な
か
で
整
備
す
べ
き

だ
ろ
う
�。

こ
の
論
稿
は
、
〇
七
・
五
・
八
の
経
済
財
政
諮
問
会
議
「
グ
ロ

ー
バ
ル
化
改
革
専
門
調
査
会
第
一
次
報
告
」
が
、�
定
期
借
地
権
制

度
を
創
設
�
し
�
最
低
で
も
原
則
と
し
て
二
〇
年
以
上
の
借
用
が

可
能
と
な
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
�
と
提
案
し
て
い
た
の
に
対

農地法改正案批判 ���������������������������������������
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す
る
批
判
と
し
て
書
い
た
も
の
だ
が
、
同
趣
旨
の
提
言
は
、
日
本

経
済
調
査
協
議
会
の
農
政
改
革
高
木
委
員
会
が
〇
五
年
か
ら
繰
り

返
し
行
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
財
界
提
言
に
、
賃
貸
借
の
存
続
期

間
を
、
農
用
地
に
つ
い
て
は
民
法
原
則
を
著
し
く
超
え
る
五
〇
年

と
す
る
法
改
正
で
応
え
た
わ
け
で
あ
る
。

表
１
に
見
る
よ
う
に
、
五
〇
年
と
い
う
よ
う
な
存
続
期
間
の
農

地
賃
貸
借
は
、
農
業
者
の
な
か
か
ら
は
ま
ず
出
な
い
だ
ろ
う
。
一

般
株
式
会
社
の
な
か
か
ら
も
ど
う
か
と
思
う
の
だ
が
、
長
期
の
借

地
契
約
を
結
ん
だ
一
般
株
式
会
社
が
出
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
、

一
般
株
式
会
社
の
所
有
権
取
得
に
道
を
開
く
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。
一
般
株
式
会
社
は
所
有
権
は
取
得
で
き
な
い
か
ら
、
長

期
契
約
を
結
ん
だ
所
有
者
は
そ
の
期
間
中
は
所
有
農
地
を
処
分
す

る
自
由
を
失
う
わ
け
で
あ
り
、
財
産
権
行
使
を
制
約
す
る
も
の
だ

と
い
う
不
満
を
大
き
く
し
、
長
期
契
約
を
し
て
い
る
一
般
株
式
会

社
も
所
有
権
取
得
が
で
き
る
よ
う
に
し
ろ
、
と
い
う
声
を
大
き
く

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
或
は
そ
れ
が
長
期
貸
借
を

し
つ
こ
く
要
求
し
て
い
た
財
界
の
狙
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

六

Ｊ
Ａ
も
一
般
企
業
な
み
に
農
業
経
営
を
、で
い
い
か

借
地
方
式
で
の
一
般
株
式
会
社
農
業
参
入
の
自
由
化
措
置
は
、

同
時
に
農
協
の
農
業
経
営
の
自
由
度
拡
大
で
も
あ
る
こ
と
を
問
題

に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

農
協
が
営
む
こ
と
が
で
き
る
農
業
経
営
に
は
、�
組
合
員
の
委
託

を
受
け
て
行
う
農
業
の
経
営
�（
農
協
法
第
一
〇
条
第
二
項
）
と
農

地
保
有
合
理
化
法
人
と
し
て
行
う
研
修
目
的
の
農
業
経
営
（
農
協

法
第
一
一
条
の
三
一
）
の
二
つ
が
あ
る
（
も
う
一
つ
、
農
協
出
資

の
農
業
生
産
法
人
に
営
ま
せ
る
農
業
経
営
も
、
農
協
の
農
業
経
営

と
い
っ
て
い
い
が
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
）。こ
の
う
ち
の
後
者
を

規
定
し
て
い
る
条
項
の
な
か
に
、
研
修
目
的
の
農
業
経
営
と
な
ら

ん
で
新
た
に
�
当
該
農
地
…
…
の
農
業
上
の
利
用
の
増
進
を
図
る

た
め
に
は
組
合
が
自
ら
農
業
の
経
営
を
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め

ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
農
業
の
経
営
を
行
〞
え
る
よ
う
に
す
る
条

項
が
新
設
さ
れ
る
。
関
係
条
文
を
示
し
て
お
こ
う
。

改
正
法
第
一
一
条
の
三
一

出
資
組
合
は
、
次
に
揚
げ
る
場

合
に
は
、
第
一
〇
条
に
規
定
す
る
事
業
の
ほ
か
、
農
業
の
経

営
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

一
、
当
該
組
合
の
地
区
内
に
あ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の

う
ち
、
当
該
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
保
有
及
び
利
用
の
現

況
及
び
将
来
の
見
通
し
か
ら
み
て
、
当
該
農
地
又
は
採
草
放

牧
地
の
農
業
上
の
利
用
の
増
進
を
図
る
た
め
に
は
組
合
が
自

ら
農
業
の
経
営
を
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

つ
い
て
農
業
の
経
営
を
行
う
場
合
。

二
、
効
率
的
安
定
的
な
農
業
経
営
を
育
成
す
る
た
め
、
農
地

利
用
集
積
円
滑
化
団
体
（
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭

和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
一
条
の
十
二
に
規
定
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す
る
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
を
い
う
。）
と
し
て
同
法

第
四
条
第
三
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
場

合
。

三
、
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
を
利
用
し
な
い
で
行
う
場
合
に

お
い
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
き
。

②
（
略
）

③
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
が
農
業
の
経
営
を
行
う
に

は
、
総
組
合
員
（
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま

で
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。）
又
は
組
合
員
（
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
は
第
三

号
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
を
除
く
。
第
九
項
に
お
い
て
同

じ
。）
の
三
分
の
二
以
上
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

④
（
書
面
に
よ
る
同
意
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
規
定
）

⑤

組
合
員
（
第
一
二
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

の
規
定
に
よ
る
組
合
員
を
除
く
。
第
七
項
及
び
第
八
項
に
お

い
て
同
じ
。）
の
総
数
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
数
を
超

え
る
農
業
協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
要
し
な
い
。

⑥

前
項
に
規
定
す
る
農
業
協
同
組
合
が
同
項
の
規
定
に
よ

り
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
な
い
で
農

業
の
経
営
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
農
業
協
同
組
合
の
総
会

に
総
組
合
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
議
決
権
の
三
分

の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
行
第
一
一
条
の
三
一

出
資
組
合
は
、
効
率
的
か
つ
安

定
的
な
農
業
経
営
を
育
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
第
一
〇
条
に
規
定
す
る
事
業
の
ほ
か
、
農
業
の
経
営
及

び
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
農
地
保
有
合
理
法
人（
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法（
昭

和
五
五
年
法
律
第
六
五
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農

地
保
有
合
理
化
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
し
て
同
項

第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
場
合
。

二
、
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
を
利
用
し
な
い
で
行
う
場
合
に

お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き②
（
略
）

③
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
が
農
業
の
経
営
を
行
う
に

は
、
総
組
合
員
又
は
総
会
員
（
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
又
は
同
条
第
二
項
第

二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
会
員
を
除
く
。
第
五

項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
三
分
の
二
以
上
の
書
面
に
よ
る
同

意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
（
書
面
に
よ
る
同
意
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
規
定
）。
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改
正
法
で
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
第
五
項
、
第
六
項
は
、
第

三
項
を
事
実
上
骨
抜
き
に
す
る
規
定
で
あ
る
。

第
一
二
条
第
一
項
は
農
協
の
�
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る

者
�
を
規
定
し
て
い
る
条
項
で
あ
り
、
一
号
が
�
農
業
者
�、第
二

号
か
ら
第
四
号
ま
で
は
、�
議
決
権
及
び
選
挙
権
を
有
し
な
い
�
准

組
合
員
で
あ
る
（
第
一
六
条
第
一
項
）。

�
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
数
�
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な

い
が
、
一
Ｊ
Ａ
当
た
り
正
組
合
員
数
が
五
七
〇
〇
人
（
〇
七
年
）

に
な
っ
て
い
る
今
日
で
あ
る
。
全
Ｊ
Ａ
が
該
当
す
る
数
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

農
協
自
ら
が
研
修
目
的
の
農
業
経
営
を
営
み
、
地
域
営
農
の
担

い
手
育
成
に
も
っ
と
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
私
は
願
っ

て
い
る
が
、
そ
の
研
修
目
的
の
農
業
経
営
を
営
む
た
め
に
す
ら
、

こ
れ
ま
で
は
�
総
組
合
員
…
…
の
三
分
の
二
以
上
の
書
面
に
よ
る

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
組
合
の

解
散
や
組
合
員
の
除
名
と
い
う
重
要
事
項
を
き
め
る
特
別
議
決

（
農
協
法
第
四
六
条
、
改
正
第
六
項
は
特
別
議
決
と
同
じ
で
あ

る
）
以
上
の
き
び
し
い
案
件
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
研

修
目
的
と
は
い
え
組
合
員
が
営
ん
で
い
る
営
農
と
競
合
す
る
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
組
合
の
営
農
に
は
、
そ
れ
だ
け
慎
重
に
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
研
修
目
的
で
は
な
く
�
他
の
法
人

と
同
様
に
、
農
業
協
同
組
合
自
ら
が
農
業
経
営
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
�（
農
水
省
「
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」
の
表
現
）
た

め
に
要
件
緩
和
を
行
う
の
で
あ
る
。�
そ
の
組
合
員
…
…
の
た
め
に

最
大
の
奉
仕
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
�（
農
協
法
第
八
条
）
て
い

る
農
協
が
、
組
合
員
の
経
営
と
競
合
し
か
ね
な
い
こ
と
を
�
他
の

法
人
と
同
様
に
�
や
る
こ
と
の
是
非
を
、
農
協
出
資
農
業
生
産
法

人
に
よ
る
営
農
と
い
う
道
も
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
が
ら
、
農
協

は
真
剣
に
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。
新
設
の
一
号
�
組
合
が
自
ら
農

業
経
営
を
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
�
に
は
第
三
項
を
、

二
号
の
研
修
用
営
農
に
は
新
設
の
第
六
項
を
適
用
す
る
こ
と
の
ほ

う
が
、
ま
だ
し
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。

七

特
定
利
用
権
が
財
産
権
侵
害
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
恐
れ
は

無
い
の
か

今
度
の
改
正
の
も
う
一
つ
の
目
玉
は
�
農
地
の
転
用
に
対
す
る

規
制
の
強
化
で
あ
る
。�
農
地
転
用
に
は
四
ｈ
ａ
未
満
に
は
都
道

府
県
知
事
、
四
ｈ
ａ
以
上
は
農
水
大
臣
の
許
可
が
必
要
だ
が
、
従

来
は
�
国
又
は
都
道
府
県
が
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
場

合
�（
第
四
条
第
一
項
三
号
）
は
許
可
不
要
だ
っ
た
。
そ
れ
を
、
引

き
続
き
許
可
不
要
と
す
る
の
は
�
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

の
用
に
供
す
る
た
め
、
農
地
を
農
地
以
外
と
す
る
場
合
�
限
定
す

る
。（
転
用
の
目
的
で
の
農
地
の
権
利
移
転
を
行
う
五
条
転
用
の
場

合
も
同
じ
）。�
現
行
で
は
農
地
転
用
許
可
が
不
用
と
な
っ
て
い
る

病
院
、
学
校
等
の
公
共
施
設
に
つ
い
て
は
、
そ
の
施
設
の
周
辺
部

に
お
け
る
連
鎖
的
な
転
用
と
相
ま
っ
て
優
良
農
地
の
確
保
の
阻
害
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図1　 農業経営基盤強化促進法に基づく措置から農地法に基づく措置へ移行
○現行の農業経営基盤強化促進法に基づく遊休農地に係る措置は、市町村の基本構想に位置づけられた要活用農地
（※）が対象。これを農地法に基づく措置とすることにより、全ての農地を対象とした上で措置の内容を充実。
　（※）要活用農地：遊休農地及び遊休農地となるおそれがある農地のうち農業上の利用の増進を図る必要があるもの。

遊休農地に関する措置　新旧比較
新（農地法に基づく措置）旧（農業経営基盤強化促進法に基づく措置)

市町村が要活用農地を基本構想に位置づけ

農業委員会から市町村長に次の特定遊休農地であ
る旨の通知の要請

・市町村長による営農への支障除去の措置命令
・市町村長による代執行

農業委員会による農地の利用状況調査（第３０条第１
項・第２項）

・市町村長による営農への支障除去の措置命令（第
４４条第１項・第２項）
・市町村長による代執行（第４４条第３項～第５項）

農業関係団体・農業者からの申出（第３１条）

・所有者等は遊休農地の利用計画を市町村長へと
届出
・市町村長による利用計画に対する勧告
・利用希望者への利用権設定等について、市町村
長から所有者等へ協議の通知
・（協議不調の場合）都道府県知事による調停

・所有者等は遊休農地の利用計画を農業委員会へ
届出（第３３条）
・農業委員会による利用計画に対する勧告（第３４条）
・利用希望者への利用権設定等について、農業委
員会から所有者等へ協議の通知（第３５条）
・（協議不調の場合）都道府県知事による調停（第３６条）

都道府県知事による裁定（利用希望者への特定利用
権の設定）

都道府県知事による裁定（利用希望者への特定利用
権又は所有者が不明の場合の遊休農地を利用する
権利の設定）（第37条～第43条）

市町村長による特定遊休農地である旨の通知・公告 農業委員会による遊休農地である旨の通知・公告（第３２条）

農業委員会による指導 農業委員会による指導（第３０条第３項・第４項）

要
因
と
な
っ
て
い
る
�（「
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」）
の
で
、
許
可
不
要

の
農
水
省
令
に
は
入
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ

ら
の
施
設
の
た
め
に
農
地
転
用
が
必
要
な
場
合
は
�
国
又
は
都
道

府
県
と
都
道
府
県
知
事
と
の
協
議
�
を
行
う
仕
組
み
が
新
た
に
設

け
ら
れ
て
い
る
（
第
四
条
第
五
項
、
第
五
条
第
四
項
）。

転
用
問
題
に
つ
い
て
の
改
正
で
も
う
一
つ
、�
違
反
転
用
に
対
す

る
処
分
�
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
�
原
状
回
復
�
命
令
を
出
す
こ

と
し
か
な
か
っ
た
（
第
八
三
条
の
二
）
が
、
今
回
の
改
正
で
都
道

府
県
知
事
に
よ
る
行
政
代
執
行
制
度
が
創
設
さ
れ
た
（
第
五
一
条

二
〜
五
項
）
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

昨
年
暮
れ
に
公
表
さ
れ
た
カ
ロ
リ
ー
自
給
率
を
五
〇
％
に
引
上

げ
る
農
水
省
作
成
の
工
程
表
は
、
農
地
面
積
を
四
六
二
万
ｈ
ａ
と

し
て
い
る
。
が
、
〇
七
年
の
耕
地
面
積
は
す
で
に
四
六
五
万
ｈ
ａ

に
な
っ
て
い
る
。
転
用
統
制
を
厳
し
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
だ

が
、
同
時
に
必
要
な
の
は
耕
作
放
棄
地
の
農
地
と
し
て
の
再
生
そ

し
て
発
生
抑
制
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
農
地
法
制
が
規
定
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の

は
、
一
九
六
八
年
の
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
か
ら

だ
が
、
耕
作
放
棄
地
等
の
使
用
収
益
権
を
持
つ
者
に
対
し
利
用
を

促
す
�
勧
告
��
調
停
�
の
規
定
、
更
に
は
七
五
年
か
ら
の
特
定
利

用
権
に
関
す
る
規
定
が
入
る
が
、
そ
れ
ら
の
農
振
法
の
諸
規
定
及

び
農
用
地
利
用
増
進
法
八
九
年
改
正
で
始
ま
っ
た
�
遊
休
農
地
に

関
す
る
措
置
�（
同
法
第
一
一
条
の
三
）
は
、
〇
五
年
の
農
業
経
営
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基
盤
強
化
促
進
法
改
正
の
際
、
同
法
に
取
り
込
ま
れ
�
第
四
章
の

二
遊
休
農
地
の
農
業
上
の
利
用
の
増
進
に
関
す
る
措
置
�
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。
今
回
そ
れ
を
一
括
し
て
農
地
法
に
移
し
て

�
第
四
章

遊
休
農
地
に
関
す
る
措
置
�
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

基
盤
強
化
法
に
は
な
か
っ
た
農
業
委
員
会
に
よ
る
�
利
用
状
況
調

査
及
び
指
導
�（
第
三
〇
条
）
な
ど
の
仕
組
み
も
新
設
さ
れ
て
い

る
。�

遊
休
農
地
の
う
ち
地
域
の
農
業
振
興
を
図
る
観
点
か
ら
市
町

村
が
指
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
い
う
現

行
の
仕
組
み
を
、
全
て
の
遊
休
農
地
を
対
象
と
し
た
仕
組
み
に
見

直
す
�
と
農
水
省
は
説
明
し
て
い
た
が
、
見
直
し
た
結
果
の
全
体

図
を
「
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
（
整
理

表
）
か
ら
借
り
て
お
こ
う
。
図
１
で
あ
る
。

�
農
業
委
員
会
は
毎
年
一
回
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
農
地
の
利

用
の
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
…
…
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
�（
第

三
〇
条
第
一
項
）、�
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か

つ
引
き
続
き
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
農
地
�

や
�
そ
の
農
業
上
の
利
用
の
程
度
が
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る

農
地
の
利
用
の
程
度
に
比
し
著
し
く
劣
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

農
地
�
が
あ
る
時
は
、�
当
該
農
地
の
農
業
上
の
利
用
の
増
進
を
図

る
た
め
の
指
導
�
を
行
い
（
第
三
〇
条
第
三
項
）、指
導
を
し
て
も

�
な
お
相
当
期
間
…
…
農
業
上
の
利
用
の
増
進
が
図
ら
れ
な
い
場

合
�
や
�
利
用
の
増
進
が
図
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
�
な
ど
に
は
�
遊
休
農
地
で
あ
る
旨
の
�
�
通

知
��
公
表
�
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
三
二
条
）。そ
の
遊
休

農
地
に
つ
い
て
の
�
利
用
権
の
設
定
等
に
つ
い
て
の
あ
っ
せ
ん
�

（
第
三
三
条
第
二
項
）、�
勧
告
�（
第
三
四
条
）�
所
有
権
の
移
転
の

協
議
�（
第
三
五
条
）
と
い
っ
た
特
定
利
用
権
発
動
に
つ
な
が
る
諸

措
置
を
担
当
す
る
の
も
農
業
委
員
会
で
あ
る
。
農
業
委
員
会
は
大

変
な
新
た
な
仕
事
を
背
負
わ
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
市
町
村
合
併

で
農
業
委
員
の
数
は
減
り
、
地
方
財
政
悪
化
の
な
か
で
農
業
委
員

会
の
予
算
も
切
り
込
ま
れ
て
い
る
。
大
丈
夫
な
の
だ
ろ
う
か
。

よ
り
気
に
な
る
の
は
、�
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
農
地
の
利
用
の

程
度
に
比
し
著
し
く
劣
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
農
地
�
に
ま
で

広
が
る
�
遊
休
農
地
�
に
対
し
、
最
終
的
に
は
強
制
的
に
設
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
特
定
利
用
権
が
、
財
産
権
の
侵
害
と
い
っ
た
問

題
を
引
き
起
さ
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

農
振
法
時
代
の
特
定
利
用
権
は
、�
市
町
村
又
は
農
業
協
同
組

合
�
が
�
そ
の
住
民
又
は
組
合
員
で
耕
作
又
は
養
育
の
業
務
を
営

む
も
の
の
共
同
利
用
に
供
す
る
た
め
�
に
設
定
で
き
る
利
用
権
だ

っ
た
（
農
振
法
第
一
五
条
の
七
第
一
項
）。し
か
も
�
そ
の
農
用
地

を
共
同
利
用
す
る
こ
と
が
…
…
農
業
経
営
の
改
善
を
図
る
た
め
必

要
か
つ
適
当
で
あ
っ
て
�
他
の
土
地
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
困

難
�
な
と
き
に
認
め
ら
れ
る
利
用
権
だ
っ
た
（
同
条
第
三
項
第
三

号
）。そ

う
い
う
利
用
権
で
あ
っ
て
も
、
知
事
裁
定
で
強
制
的
に
設
定

���������������������������������������農地法改正案批判
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す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
私
有
財
産
権
に
対
し
或
る

種
の
�
制
約
�
を
加
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
�
制
約
�
が
度
を

越
え
て
�
侵
害
�
に
な
る
こ
と
を
、
当
時
の
農
水
省
は
心
配
し
、

改
正
農
振
法
施
行
通
達
（
五
〇
構
改
Ｂ
一
四
六
八
）
で
詳
細
な
運

用
上
の
注
意
を
与
え
て
い
る
。
若
干
を
抜
き
書
き
し
て
お
こ
う
。

（
内
及
び
傍
点
は
筆
者
の
補
足
）。

○
（
特
定
利
用
権
制
度
は
、
耕
作
放
棄
地
等
を
）
地
域
農
業

者
の
共
同
利
用
と
い
う
形
態
で
活
用
す
る
た
め
、
私�

有�

財�

産�

権�

の�

侵�

害�

に�

な�

ら�

な�

い�

範�

囲�

内�

で
市
町
村
又
は
農
業
協
同
組
合
（
に
認

め
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
）

○
裁
定
に
よ
る
特
定
利
用
権
の
設
定
は
、
私�

有�

財�

産�

権�

に�

対�

し�

制�

約�

を�

課�

す�

る�

も�

の�

で�

あ�

る�

こ
と
に
か
ん
が
み
…
…
共
同
利
用

に
供
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
補
完
的

措
置
と
し
て
運
用
す
る
も
の
と
し
…
…
極
力
、
市
町
村
又
は
農
業

協
同
組
合
と
農
用
地
所
有
者
等
と
の
間
に
協
議
が
成
立
す
る
よ

う
、
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

○
（
第
一
五
条
の
一
〇
）
第
一
項
の
「
そ
の
必
要
の
限
度
に

お
い
て
」
と
は
、
特
定
利
用
権
の
設
定
は
公�

共�

性�

を�

有�

す�

る�

も�

の�

で�

あ�

る�

が�

、�

私�

有�

財�

産�

権�

に�

対�

し�

制�

約�

を�

課�

す�

る�

も�

の�

で
あ
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
制�

約�

の�

程�

度�

は�

必�

要�

最�

小�

限�

に�

と�

ど�

め�

る�

べ
き
で
あ
る
）
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

経
営
基
盤
強
化
法
に
移
さ
れ
た
時
点
で
、
市
町
村
又
は
農
業
協

同
組
合
に
よ
る
共
同
利
用
と
い
う
制
約
は
無
く
な
っ
た
し
、
特
定

利
用
権
を
受
け
る
主
体
か
ら
農
協
は
消
さ
れ
た
。
今
回
の
改
正
で

は
�
農
地
保
有
合
理
化
法
人
、
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
又
は

特
定
農
業
法
人
�
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
第
三
五
条
）。農

地
保
有
合
理
化
法
人
と
し
て
の
農
協
は
、
今
度
は
共
同
利
用
目
的

で
は
な
く
出
資
し
た
農
業
生
産
法
人
農
業
経
営
の
た
め
に
、
特
定

利
用
権
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ

よ
り
は
農
業
委
員
会
が
利
用
状
況
調
査
で
遊
休
農
地
と
し
た
農
地

の
引
受
け
手
が
い
な
い
と
き
、
そ
の
農
地
こ
そ
�
農
業
上
の
利
用

の
増
進
を
図
る
た
め
に
は
組
合
が
自
ら
農
業
の
経
営
を
行
う
こ
と

が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
�
で
あ
る
と
し
て
農
協
に
活
用
が
押

し
つ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
お
お
く
な
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
条
件
不
利
地
で
の
営
農
で
も
生
活
で
き
る
よ
う
に
所

得
補
て
ん
策
を
充
実
す
る
、
フ
ラ
ン
ス
の
Ｄ
Ｊ
Ａ
政
策
の
よ
う
な

若
い
人
が
営
農
で
定
着
で
き
る
よ
う
に
す
る
政
策
を
と
る
と
い
う

よ
う
な
、
耕
作
放
棄
地
解
消
の
正
道
を
歩
む
こ
と
な
く
、
耕
作
放

棄
地
解
消
に
行
政
が
狂
奔
す
る
と
き
、
起
り
そ
う
な
図
柄
で
あ

る
。
そ
う
な
ら
な
い
こ
と
を
望
む
。
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は
じ
め
に

農
林
水
産
省
は
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三
日
、「
農
地
改
革
プ
ラ

ン
」
を
公
表
し
、
二
〇
〇
九
年
二
月
二
四
日
に
こ
の
「
プ
ラ
ン
」

に
基
づ
い
た
農
地
法
等
の
改
正
法
案
を
閣
議
決
定
し
通
常
国
会
に

提
出
し
た
。
こ
の
農
地
制
度
「
改
革
」
の
柱
は
、
①
農
地
確
保
に

向
け
た
農
地
転
用
規
制
等
の
強
化
、
②
農
地
の
貸
借
規
制
等
の
大

幅
緩
和
に
よ
る
農
業
参
入
の
拡
大
の
二
点
で
あ
る
。
農
地
法
の
目

的
を
「
農
地
の
効
率
的
利
用
の
促
進
」
に
改
め
、
農
地
制
度
の
根

幹
と
も
い
え
る
権
利
移
動
規
制
の
う
ち
貸
借
規
制＝

借
り
手
の
資

格
制
限
を
撤
廃
し
、
一
般
の
株
式
会
社
な
ど
農
業
生
産
法
人
以
外

の
法
人
や
個
人
の
農
業
参
入
を
拡
大
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

同
時
に
、
農
地
の
権
利
取
得
の
下
限
面
積
制
限
も
弾
力
化
し
、
一

般
市
民
に
よ
る
小
面
積
の
農
地
の
権
利
取
得
（
所
有
権
も
含
む
）

も
容
認
。
さ
ら
に
、
食
品
関
連
企
業
等
と
の
連
携
強
化
と
資
本
充

実
を
図
る
た
め
農
業
生
産
法
人
の
出
資
制
限
（
構
成
員
要
件
）
を

緩
和
す
る
。

戦
後
日
本
の
農
業
・
農
村
を
形
作
っ
て
き
農
地
制
度
の
改
変

は
、
農
業
・
農
村
と
農
地
の
利
用
秩
序
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

も
の
と
み
ら
れ
る
。
農
村
現
場
か
ら
は
、「
平
成
の
農
地
改
革
」
を

戦
後
の
「
農
地
改
革
」
と
ダ
ブ
ら
せ
た
り
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
（「
農

地
貸
借
原
則
自
由
化
、
企
業
の
直
接
参
入
促
す
」）
も
あ
り
、
中

小
農
家
の
農
地
の
利
用
権
を
と
り
あ
げ
大
規
模
農
家
や
企
業
に
集

中
す
る
の
で
は
な
い
か
、
企
業
の
所
有
権
取
得
の
容
認
に
ま
で
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
懸
念
す
る
声
も
出
て
い
る
。

今
回
の
農
地
制
度
「
改
革
」
の
背
景
に
は
、
経
済
界
と
規
制
改

革
会
議
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
が
一
体
と
な
っ
た
農
地
の
権
利
移

動
規
制
の
自
由
化
（＝

株
式
会
社
の
農
業
参
入
自
由
化
）
要
求
が

あ
る
。
本
稿
で
は
農
地
制
度
「
改
革
」
論
議
、
と
り
わ
け
株
式
会

社
の
農
業
参
入
を
め
ぐ
る
経
過
を
た
ど
る
と
と
も
に
、
そ
の
参
入

実
態
と
若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

株
式
会
社
の
農
業
参
入
を
め
ぐ
る
経
緯

〜
規
制
緩
和
論
と
若
干
の
参
入
実
態
〜

全
国
農
業
会
議
所

事
務
局
長

谷
脇

修
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１
、株
式
会
社
の
農
業
参
入
論
の
出
発
点＝

「
新
政
策
」

（
九
二
年
〜
九
三
年
）

農
地
制
度
の
見
直
し
論
議
の
中
で
株
式
会
社
の
参
入
問
題
が
初

め
て
提
起
さ
れ
た
の
は
、
農
水
省
が
一
九
九
二
年
六
月
に
省
議
決

定
し
た
「
新
し
い
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
の
方
向
」（
以
下
「
新

政
策
」）
に
お
い
て
で
あ
る
。「
新
政
策
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
記

述
さ
れ
て
い
る
。

「
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
一
般
に
農
地
取
得

を
認
め
る
こ
と
は
投
機
及
び
資
産
保
有
目
的
で
の
農
地
取
得

を
行
う
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
適
当
で
は
な
い
が
、
農
業
生

産
法
人
の
一
形
態
と
し
て
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
農
業

・
農
村
に
及
ぼ
す
影
響
を
見
極
め
つ
つ
更
に
検
討
を
行
う
必

要
が
あ
る
」

「
新
政
策
」
は
、
当
時
の
近
藤
元
次
農
相
の
「
農
業
基
本
法
見

直
し
」
発
言
を
受
け
、
政
策
全
体
の
見
直
し
検
討
に
着
手
し
、
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ガ
ッ
ト
・
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交

渉
決
着
（
九
三
年
一
二
月
）
の
前
年
で
あ
る
。

八
五
年
九
月
の
「
プ
ラ
ザ
合
意
」（
ド
ル
高
是
正
の
た
め
の
政
策

協
調
）、そ
れ
を
受
け
た
「
国
際
協
調
の
た
め
の
経
済
構
造
調
整
研

究
会
報
告
」（
前
川
レ
ポ
ー
ト
）
な
ど
、
経
済
界
か
ら
は
国
産
農
産

物
に
対
す
る
内
外
価
格
差
批
判
と
農
産
物
の
市
場
開
放
、
価
格
支

持
偏
重
型
農
政
か
ら
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活
用
し
た
農
業
構
造
改

革
が
強
く
迫
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
農
業
者
の

高
齢
化
と
担
い
手
不
足
、
耕
作
放
棄
地
の
増
大
な
ど
国
内
農
業
の

危
機
的
状
況
が
目
立
ち
始
め
て
い
た
。

「
新
政
策
」
で
は
、
来
る
べ
き
農
産
物
の
市
場
開
放
に
対
応
し

農
業
構
造
改
革
を
促
進
す
る
た
め
、「
効
率
的
・
安
定
的
な
経
営

体
」
の
育
成
を
掲
げ
た
。
そ
の
一
環
で
「
経
営
形
態
の
選
択
肢
の

拡
大
」
と
し
て
農
業
生
産
法
人
の
仕
組
み
の
整
備
と
株
式
会
社
の

農
地
取
得
問
題
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。「
新
政
策
」
の
具
体
化
を
検

討
し
た
農
政
審
議
会
企
画
部
会
第
一
小
委
員
会
の
第
一
回
目
の
会

合
（
九
二
年
九
月
一
七
日
）
で
、
経
済
界
を
代
表
す
る
委
員
の
「
農

業
生
産
法
人
に
株
式
会
社
形
態
を
含
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
当
面

考
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
株
式
会
社
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
何

か
」
と
い
う
質
問
に
、
農
水
省
は
農
地
転
用
へ
の
悪
影
響
な
ど
農

地
制
度
上
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
あ
げ
た
。
さ
ら
に
こ
の
委
員
は
「
農

地
法
上
の
耕
作
者
主
義
を
考
え
直
す
べ
き
」、「
高
齢
化
に
よ
る
耕

作
放
棄
や
中
核
農
家
が
不
足
し
て
い
る
状
況
の
中
で
株
式
会
社
の

参
入
が
必
ず
し
も
悪
い
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
主

張
。
こ
れ
に
対
し
小
委
員
会
の
関
谷
俊
作
座
長
は
、
農
水
省
の
農

地
制
度
的
観
点
か
ら
の
答
弁
に
加
え
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
先
の

「
新
政
策
」
に
お
け
る
結
論
を
擁
護
し
た
。

「（
農
水
省
は
）
農
地
制
度
的
観
点
か
ら
述
べ
た
が
、
そ

の
前
に
農
政
の
目
標
、
保
護
す
る
も
の
は
何
か
と
い
う
の
が

基
本
に
あ
る
。
…
農
政
の
基
本
が
、
農
家
を
育
成
あ
る
い
は
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農
家
の
協
業
の
育
成
か
ら
抜
け
出
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

が
問
題
で
あ
る
。
会
社
と
い
う
資
本
力
、
組
織
力
が
大
き
い

経
営
体
（
い
い
も
の
も
悪
い
の
も
あ
る
）
が
出
て
く
る
と
農

家
を
圧
倒
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
や
ろ
う
と
す
る
農

政
の
基
本
の
と
こ
ろ
で
ぶ
つ
か
る
。
こ
の
た
め
、
資
本
の
結

合
体
で
あ
る
会
社
が
土
地
を
集
積
す
る
こ
と
に
踏
み
切
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」

こ
の
段
階
で
は
最
終
的
に
株
式
会
社
の
農
業
参
入
論
は
退
け
ら

れ
、
九
三
年
農
地
法
改
正
で
農
業
生
産
法
人
の
事
業
要
件
と
構
成

員
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
。

２
、
規
制
緩
和
及
び「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
」制

定
と
株
式
会
社
形
態
の
導
入（
九
四
年
〜
二
〇
〇
〇
年
）

経
済
界
等
の
規
制
緩
和
要
求
は
、
九
三
年
農
地
法
改
正
に
よ
る

農
業
生
産
法
人
要
件
の
緩
和
で
は
収
ま
ら
な
か
っ
た
。
九
四
年
以

降
、
経
団
連
と
政
府
の
行
政
改
革
委
員
会
は
、
①
農
業
生
産
法
人

の
構
成
員
要
件
の
一
層
の
緩
和
、
②
農
地
法
の
耕
作
者
主
義
の
見

直
し
の
要
求
を
執
拗
に
繰
り
返
し
た
。
こ
れ
に
全
国
農
業
会
議
所

や
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
な
ど
農
業
団
体
は
強
く
反
対
。
そ
の
結
果
、
政

府
は
九
七
年
三
月
、「
規
制
緩
和
推
進
計
画
の
再
改
定
に
つ
い
て
」

を
閣
議
決
定
し
、
そ
の
中
で
株
式
会
社
の
農
業
参
入
問
題
に
つ
い

て
は
、「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
問
題
調
査
会
に
お
い
て
、
今
後

の
農
政
の
あ
り
方
の
一
環
と
し
て
審
議
し
結
論
を
得
る
」
こ
と
と

し
た
。
規
制
緩
和
の
推
進
と
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
」
制

定
の
過
程
で
株
式
会
社
の
農
業
参
入
問
題
は
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
経
団
連
は
九
七
年
九
月
、「
農
業
基
本
法
の
見
直
し
に
関

す
る
提
言
」
を
ま
と
め
、
株
式
会
社
の
農
地
取
得
の
段
階
的
解
禁

を
求
め
た
。
農
地
転
用
規
制
の
強
化
を
前
提
に
、
第
一
段
階
は
農

業
生
産
法
人
の
出
資
要
件
の
大
幅
緩
和
（
株
式
会
社
の
出
資
を
可

能
と
す
る
）、第
二
段
階
は
借
地
方
式
に
よ
る
株
式
会
社
の
営
農
容

認
、最
終
の
第
三
段
階
は
一
定
の
条
件
下
で
株
式
会
社
の
農
地（
所

有
権
）
取
得
の
容
認
―
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
農
地
制
度
の
規
制
緩
和＝

株
式
会
社
の
参
入
容
認
問

題
は
、「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
問
題
調
査
会
」
の
大
き
な
論
点

と
な
っ
た
。「
調
査
会
」
は
九
八
年
九
月
、「
株
式
会
社
一
般
に
参
入

を
認
め
る
こ
と
は
合
意
は
得
が
た
い
」、「
農
業
生
産
法
人
の
一
形

態
に
限
り
認
め
る
」（「
調
査
会
」
答
申
）
と
結
論
を
出
し
た
。

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
は
、
九
九
年
七
月
に
国
会
で
成

立
。
こ
れ
を
受
け
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
、
農
地
法
改
正
法
案
が
成

立
し
、
農
業
生
産
法
人
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
株
式
会
社
形
態
を
導

入
す
る
こ
と
と
な
る
。
農
地
制
度
の
規
制
緩
和
と
株
式
会
社
の
農

業
参
入
問
題
は
、
こ
の
農
地
法
改
正
で
「
一
件
落
着
」
か
と
思
わ

れ
た
が
、
以
下
に
述
べ
る
そ
の
後
の
展
開
は
そ
の
期
待
と
は
全
く

反
す
る
経
過
を
た
ど
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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［株式会社の農業参入をめぐる主な経緯］

１９９２年６月 農水省「新しい食料・農業・農村政策の方向」決定

「農業生産法人の一形態としての株式会社については…さらに検討

を行う必要がある」

９３年６月 農業経営基盤強化促進法改正

農業生産法人の事業・構成員要件を緩和

９５年１０月 経団連「農業分野における規制緩和の推進を求める」提言

「農業生産法人・構成員要件を一層拡大、農地法の拠って立つ『耕

作者主義』の見直しに着手すべき」

９７年９月 経団連「農業基本法の見直しに関する提言」

「株式会社の農地取得の段階的解禁」

９８年９月 食料・農業・農村基本問題調査会「答申」

株式会社一般に参入を認めることには合意は得難い。農業生産法人

の一形態として…株式会社が経営形態の一つとなる途を開く」

９９年７月 食料・農業・農村基本法成立

２０００年１１月 農地法改正、農業生産法人に株式会社形態を導入

０２年１２月 構造改革特別区域法成立

特区でのリース方式による株式会社の農業参入容認

０３年２月 経済財政諮問会議「規制改革を加速的に推進する『１２の重点事項』」

特区での株式会社等による農地取得（所有権）の解禁、リース方式

による株式会社参入の全国展開を要求

０５年６月 農地法、農業経営基盤強化促進法改正

特区を全国展開する「特定法人貸付制度」を創設

同月 日本経団連「規制改革要望」

一般の株式会社の農地の取得・保有容認を要求

０７年５月 経済財政諮問会議・グローバル化改革専門調査会「第１次報告」

「利用については経営形態は原則自由、利用を妨げない限り所有権

の移動は自由」とする「平成の農地改革」を提言

同年１１月 農水省「農地政策の展開方向について」発表

「所有権については厳しい規制を維持しつつ、利用権については規

制を見直す」

０８年１２月 農水省「農地改革プラン」発表

「賃借権設定の要件を緩和し、農業生産法人以外の法人の参入を拡

大。所有権の取得については、現行の要件を維持」

０９年２月 日本経団連「農地制度改革に関する見解」

１３日 「一般の株式会社の農業参入（農地所有）については…引き続きの

検討課題とする」

同月２４日 農地法等の一部改正法案を閣議決定、国会提出
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３
、
小
泉
構
造
改
革
と
特
区
・
リ
ー
ス
方
式
に
よ
る
参

入
容
認
（
〇
一
年
〜
〇
五
年
）

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
小
泉
政
権
下
の
「
構
造
改

革
」
大
合
唱
の
中
で
、
規
制
改
革
会
議
と
経
済
財
政
諮
問
会
議
を

舞
台
に
経
済
界
の
農
地
制
度
「
改
革
」
要
求
は
と
ど
ま
る
こ
と
な

く
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
た
。
農
水
省
も
そ
の
対
応
に
終
始
す
る
状

態
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
一
二
月
に
構
造
改
革
特
別
区
域
法
が

成
立
。
同
法
に
基
づ
き
、
遊
休
農
地
対
策
の
一
環
と
い
う
位
置
づ

け
で
農
地
法
の
特
例
を
設
け
、
農
地
の
リ
ー
ス
方
式
（
賃
借
権
設

定
）
に
よ
り
一
般
の
株
式
会
社
な
ど
農
業
生
産
法
人
以
外
の
法
人

の
農
業
参
入
に
途
を
開
く
こ
と
と
し
た
。

そ
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
直
後
か
ら
、
総
合
規
制
改
革
会
議
、

経
済
財
政
諮
問
会
議
は
要
求
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
、
今
度
は
特

区
内
で
の
一
般
の
株
式
会
社
等
に
よ
る
農
地
（
所
有
権
）
取
得
の

解
禁
と
特
区
の
全
国
展
開
を
農
林
水
産
省
に
求
め
た
（
〇
三
年
二

月
一
七
日
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
「
規
制
改
革
を
加
速
的
に
推
進

す
る
『
１
２
の
重
点
事
項
』」）。ま
た
、
経
済
界
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク

・
日
本
経
済
調
査
協
議
会
は
〇
三
年
一
二
月
、「
農
政
の
抜
本
改
革

（
中
間
報
告
）」
を
発
表
し
、「
事
前
規
制
・
資
格
規
制
重
視
か
ら

事
後
規
制
・
行
動
規
制
に
ウ
ェ
イ
ト
を
お
い
た
制
度
へ
の
転
換
に

よ
る
農
地
利
用
の
門
戸
開
放
」
を
求
め
た
。
経
済
同
友
会
は
特
区

の
全
国
展
開
に
加
え
て
、
①
農
業
生
産
法
人
要
件
の
撤
廃
・
緩

和
、
②
株
式
会
社
に
よ
る
農
地
取
得
（
所
有
権
）
の
解
禁
ま
で
要

求
す
る
状
況
と
な
っ
た
（
〇
四
年
三
月
の
「
農
業
の
未
来
を
切
り

拓
く
構
造
改
革
の
加
速
」）。農
水
省
は
こ
う
し
た
相
次
ぐ
規
制
緩

和
要
求
に
抗
し
き
れ
ず
、
リ
ー
ス
方
式
に
よ
る
株
式
会
社
参
入
の

特
区
を
全
国
展
開
さ
せ
る
「
特
定
法
人
貸
付
制
度
」
を
創
設
す
る

た
め
、
〇
五
年
六
月
、
農
地
法
と
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の

改
正
法
案
を
成
立
さ
せ
た
。
二
年
余
り
の
特
区
に
よ
る
株
式
会
社

等
の
参
入
実
態
の
検
証
も
十
分
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
全
国
展
開
と

な
っ
た
。「
特
定
法
人
貸
付
制
度
」
は
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
①
遊
休
農
地
及
び
遊
休
農
地
と
な
る
恐
れ
が

あ
る
農
地
が
相
当
程
度
存
在
す
る
区
域
で
、
②
き
ち
ん
と
農
業
を

行
う
旨
の
協
定
を
市
町
村
と
締
結
し
た
特
定
法
人
（
農
業
生
産
法

人
以
外
）
が
、
市
町
村
等
か
ら
農
地
を
借
り
受
け
て
（
リ
ー
ス
方

式
）
農
業
を
行
う
制
度
で
あ
る
。
担
い
手
が
不
足
し
た
区
域
に
限

定
し
て
、一
般
の
株
式
会
社
等
の
参
入
を
容
認
す
る
措
置
で
あ
る
。

４
、
貸
借
に
よ
る
株
式
会
社
参
入
の
自
由
化
へ
（
〇
五

年
以
降
）

こ
の
改
正
法
案
の
国
会
成
立
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
日

本
経
団
連
な
ど
経
済
界
、
規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進
会
議
等

は
、
今
度
は
一
般
の
株
式
会
社
等
の
農
地
の
取
得
・
保
有
の
容
認

を
要
求
し
始
め
た
。
ま
ず
日
本
経
団
連
は
、
法
案
が
成
立
し
た
一

八
日
後
の
〇
五
年
六
月
二
一
日
、「
規
制
改
革
要
望
」
を
発
表
。
そ
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こ
で
「
農
業
生
産
法
人
以
外
の
株
式
会
社
等
の
法
人
に
よ
る
農
地

の
取
得
・
保
有
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
要
求
し
た
（
翌
年
も

同
様
の
要
望
）。日
本
経
済
調
査
協
議
会
・
農
政
改
革
高
木
委
員
会

も
「
農
政
改
革
を
実
現
す
る
」
と
題
し
た
提
言
（
中
間
報
告
、
〇

五
年
六
月
二
四
日
）
を
ま
と
め
、「
農
地
利
用
の
厳
格
化
」
を
前
提

に
経
営
形
態
の
如
何
を
問
わ
な
い
「
参
入
規
制
の
緩
和
」
を
求
め

た
。
こ
の
高
木
委
員
会
の
委
員
長
は
高
木
勇
樹
・
農
林
漁
業
金
融

公
庫
総
裁
（
当
時
、
元
農
林
水
産
事
務
次
官
）、主
査
は
本
間
正
義

・
東
大
大
学
院
教
授
で
あ
る
。
同
高
木
委
員
会
は
翌
〇
六
年
五

月
、
最
終
報
告
を
ま
と
め
た
。
こ
こ
で
「
農
地
の
所
有
と
利
用
を

分
離
し
、
借
地
中
心
の
農
地
制
度
を
確
立
」
を
提
案
し
、「
農
地
が

適
正
に
利
用
さ
れ
て
い
れ
ば
所
有
者
は
不
在
地
主
で
ど
こ
に
住
ん

で
い
て
も
構
わ
な
い
」
と
提
案
し
て
い
る
。
農
地
が
農
地
と
し
て

利
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
利
用
主
体
も
所
有
権
者
も
誰
で

あ
っ
て
も
良
い
と
す
る
考
え
方
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
。
さ
ら
に

規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進
会
議
も
、
〇
五
年
一
二
月
の
第
二
次

答
申
の
中
で
「
株
式
会
社
を
含
め
経
営
主
体
の
如
何
に
か
か
わ
ら

ず
農
地
の
所
有
・
賃
借
を
自
由
化
し
、
意
欲
と
経
営
力
の
あ
る
者

が
農
業
生
産
に
参
入
で
き
る
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
要
求

し
た
。
こ
う
し
た
所
有
権
ま
で
含
め
た
農
地
制
度
の
自
由
化
論

は
、
先
の
高
木
、
本
間
の
両
氏
が
キ
ー
マ
ン
と
な
り
リ
ー
ド
し
て

い
た
。
農
地
制
度
「
改
革
」
を
主
張
す
る
多
く
の
論
者
は
、
農
業

の
担
い
手
の
減
少
と
耕
作
放
棄
地
の
増
大
を
招
い
た
の
は
、
厳
し

い
参
入
規
制
で
門
戸
を
閉
ざ
し
て
い
る
農
地
制
度
が
悪
い
か
ら
だ

と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
高
木
勇
樹
氏
は
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。「
耕
作
面
積
が
減
り
、
耕
地
利
用
率
が
下
が
り
、
耕
作
放

棄
地
が
増
え
て
い
る
の
が
日
本
農
業
の
現
状
で
す
。
こ
こ
が
農
業

問
題
の
核
心
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
招
い
た
農
地
制
度
を

改
革
し
な
い
と
、
い
く
ら
自
給
率
の
向
上
を
叫
ん
で
も
何
の
問
題

解
決
に
も
な
り
ま
せ
ん
」（
〇
七
年
一
〇
月
一
六
日
付
け
雑
誌
「
経

済
界
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
）。現
場
の
農
業
関
係
者
の
認
識
と

は
か
な
り
異
な
る
意
見
で
あ
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
に
対
し
、
農
水
省
は
〇
六
年
九
月
に
農

地
政
策
見
直
し
の
課
題
を
「
農
地
政
策
の
再
構
築
に
向
け
て
」
と

題
す
る
文
書
に
ま
と
め
整
理
し
た
。こ
れ
は
宮
腰
光
寛
副
大
臣（
当

時
）が
中
心
と
な
っ
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
そ
の
後
の
自
民
党「
農

地
政
策
検
討
ス
タ
デ
ィ
チ
ー
ム
」（
同
年
一
二
月
一
九
日
発
足
）、農

水
省
の
「
農
地
政
策
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」（
〇
七
年
一
月
発

足
、
高
木
賢
座
長
）
に
お
け
る
検
討
に
つ
な
げ
た
。

経
済
財
政
諮
問
会
議
専
門
調
査
会

「
平
成
の
農
地
改
革
」
を
提
案

そ
し
て
与
党
、
政
府
に
お
け
る
農
地
制
度
見
直
し
の
枠
組
み
と

検
討
体
制
が
整
っ
た
と
こ
ろ
で
、
高
木
、
本
間
の
両
氏
が
中
心
メ

ン
バ
ー
と
な
っ
た
経
済
財
政
諮
問
会
議
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
改
革
専

門
調
査
会
は
〇
七
年
五
月
八
日
、「
第
一
次
報
告
」
を
ま
と
め
た
。

そ
こ
で
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
交
渉
を
通
じ
た
国
境
措
置
（
関
税
）
の
撤
廃
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及
び
引
き
下
げ
と
農
業
部
門
に
お
け
る
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
自
由

参
入
と
自
由
競
争
）
の
導
入
を
強
調
。
農
地
制
度
に
つ
い
て
は
、

①
利
用
に
つ
い
て
の
経
営
形
態
は
原
則
自
由
、
②
利
用
を
妨
げ
な

い
限
り
所
有
権
の
移
動
は
自
由
―
と
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
農
地

の
利
用
が
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
農
地
の
権
利
取
得
は
誰
で
も

良
い
、
と
す
る
「
平
成
の
農
地
改
革
」
を
提
案
し
た
。
一
般
の
株

式
会
社
の
賃
借
権
取
得
だ
け
で
な
く
、
所
有
権
取
得
に
よ
る
農
業

参
入
の
自
由
化
と
市
場
原
理
に
基
づ
く
自
由
競
争
を
求
め
た
の
で

あ
る
。

こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
改
革
専
門
調
査
会
「
第
一
次
報
告
」
に
、

全
国
農
業
会
議
所
、
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
な
ど
農
業
団
体
は
一
斉
に
反

発
。
全
国
農
業
会
議
所
は
都
道
府
県
農
業
会
議
会
長
会
議
で
こ
の

「
第
一
次
報
告
」
に
つ
い
て
、「
権
利
移
動
規
制
の
撤
廃
に
よ
り
農

地
を
一
般
不
動
産
と
同
等
に
扱
お
う
と
す
る
内
容
」
で
あ
り
、「
国

土
の
保
全
や
国
民
食
料
の
安
定
供
給
が
確
保
し
得
な
い
だ
け
で
な

く
、
地
域
に
お
け
る
秩
序
あ
る
農
地
の
利
用
や
管
理
を
行
う
上

で
、
大
き
な
混
乱
や
不
安
を
招
く
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
見
解
を

表
明
し
た
。
さ
ら
に
五
月
三
一
日
の
全
国
農
業
委
員
会
会
長
大
会

で
「
農
地
の
権
利
取
得
要
件
（
農
作
業
従
事
等
）
の
確
保
」
や
「
育

成
す
べ
き
農
業
の
担
い
手
像
と
農
地
政
策
の
整
合
性
の
確
保
」
な

ど
、
株
式
会
社
の
農
業
参
入
に
つ
い
て
の
慎
重
な
検
討
を
求
め
る

要
望
を
決
議
し
た
。
Ｊ
Ａ
全
中
も
「
土
地
利
用
型
農
業
生
産
性
向

上
委
員
会
中
間
取
り
ま
と
め
」（
六
月
一
日
）
で
「
一
般
の
株
式
会

社
に
よ
る
農
地
所
有
を
認
め
る
必
要
は
な
い
」「
地
域
か
ら
の
意
向

と
合
意
の
も
と
に
農
地
の
利
用
方
向
を
描
く
『
農
地
利
用
・
農
村

整
備
計
画
』の
策
定
が
必
要
」と
す
る
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
そ
れ
ま
で
農
地
政
策
見
直
し
の
検
討
を
重
ね
て
き
た
与
党

・
自
民
党
の
農
林
部
会
等
も
、
こ
の
「
第
一
次
報
告
」
の
所
有
権

規
制
の
自
由
化
ま
で
踏
み
込
ん
だ
部
分
に
対
し
「
一
般
企
業
の
所

有
権
取
得
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
は
、
不
審
の
念
を
持
た
ざ
る
を
得

な
い
」
と
強
い
抵
抗
感
を
示
し
た
。

農
地
の
権
利
移
動
規
制
の
全
面
的
自
由
化
を
求
め
る
「
第
一
次

報
告
」
を
受
け
、
農
水
省
は
そ
れ
ま
で
の
方
針
を
急
き
ょ
修
正
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
〇
七
年
五
月
一
五
日
に
開
か
れ
た
「
農

地
政
策
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
ま
で
は
、
農
水
省
は
農
地
の
権

利
移
動
規
制
の
検
討
方
向
と
し
て
次
の
よ
う
な
方
針
で
あ
っ
た
。

①
個
人
に
つ
い
て
は
「
農
作
業
常
時
従
事
要
件
等
『
経
営＝

農

作
業
（
耕
作
）』
と
同
一
に
取
り
扱
う
こ
と
を
前
提
と
し
た

も
の
を
担
い
手
の
経
営
実
態
に
即
し
た
も
の
に
す
る
」

②
農
業
生
産
法
人
に
つ
い
て
は
「
個
人
の
農
地
の
利
取
得
要
件

の
見
直
し
と
同
様
の
観
点
か
ら
、
法
人
経
営
の
多
角
化
・
高

度
化
や
資
本
の
充
実
に
資
す
る
も
の
と
す
る
」

③
一
般
企
業
等
の
農
業
参
入
（
特
定
法
人
貸
付
）
に
つ
い
て
は

「
参
入
区
域
の
設
定
の
改
善
や
参
入
手
続
き
の
簡
素
化
等
所

要
の
見
直
し
を
行
う
」「
特
定
法
人
の
農
地
所
有
に
つ
い
て
は

…
慎
重
に
対
応
す
る
」
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し
か
し
な
が
ら
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
・
専
門
調
査
会
「
第
一

次
報
告
」
の
貸
借
規
制
も
所
有
権
規
制
も
原
則
自
由
と
す
べ
き
と

す
る
要
求
に
、
農
水
省
は
方
針
転
換
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
後
予
定
し
て
い
た
「
有
識
者
会
議
」
は
急
き
ょ
取
り
や

め
と
な
っ
た
。
そ
し
て
三
ヵ
月
後
の
八
月
二
四
日
に
再
開
さ
れ
た

「
有
識
者
会
議
」
に
農
水
省
が
示
し
た
見
直
し
方
向
案
は
、「
貸
借

に
つ
い
て
は
機
械
・
労
働
力
等
か
ら
み
て
農
地
を
適
切
に
利
用
す

る
見
込
み
で
あ
る
場
合
に
は
原
則
許
可
」
と
し
、「
所
有
に
つ
い
て

は
…
農
業
生
産
法
人
制
度
・
農
作
業
従
事
要
件
を
堅
持
」
す
る
と

い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
五
月
段
階
の
方
針
は
、
個
人
、
農
業
生
産

法
人
、
一
般
企
業
等
（
特
定
法
人
）
ご
と
に
農
地
の
権
利
取
得
要

件
（
資
格
要
件
）
を
定
め
る
現
行
の
権
利
移
動
規
制
の
枠
組
み
を

維
持
し
た
上
で
、
要
件
を
緩
和
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
方

針
転
換
後
は
、
貸
借
に
つ
い
て
だ
け
は
こ
の
枠
組
み＝

資
格
制
限

を
撤
廃
し
農
地
の
利
用
主
体
、
借
地
は
誰
で
も
良
い
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
貸
借
の
自
由
化
（
農
地
耕
作
者
主
義
の
放
棄
）
を
意
味

し
、「
第
一
次
報
告
」
が
求
め
た
「
利
用
に
つ
い
て
の
経
営
形
態
は

原
則
自
由
」を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。一
九
九
〇
年
代
以
降
、

経
済
界
か
ら
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
農
地
耕
作
者
主
義
の
廃

止
要
求
が
、
貸
借
に
限
っ
て
は
実
現
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
一
般

の
株
式
会
社
等
の
農
業
参
入
制
度
で
あ
る
「
特
定
法
人
貸
付
」
制

度
を
も
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
改
革
案
で
あ
る
（
経
済
界
や
経
済
財

政
諮
問
会
議
が
繰
り
返
し
要
求
し
て
い
た
特
定
法
人
貸
付
制
度
の

参
入
可
能
区
域
の
大
幅
拡
大
も
受
け
入
れ
）。し
か
し
な
が
ら
、「
利

用
を
妨
げ
な
い
限
り
所
有
権
の
移
動
は
自
由
」
と
す
る
要
求
は
拒

み
、
所
有
権
に
つ
い
て
は
現
行
要
件
を
堅
持
す
る
方
針
を
明
確
に

し
た
。
以
後
は
こ
れ
が
農
水
省
の
農
地
改
革
案
と
な
り
、
農
地
法

等
の
改
正
法
案
に
反
映
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

自
民
党
が
惨
敗
し
た
〇
七
年
七
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
を
挟
ん

だ
五
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
農
水
省
と
経
済
財
政
諮
問
会
議
と

の
間
で
ど
う
い
う
議
論
と
調
整
が
な
さ
れ
た
の
か
分
か
ら
な
い
。

だ
が
推
測
す
れ
ば
、
農
水
省
は
五
月
段
階
の
方
針
か
ら
農
地
の
利

用
主
体
の
資
格
を
問
わ
な
い
「
貸
借
規
制
の
原
則
自
由
化
」
ま
で

譲
歩
し
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
方
は
今
回
は
所
有
権
規
制
の
自

由
化
ま
で
は
求
め
な
い
こ
と
で
妥
協
点
を
見
い
だ
し
た
の
で
は
な

い
か
（
注
１
）
。

所
有
権
と
利
用
権
の
規
制
を
分
離

一
般
の
株
式
会
社
の
借
地
容
認
へ

そ
の
後
、
農
水
省
は
経
済
財
政
諮
問
会
議
が
開
か
れ
る
前
日
の

〇
七
年
一
〇
月
三
一
日
に
「
有
識
者
会
議
」
に
「
農
地
政
策
見
直

し
の
基
本
的
方
向
に
つ
い
て
」
を
提
示
。
翌
一
一
月
一
日
の
経
済

財
政
諮
問
会
議
に
若
林
農
相
（
当
時
）
が
「
農
地
政
策
の
展
開
方

向
」
を
報
告
。
こ
の
中
で
、
所
有
権
と
利
用
権
の
規
制
を
切
り
離

し
、
①
所
有
権
に
つ
い
て
は
厳
し
い
規
制
を
堅
持
、
②
利
用
権
に

つ
い
て
は
農
地
の
有
効
利
用
の
観
点
か
ら
規
制
を
見
直
し
、（
一
般

の
株
式
会
社
を
含
め
）
農
業
経
営
に
意
欲
の
あ
る
者
等
の
参
入
を
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促
進
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
。
こ
の
農
相
報
告
に
民
間
議
員
は
、

「
農
地
改
革
案
は
、
本
年
五
月
に
我
々
が
提
案
し
た
内
容
を
概
ね

踏
ま
え
た
も
の
と
評
価
し
て
い
る
」
と
表
明
（「
所
有
権
規
制
の

自
由
化
」
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
）。同
時
に
、「
多
様
な
主
体
が
原

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

則
と
し
て
同
一
条
件
で
農
業
経
営
に
参
画
で
き
る
よ
う
、
農
地
の

貸
借
権
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
」
と
念
押
し
し
た
。

経
済
財
政
諮
問
会
議
へ
の
報
告
・
協
議
を
経
て
農
水
省
は
〇
七

年
一
一
月
六
日
、「
農
地
政
策
の
展
開
方
向
に
つ
い
て
〜
農
地
に
関

す
る
改
革
案
と
工
程
表
」
を
公
表
し
た
。

Ｊ
Ａ
全
中
は
同
年
九
月
、「
農
地
制
度
改
革
に
関
す
る
Ｊ
Ａ
グ
ル

ー
プ
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
」
を
ま
と
め
た
。
こ
こ
で
一
般

の
株
式
会
社
な
ど
農
業
生
産
法
人
以
外
の
法
人
の
利
用
権
取
得
に

つ
い
て
、「
地
域
農
業
と
の
調
和
を
確
保
す
る
た
め
、
貸
借
契
約
に

対
す
る
行
政
の
関
与
や
違
反
時
の
取
り
消
し
な
ど
の
措
置
を
講
じ

る
こ
と
が
必
要
」
と
表
明
し
た
。
全
国
農
業
会
議
所
は
同
年
一
一

月
二
八
日
、
全
国
農
業
委
員
会
会
長
代
表
者
集
会
で
「
農
地
政
策

の
見
直
し
に
関
す
る
要
請
」
を
決
議
し
た
。
こ
の
中
で
、「
農
地
制

度
は
、
農
地
の
確
保
と
効
率
的
利
用
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、
農

業
・
農
村
の
あ
り
方
と
も
深
く
関
わ
る
重
要
な
制
度
で
あ
る
」
と

し
た
う
え
で
、「
将
来
の
わ
が
国
の
農
業
・
農
村
の
方
向
や
法
制
度

上
の
整
合
性
の
確
保
を
踏
ま
え
…
農
業
・
農
村
現
場
の
実
態
に
即

し
た
現
実
的
か
つ
慎
重
な
検
討
」
を
求
め
た
。
具
体
的
に
は
、
①

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
に
基
づ
く
担
い
手
政
策
と
の
整
合
性

を
図
り
、
専
ら
農
業
経
営
を
営
む
認
定
農
業
者
等
の
地
域
に
根
ざ

し
た
「
担
い
手
」
を
中
心
と
す
る
こ
と
を
農
地
政
策
の
方
向
と
し

て
明
確
に
す
る
こ
と
（
農
業
生
産
法
人
以
外
の
法
人
や
都
市
住
民

に
よ
る
農
地
利
用
は
補
完
的
な
も
の
）、②
農
地
の
権
利
取
得
の
許

可
要
件
と
し
て
、
権
利
取
得
者
（
個
人
）
の
農
作
業
常
時
従
事
状

況
や
農
業
経
営
の
状
況
及
び
営
農
計
画
は
重
要
な
要
素
と
し
て
位

置
づ
け
る
と
と
も
に
、
農
業
生
産
法
人
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
、

③
担
い
手
へ
の
農
地
利
用
集
積
の
障
害
に
な
っ
た
り
、
不
耕
作
目

的
や
転
貸
目
的
で
の
農
地
の
権
利
取
得
に
つ
な
が
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

農
水
省
は
、
年
が
明
け
た
〇
八
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、

全
国
一
〇
ヵ
所
程
度
で
「
農
地
政
策
の
展
開
方
向
」
に
つ
い
て
意

見
を
聴
く
場
を
設
け
た
。
そ
こ
で
ど
う
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
の

か
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。「
有
識
者
会
議
」
は
前
年
一
〇
月
以
降
は

一
回
も
開
か
れ
ず
に
終
わ
っ
た
（
農
地
法
等
の
改
正
法
案
の
閣
議

決
定
四
日
前
の
〇
九
年
二
月
二
〇
日
に
、
急
き
ょ
「
有
識
者
会
議

懇
談
会
」
と
し
て
開
か
れ
、
改
正
法
案
の
内
容
が
報
告
さ
れ
た
）。

〇
八
年
五
月
一
四
日
に
開
か
れ
た
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
、
若
林

農
相
は
「
農
業
の
中
心
的
な
担
い
手
は
、
あ
く
ま
で
も
家
族
経
営

で
あ
る
」
と
主
張
し
な
が
ら
も
、「
農
地
法
の
改
正
案
は
、
利
用
に

つ
い
て
は
原
則
自
由
化
し
、
借
り
る
方
は
農
業
生
産
法
人
と
は
言

わ
な
い
、
株
式
会
社
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
基
本
で
検

討
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
同
年
一
二
月
三
日
、
石
破
農
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相
が
農
地
政
策
見
直
し
の
最
終
ま
と
め
と
し
て
経
済
財
政
諮
問
会

議
に
報
告
し
公
表
し
た
の
が
「
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」
で
あ
る
。
経

済
財
政
諮
問
会
議
の
民
間
議
員
は
こ
の
「
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」
に

対
し
、「
構
造
転
換
に
つ
な
が
る
農
業
の
改
革
を
」
と
題
す
る
ペ
ー

パ
ー
を
提
出
し
、「
利
用
に
つ
い
て
は
原
則
自
由
化
す
る
と
の
方
向

は
大
き
な
前
進
だ
が
、
規
制
は
農
地
の
適
正
利
用
を
確
保
す
る
も

の
に
限
り
、そ
れ
以
外
は
原
則
な
く
す
べ
き
」と
意
見
を
述
べ
た
。

一
年
前
の
民
間
議
員
の
手
放
し
で
の
評
価
と
は
明
ら
か
に
異
な

る
。「
規
制
は
農
地
の
適
正
利
用
を
確
保
す
る
も
の
に
限
り
、
そ
れ

以
外
は
原
則
な
く
す
べ
き
」
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
改
革
専
門
調

査
会
「
第
一
次
報
告
」
で
言
っ
て
い
た
「
利
用
を
妨
げ
な
い
限
り

所
有
権
の
移
動
は
自
由
」
に
す
べ
き
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
理
解

す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
農
地
制
度
改
革
の
具
体
的
な
姿
が
見
え

て
き
た
と
こ
ろ
で
、
早
く
も
次
の
改
革
要
求
を
突
き
つ
け
た
と
言

え
る
。
ま
た
、
日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
今
井
敬
会
長
）
政
策
委

員
会
（
主
査
・
本
間
正
義
）
は
〇
九
年
一
月
一
四
日
、「
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
中
で
の
日
本
農
業
の
総
合
戦
略
」
と
題
す
る
政
策
提
言
を

発
表
。
こ
の
中
で
、
一
五
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
食
料
基
地
を
「
経

済
特
区
」
と
し
、
現
在
の
農
地
規
制
の
適
用
除
外
に
よ
り
農
地
の

所
有
・
利
用
と
も
に
自
由
な
権
利
移
動
を
可
能
と
す
る
、
一
定
期

間
農
地
の
転
用
は
完
全
に
禁
止
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
所
有
権

規
制
の
自
由
化
ま
で
改
革
要
求
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
た
。
一
九

九
七
年
に
農
地
制
度
の
段
階
的
自
由
化
シ
ナ
リ
オ
を
提
言
し
た
日

本
経
団
連
も
、
〇
九
年
二
月
一
三
日
に
「
農
地
制
度
改
革
に
関
す

る
見
解
」
を
発
表
。
一
般
の
株
式
会
社
に
よ
る
農
業
参
入
（
農
地

所
有
）
に
つ
い
て
は
、「
農
地
法
の
見
直
し
や
転
用
規
制
強
化
、
多

様
な
経
営
体
の
参
画
の
進
展
等
を
見
極
め
な
が
ら
、
引
き
続
き
の

検
討
課
題
と
す
る
」
と
明
記
し
た
。
経
済
界
と
経
済
財
政
諮
問
会

議
は
、
所
有
権
規
制
を
含
め
た
農
地
の
権
利
移
動
規
制
の
自
由
化

を
あ
き
ら
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
府
が
三
月
一

六
日
に
開
い
た
第
一
回
の
「
経
済
危
機
克
服
の
た
め
の
有
識
者
会

合
」
で
、
麻
生
首
相
を
前
に
モ
ル
ガ
ン
ス
タ
ン
レ
ー
証
券
の
ロ
バ

ー
ト
・
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
経
済
調
査
部
長
は
「
農
業
委
員
会
制
度
の

廃
止
と
不
動
産
信
託
に
よ
る
農
地
の
自
由
売
買
」
を
提
言
し
た
。

そ
れ
ら
に
よ
り
農
業
経
営
の
大
規
模
化
、
農
業
の
輸
出
産
業
化
に

つ
な
が
り
、
地
方
の
一
番
強
力
な
活
性
化
策
に
な
る
と
語
っ
た
。

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
、
金
儲
け
口
と
し
て
農
地
に
狙
い
を
定
め
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
商
品
に
し
金
儲
け
に
狂
奔
し

て
き
た
資
本
・
株
式
会
社
に
と
っ
て
、
農
地
だ
け
は
一
般
の
土
地

の
よ
う
に
は
自
由
に
な
ら
な
い
。
農
地
制
度
と
農
業
委
員
会
が
邪

魔
し
て
い
る
と
い
う
本
音
が
む
き
出
し
で
出
た
発
言
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。

政
府
が
今
国
会
に
提
出
し
た
農
地
制
度
の
改
変
案
（
貸
借
規
制

に
お
け
る
農
地
耕
作
者
主
義
の
放
棄
と
自
由
化
）
が
実
現
す
れ

ば
、
今
後
の
展
開
に
よ
っ
て
は
農
地
制
度
自
由
化
の
ワ
ン
ス
テ
ッ

プ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
状
況
に
な
る
と
い
え
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よ
う
（
注
２
）
。

な
お
、
全
国
農
業
会
議
所
は
「
農
地
改
革
プ
ラ
ン
」
が
発
表
さ

れ
た
〇
八
年
一
二
月
三
日
、
全
国
農
業
委
員
会
会
長
代
表
者
集
会

で
「
農
地
政
策
見
直
し
に
関
す
る
要
請
」
を
決
議
し
た
。
農
地
の

権
利
移
動
規
制
の
見
直
し
に
お
い
て
は
、
①
不
耕
作
や
転
貸
を
目

的
と
す
る
農
地
の
利
用
権
取
得
を
容
認
し
な
い
こ
と
、
②
認
定
農

業
者
等
の
地
域
の
担
い
手
（
家
族
農
業
経
営
、
農
業
生
産
法
人
、

集
落
営
農
組
織
）
育
成
の
取
組
の
障
害
と
な
ら
な
い
こ
と
、
③
将

来
と
も
一
般
の
株
式
会
社
の
所
有
権
取
得
の
容
認
に
ま
で
及
ば
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
を
強
く
求
め
た
。

５
、
株
式
会
社
の
農
業
参
入
の
実
態

現
行
の
農
地
制
度
に
お
い
て
、
一
般
の
株
式
会
社
な
ど
農
業
生

産
法
人
以
外
の
法
人
が
農
地
の
権
利
を
取
得
し
て
農
業
を
行
う
方

法
は
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
基
づ
く
「
特
定
法
人
貸
付

事
業
」
だ
け
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
〇
二
年
に
創
設
さ
れ
た
構
造

改
革
特
区
制
度
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
①
遊
休
農
地
が
多

い
（
あ
る
い
は
そ
の
恐
れ
が
あ
る
農
地
が
相
当
程
度
あ
る
）
地
域

に
限
っ
て
、
②
市
町
村
と
協
定
を
結
び
農
業
を
行
う
特
定
法
人

が
、
③
市
町
村
等
か
ら
リ
ー
ス
方
式
（
借
地
に
限
定
）
に
よ
り
参

入
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
農
業
の
担
い
手
不
足
を
補
完
し
遊
休
農

地
の
解
消
対
策
の
一
環
と
い
う
位
置
づ
け
で
創
設
し
た
制
度
で
あ

る
。
政
府
は
〇
六
年
四
月
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
五
年
間
で
五
〇

〇
法
人
の
参
入
目
標
を
決
定
し
た
。

こ
の
特
定
法
人
貸
付
制
度
を
活
用
し
た
一
般
の
株
式
会
社
や
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
等
の
農
業
参
入
実
績
は
、
〇
八
年
九
月
時
点
で
三
二
〇

法
人
で
あ
る
（
農
水
省
調
べ
）。こ
の
う
ち
株
式
会
社
が
一
七
〇
、

有
限
会
社
が
八
五
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
そ
の
他
が
六
五
と
な
っ
て
い
る
。
業

種
別
で
は
三
分
の
一
が
建
設
業
で
、
二
割
が
食
品
会
社
と
な
っ
て

い
る
。
営
農
類
型
別
で
は
野
菜
が
四
割
、
米
麦
等
が
二
割
、
果
樹

一
五
％
。
参
入
法
人
へ
の
貸
付
農
地
面
積
は
合
計
九
五
〇
ヘ
ク
タ

ー
ル
で
、
そ
の
う
ち
遊
休
農
地
は
三
割
（
二
八
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

で
あ
る
。
特
定
法
人
貸
付
事
業
は
市
町
村
が
策
定
す
る
基
本
構
想

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
同
事
業
の
実
施
を
位
置
づ
け
た
市
町
村

数
は
七
六
九
市
町
村
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
株
式
会
社
等
が
参

入
し
た
市
町
村
数
は
一
五
五
市
町
村
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
参
入

の
途
は
開
い
た
も
の
の
、
現
実
に
参
入
す
る
会
社
等
は
期
待
す
る

ほ
ど
多
く
は
な
い
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
農
業
部
門
の
経
営

採
算
が
合
わ
な
い
こ
と
が
基
本
的
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
借
受
農

地
が
遊
休
農
地
な
ど
条
件
の
悪
い
所
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
影

響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
六
年
間
近
く
の
こ
の
株
式
会
社
等
参

入
及
び
耕
作
放
棄
地
解
消
の
実
績
を
ど
う
評
価
す
る
か
。
資
本

力
、
組
織
力
の
大
き
な
株
式
会
社
が
参
入
す
れ
ば
、
耕
作
放
棄
地

が
解
消
さ
れ
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
し
、
土
地
条
件
等

の
良
く
な
い
と
こ
ろ
に
そ
も
そ
も
株
式
会
社
の
参
入
ニ
ー
ズ
が
多

い
と
は
言
え
な
い
。
耕
作
放
棄
の
発
生
原
因
が
農
地
制
度
の
参
入

��������������������������������株式会社の農業参入をめぐる経緯

３８



表１ 鹿児島県南さつま市「砂丘特区」・特定法人貸付事業での参入法人
（２００８年８月１日現在）

注）法人名１～６の参入時期は２００４年、７と８は２００５年、９と１０は２００６年、１１は２００７年
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規
制
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。

全
国
農
業
会
議
所
と
農
業
参
入
法
人
連
絡
協
議
会
が
共
同
で
実

施
し
た
「
農
外
か
ら
農
業
に
参
入
し
た
法
人
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
」（
〇
八
年
三
月
実
施
、
回
答
法
人
数
八
二
）
の
結
果
を
見

る
と
、
参
入
法
人
の
六
三
％
が
赤
字
経
営
で
、
黒
字
と
答
え
た
法

人
は
一
一
％
で
あ
る
。
借
り
受
け
た
農
地
の
約
三
分
の
二
は
耕
作

放
棄
地
ま
た
は
条
件
の
悪
い
農
地
で
あ
っ
た
と
答
え
て
い
る
。
今

後
の
経
営
規
模
拡
大
の
意
向
で
は
、「
拡
大
し
た
い
」
が
六
〇
％
、

「
現
状
維
持
」
三
八
％
、「
縮
小
し
た
い
」
二
％
。
四
割
を
占
め
る

「
現
状
維
持
」「
縮
小
」
意
向
の
理
由
を
見
る
と
、「
収
益
が
上
が
ら

な
い
た
め
」
が
三
〇
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
面
積
が
確
保
で

き
た
た
め
」二
一
％
、「
技
術
不
足
」一
九
％
、「
販
路
確
保
が
困
難
」

一
五
％
、「
条
件
の
良
い
農
地
確
保
が
困
難
」六
％
と
な
っ
て
い
る
。

鹿
児
島
県
南
さ
つ
ま
市
の
参
入
例

農
外
の
会
社
等
の
参
入
を
受
け
入
れ
た
具
体
的
な
事
例
と
し

て
、
鹿
児
島
県
南
さ
つ
ま
市
と
香
川
県
小
豆
島
町
の
実
態
を
紹
介

し
よ
う
。
南
さ
つ
ま
市
で
は
〇
四
年
に
「
砂
丘
特
区
」、そ
の
後
は

特
定
法
人
貸
付
事
業
に
よ
り
、
耕
作
放
棄
さ
れ
て
い
た
海
岸
沿
い

の
砂
丘
畑
（
ほ
場
未
整
備
で
排
水
が
悪
い
）
に
農
外
企
業
等
が
参

入
し
た
。
市
で
は
鹿
児
島
市
な
ど
で
積
極
的
に
募
集
活
動
を
行

い
、
地
元
と
周
辺
市
町
か
ら
参
入
し
た
一
一
の
株
式
会
社
等
が
合

計
一
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
遊
休
農
地
を
借
り
受
け
、
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
や

表２ 鹿児島県南さつま市「砂丘特区」・特定法人貸付事業での撤退法人
（２００８年８月１日現在）

注）参入時期は全て２００４年
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サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
を
作
付
け
て
い
る
（
〇
八
年
八
月
時
点
）（
表

１
）。市
の
担
当
者
は
参
入
効
果
と
し
て
、
①
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
作
付

け
が
増
え
産
地
基
盤
が
強
化
さ
れ
農
家
に
元
気
が
で
て
き
た
、
②

ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
収
穫
、
根
切
り
、
葉
切
り
な
ど
の
作
業
で
地
元
農

家
が
雇
用
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
一
方
で
、
最
初
の
「
砂

丘
特
区
」（
〇
四
年
）
で
参
入
し
た
五
法
人
は
赤
字
経
営
な
ど
を
理

由
と
し
て
す
で
に
撤
退
し
、
一
法
人
は
農
業
生
産
法
人
に
組
織
替

え
し
た
（
表
２
）。参
入
企
業
か
ら
は
「
も
っ
と
条
件
の
良
い
農
地

を
借
り
た
い
」
と
要
望
さ
れ
て
お
り
、
市
で
は
砂
丘
畑
の
ほ
場
整

備（
排
水
対
策
等
）と
参
入
区
域
の
見
直
し
を
検
討
中
だ
。
な
お
、

一
一
の
参
入
法
人
の
う
ち
五
法
人
は
経
営
改
善
計
画
の
認
定
を
受

け
、
地
域
農
業
の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

香
川
県
小
豆
島
町
の
参
入
例

香
川
県
小
豆
島
町
で
は
、〇
三
年
か
ら「
オ
リ
ー
ブ
振
興
特
区
」

に
よ
り
農
外
の
会
社
が
参
入
し
た
。
九
社
が
一
四
・
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
農
地
を
借
り
受
け
、
全
て
に
オ
リ
ー
ブ
が
作
付
け
ら
れ
て
い

る
（
〇
八
年
六
月
時
点
（
表
３
）。参
入
企
業
は
醤
油
製
造
な
ど
全

て
が
地
元
企
業
で
あ
る
。
町
は
こ
れ
ら
地
元
企
業
と
協
力
し
「
オ

リ
ー
ブ
の
島
」
を
観
光
振
興
の
面
で
ア
ピ
ー
ル
す
る
方
針
の
も

と
、
オ
リ
ー
ブ
の
植
栽
を
拡
大
す
る
た
め
、
農
業
委
員
会
が
農
地

を
斡
旋
し
、
植
栽
地
の
整
備
費
と
苗
木
代
を
助
成
し
た
。
剪
定
技

術
な
ど
栽
培
指
導
も
行
っ
た
。
生
産
収
量
は
ま
だ
安
定
す
る
と
こ

ろ
ま
で
至
ら
ず
経
営
状
況
は
良
い
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
撤
退

表３ 香川県小豆島町「小豆島・内海町オリーブ振興特区」・特定法人
貸付事業での参入企業 （２００８年６月末現在）

注１）全て小豆島内の地元企業で、作付作目は全てオリーブ。参入時期は企業名１～４は２００３年、５は２００６年、
６～８は２００７年、９は２００８年。全体の貸付面積は毎年増えてきた。
２）「基本構想」では小豆島町全域を参入区域に指定。特定法人貸付事業は２５ｈａを想定
３）賃借料は１０ａ当たり５，０００円～１０，０００円。賃貸借期間は１０年で、期間満了後も再度更新の含みを持った貸借。
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す
る
企
業
は
ま
だ
一
社
も
出
て
い
な
い
。
町
も
参
入
企
業
も
、
オ

リ
ー
ブ
を
核
に
し
た
観
光
振
興
と
地
域
活
性
化
に
効
果
を
見
い
だ

し
て
い
る
。
た
だ
、
農
業
委
員
会
で
は
今
後
の
参
入
に
つ
い
て「
島

内
の
地
元
企
業
だ
か
ら
き
れ
い
に
オ
リ
ー
ブ
園
を
管
理
し
て
い
る

が
、
島
外
の
企
業
が
参
入
し
た
い
と
来
た
と
き
に
参
入
を
認
め
る

の
か
悩
む
と
こ
ろ
だ
。
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
は
思
う
が
…
」
と

話
す
。
地
域
資
源
で
あ
る
農
地
を
、
地
域
活
性
化
の
た
め
に
、
安

心
で
き
る
地
元
関
係
者
の
手
で
活
用
し
て
い
き
た
い
と
い
う
考
え

が
根
底
に
あ
る
よ
う
だ
。

農
業
生
産
法
人
の
小
会
社
を
設
立
し
参
入
も

以
上
は
農
業
生
産
法
人
以
外
の
一
般
企
業
等
の
農
業
参
入
だ

が
、
最
近
は
野
菜
流
通
業
や
不
動
産
業
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
な

ど
の
親
会
社
が
、
農
業
生
産
法
人
の
子
会
社
を
設
立
し
参
入
す
る

動
き
も
出
て
き
て
い
る
。千
葉
県
農
業
会
議
が
把
握
し
た
事
例（
表

４
）
で
は
、
①
中
国
野
菜
の
輸
入
・
流
通
業
の
親
会
社
が
設
立
し

た
生
産
法
人
は
一
〇
年
の
賃
借
権
設
定
で
農
地
を
借
り
大
葉
を
生

産
、
②
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
を
親
会
社
と
す
る
生
産
法
人
は
〇

六
年
に
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
地
を
三
年
間
の
賃
借
権
を
設
定
し
野

菜
を
生
産
し
四
年
目
に
は
所
有
権
を
取
得
す
る
予
定
、
③
東
京
の

不
動
産
会
社
を
親
会
社
と
す
る
生
産
法
人
は
宙
に
浮
い
た
工
業
団

地
用
地
（
畑
）
三
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
県
企
業
庁
か
ら
買
い
取
り

野
菜
を
生
産
ー
な
ど
。
い
ず
れ
の
場
合
も
親
会
社
の
生
産
法
人
へ

の
出
資
は
総
出
資
額
の
一
〇
％
の
制
限
が
あ
る
た
め
、
法
人
が
必

表４ 千葉県下における農業生産法人形態による企業参入例
（千葉県農業会議調べ ２００８年５月末現在）
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要
と
す
る
資
金
は
親
会
社
が
融
資
す
る
と
同
時
に
、
農
業
機
械
や

施
設
ま
で
も
親
会
社
が
リ
ー
ス
し
提
供
し
て
い
る
。
つ
ま
り
農
業

生
産
法
人
の
形
は
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
実
質
的
な
農
業
経
営

の
主
体
は
親
会
社
と
い
っ
て
も
い
い
実
態
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
農

業
生
産
法
人
の
本
当
の
目
的
は
何
な
の
か
、
い
つ
ま
で
農
業
を
継

続
す
る
の
か
、
い
ろ
い
ろ
推
測
す
る
と
疑
念
も
生
ま
れ
て
く
る
。

ま
た
、
最
近
で
は
農
商
工
連
携
の
流
れ
の
中
で
、
大
型
量
販
店
な

ど
が
農
業
者
や
農
協
と
連
携
し
農
業
生
産
法
人
を
設
立
す
る
動
き

も
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

農
外
企
業
の
参
入
が
農
産
物
の
販
路
拡
大
や
加
工
、
観
光
振
興

に
よ
る
地
域
活
性
化
、
雇
用
の
創
出
な
ど
様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は

農
地
は
単
な
る
生
産
資
源
、
経
営
資
源
に
と
ど
ま
ら
な
い
地
域
資

源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
農
地

は
、
就
労
と
所
得
確
保
の
場
で
あ
り
、
地
域
社
会
の
つ
な
が
り
と

伝
統
・
文
化
の
源
、
景
観
形
成
や
観
光
振
興
の
資
源
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
地
域
資
源
が
、
地
域
外
の
資
本
力
、
組
織
力
の
大
き
な

株
式
会
社
等
に
農
業
者
が
圧
倒
さ
れ
、
占
有
・
支
配
さ
れ
る
こ
と

に
は
、
社
会
的
な
デ
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
る
面
も
見
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
農
外
の
株
式
会
社
等
の
農
業
参
入
と
連
携

の
実
態
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
十
分
に
検
証
す
る
こ
と
が
今
後
必
要
で

あ
ろ
う
。

６
、
結
び
に
か
え
て

〜
ど
う
い
う
農
業
・
農
村
を
め
ざ
す
の
か
〜

農
地
制
度
は
農
業
・
農
村
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
国
や
社
会
の
あ

り
様
を
決
定
づ
け
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
農
政
の
目
標
・
理
念
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
わ
が

国
で
は
、
戦
後
の
農
地
改
革
と
農
地
法
に
よ
り
、
戦
前
の
地
主
制

を
否
定
し
、
自
ら
農
作
業
に
汗
を
流
す
農
業
者
が
中
心
の
家
族
農

業
経
営
と
農
業
生
産
法
人
を
農
業
の
基
本
に
据
え
た
。
そ
こ
に

は
、
農
民
の
「
貧
し
さ
か
ら
の
解
放
」
と
「
労
働
成
果
の
享
受
」

を
実
現
す
る
た
め
、
労
働
と
経
営
、
農
地
所
有
が
一
体
と
な
っ
た

家
族
農
業
経
営
を
育
成
す
る
と
い
う
目
標
が
あ
り
、
そ
の
下
に
農

政
を
構
築
し
て
き
た
。
農
地
の
権
利
移
動
規
制
を
通
し
て
自
由
主

義
経
済
の
基
本
で
あ
る
「
取
引
と
営
業
の
自
由
」
を
制
限
し
た
。

そ
の
後
の
経
済
発
展
と
農
業
構
造
の
変
動
に
対
応
し
て
、
農
地
制

度
は
改
正
を
重
ね
農
地
の
貸
し
借
り
を
促
進
し
た
。
そ
れ
で
も
、

農
地
制
度
は
「
農
地
の
権
利
取
得
者
は
、
そ
の
地
域
に
居
住
し
自

ら
農
作
業
に
常
時
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る

原
則
（
耕
作
者
主
義
）
を
堅
持
し
て
き
た
。
同
時
に
、
家
族
農
業

と
農
作
業
従
事
者
が
中
心
と
な
っ
た
農
業
生
産
法
人
を
育
成
す
る

こ
と
が
農
政
の
目
標
で
あ
り
続
け
た
。
国
民
的
な
議
論
を
重
ね
制

定
さ
れ
た
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
で
も
、「
専
ら
農
業
を
営
む

者
等
に
よ
る
農
業
経
営
の
展
開
」「
家
族
農
業
経
営
の
活
性
化
と
農
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業
経
営
の
法
人
化
」（
第
二
二
条
）
が
明
確
に
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
の
株
式
会
社
な
ど
農
業
生
産
法
人
以
外

の
法
人
の
農
業
参
入
を
容
認
し
よ
う
と
す
る
「
平
成
の
農
地
改

革
」
は
、
戦
後
六
〇
年
余
り
の
農
政
の
目
標
・
理
念
を
大
転
換
す

る
も
の
で
あ
る
。
貸
借
規
制
に
限
る
と
は
い
え
耕
作
者
主
義
を
放

棄
す
る
こ
と
は
、
農
地
の
権
利
取
得
者
と
耕
作
者
（
農
作
業
従
事

者
で
あ
り
農
業
経
営
者
）
と
が
分
離
し
た
農
業
を
容
認
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。
農
地
利
用
及
び
農
業
経
営
の
主
体
は
誰
で
も
い
い

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
資
本
力
、
組
織
力
の
大
き
な
株
式
会
社

（
外
国
の
企
業
も
あ
り
得
る
）
は
、
お
そ
ら
く
平
坦
地
の
生
産
条

件
の
良
い
地
域
で
農
地
を
借
地
し
農
業
経
営
を
行
う
で
あ
ろ
う

（
耕
作
放
棄
地
の
多
い
山
間
部
に
は
入
っ
て
こ
な
い
）。そ
う
な
れ

ば
、
経
営
努
力
を
重
ね
て
い
る
認
定
農
業
者
（
家
族
農
業
経
営
や

農
業
生
産
法
人
）
や
集
落
営
農
組
織
な
ど
、
地
域
の
担
い
手
と
の

競
合
関
係
が
激
し
く
な
る
。
今
回
の
農
地
法
改
正
法
案
で
は
、
そ

の
競
合
関
係
を
調
整
す
る
法
的
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
だ

が
、
農
林
現
場
で
は
地
域
の
担
い
手
が
圧
倒
・
駆
逐
さ
れ
た
り
、

株
式
会
社
経
営
の
下
請
と
な
る
な
ど
の
不
安
や
懸
念
す
る
声
が
あ

る
。
近
い
将
来
、
株
式
会
社
の
農
地
所
有
ま
で
認
め
る
の
で
は
な

い
か
と
心
配
す
る
声
も
農
村
現
場
に
は
あ
る
。
一
般
の
株
式
会
社

の
農
業
へ
の
自
由
参
入
と
自
由
競
争
が
、
農
業
と
農
村
、
社
会
に

ど
ん
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
（
注
３
）
。

経
済
効
率
を
最
優
先
に
し
て
少
数
の
大
規
模
な
株
式
会
社
経
営

に
よ
る
農
業
を
め
ざ
す
の
か
、
農
業
の
多
面
的
役
割
を
踏
ま
え
中

山
間
地
な
ど
生
産
条
件
の
悪
い
と
こ
ろ
も
含
め
て
地
域
に
根
ざ
し

た
家
族
農
業
経
営
、
農
業
生
産
法
人
を
基
本
に
据
え
た
農
業
・
農

村
を
目
標
と
す
る
の
か
。
ど
う
い
う
姿
の
農
業
・
農
村
を
め
ざ

し
、
ど
う
い
う
農
政
理
念
を
共
有
す
る
の
か
、
十
分
な
国
民
的
議

論
が
必
要
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、
今
後
の
そ
う
し
た
議
論
の
参
考
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
農

政
の
目
標
と
理
念
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。
Ｅ
Ｃ
（
欧
州
共

同
体
）委
員
会
は
一
九
八
五
年
七
月
に『
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
』（
訳

文
タ
イ
ト
ル
『
共
通
農
業
政
策
の
展
望
』、八
六
年
「
の
び
ゆ
く
農

業
７
０
５
」
農
政
調
査
委
員
会
発
行
を
参
照
）
を
ま
と
め
公
表
し

た
。
こ
の
文
書
を
各
国
の
農
業
関
係
機
関
、
団
体
に
配
布
し
意
見

を
集
約
し
て
最
終
的
に
Ｅ
Ｃ
委
員
会
が
ま
と
め
た
の
が
『
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
農
業
の
将
来
』
で
あ
る
。
そ
の
中
で
共
通
農
業
政
策
の
基
本

目
標
を
次
の
よ
う
に
明
確
に
し
て
い
る
。

「〈
農
村
地
域
の
社
会
的
紐
帯
の
維
持
、
自
然
環
境
の
保
全
、

二
千
年
に
わ
た
る
農
耕
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
景
観
の
保
全
〉

と
い
う
三
つ
の
要
請
を
考
え
る
と
、
地
域
農
業
と
そ
の
担
い
手
で

あ
る
家
族
農
業
経
営
を
、
農
業
活
動
の
継
続
が
最
も
困
難
な
地
域

に
お
い
て
も
な
お
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。〈
ア
メ
リ
カ
の

そ
れ
を
モ
デ
ル
と
す
る
よ
う
な
、
広
大
な
農
業
空
間
を
も
っ
た
、

少
数
の
農
業
者
に
よ
る
農
業
は
、
わ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
条
件
の
も
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と
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
望
ま
し
く
も
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
条
件
下
で
は
、
家
族
農
業
経
営
こ
そ
が
基
礎
的
な
単
位
で
あ
り

続
け
る
。〉」（
原
田
純
孝
著
『
農
地
制
度
を
考
え
る
』
一
三
四
〜
一

三
五
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用
、
九
七
年
、
全
国
農
業
会
議
所
発
行
）。

こ
う
し
た
農
政
理
念
の
下
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
条
件
不
利
地
域

の
直
接
支
払
、
環
境
支
払
、
市
場
価
格
引
き
下
げ
対
応
の
直
接
支

払
を
導
入
し
、
地
域
農
業
と
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
家
族
農
業
経

営
を
支
援
し
一
定
水
準
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
注
１
）
こ
う
し
た
動
き
の
政
治
的
背
景
を
見
て
お
く
と
、
自
民
党
が
〇
七
年
七

月
の
参
議
院
議
員
選
挙
で
惨
敗
し
た
た
め
、
参
議
院
は
民
主
党
を
中
心
と
し

た
野
党
が
多
数
を
占
め
、
国
会
は
ね
じ
れ
状
態
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
民
主
党

の
農
地
制
度
と
株
式
会
社
の
農
業
参
入
に
対
す
る
考
え
方
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
。
民
主
党
は
〇
四
年
五
月
の
時
点
（「
農
林
漁
業
再
生
プ
ラ
ン
（
骨
子

案
）」）
で
、
参
入
規
制
の
緩
和
（
株
式
会
社
等
の
利
用
権
で
の
参
入
容
認
）

を
明
確
に
し
て
い
た
。
同
プ
ラ
ン
は
最
終
的
に
は
、
〇
八
年
一
二
月
二
四
日

に
決
定
さ
れ
た
「
農
山
漁
村
６
次
産
業
化
ビ
ジ
ョ
ン
」「
農
林
漁
業
・
農
山
漁

村
再
生
改
革
法
案
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
同
法
案
は
今
国
会
に
提
出
さ

れ
て
お
り
、
①
現
行
の
特
定
法
人
貸
付
制
度
に
加
え
て
農
用
地
区
域
以
外
の

区
域
に
限
っ
て
農
業
生
産
法
人
以
外
の
法
人
の
借
地
に
よ
る
農
業
参
入
容

認
、
②
農
用
地
区
域
以
外
の
区
域
に
限
っ
て
農
地
の
権
利
取
得
の
下
限
面
積

要
件
の
適
用
除
外
を
明
記
し
て
い
る
。

（
注
２
）
政
府
提
出
の
農
地
法
等
改
正
法
律
案
に
つ
い
て
、
中
央
大
学
教
授
の
原

田
純
考
氏
は
、
法
律
家
の
立
場
か
ら
「
所
有
権
取
得
に
つ
い
て
の
規
制
は
、

新
し
い
農
地
法
（
案
）
の
中
で
は
、
存
在
根
拠
の
乏
し
い
、
例
外
的
で
宙
に

浮
い
た
規
定
と
な
り
、
近
い
将
来
に
消
え
て
い
く
べ
き
宿
命
を
背
負
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
」（「
自
壊
す
る
農
地
制
度
」『
法
律
時
報
』
〇
九
年
五
月
号
所

収
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
注
３
）
規
制
緩
和
に
よ
り
郊
外
に
大
規
模
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
出
店
さ

れ
た
の
に
伴
い
、
中
心
市
街
地
の
商
店
が
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
シ
ャ
ッ
タ
ー

通
り
と
な
り
衰
退
す
る
と
い
う
問
題
が
各
地
で
発
生
し
た
。「
経
済
的
に
良
い

こ
と
が
社
会
的
に
も
良
い
結
果
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
」
と
い
う
例
で

あ
ろ
う
。
株
式
会
社
の
農
業
参
入
の
自
由
化
は
、
農
業
に
お
い
て
も
似
た
状

況
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
府
は
〇
六
年
、
都
市
計
画
法

の
改
正
な
ど
ま
ち
づ
く
り
三
法
を
成
立
さ
せ
、
大
型
店
の
郊
外
立
地
を
規
制

す
る
方
向
に
転
換
し
た
。
日
本
商
工
会
議
所
は
そ
の
後
も
再
三
に
わ
た
り
、

大
型
集
客
施
設
の
立
地
な
ど
郊
外
開
発
を
抑
制
す
る
た
め
、
農
地
転
用
規
制

と
農
業
振
興
地
域
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
の
厳
格
化
を
要
望
し
て
い
る
。

商
工
業
に
も
農
業
に
も
、
家
族
（
自
然
人
）
を
中
心
と
し
た
中
小
経
営
の
存

続
が
地
域
社
会
の
維
持
と
活
性
化
、
伝
統
・
文
化
の
継
承
に
欠
か
せ
な
い
と

い
う
共
通
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
資
本
の
結
合
体
で
あ
る
大
き
な
株
式

会
社
（
法
人
）
経
営
が
社
会
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
し
産
業
活
動
を
支
配
す
る

こ
と
が
、
社
会
に
と
っ
て
ほ
ん
と
う
に
良
い
結
果
を
も
た
ら
す
の
か
、
検
証

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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１
、
は
じ
め
に
―
日
本
の
畜
産
の
抱
え
る
問
題
点
―

二
〇
〇
一
年
秋
以
降
に
生
じ
た
Ｂ
Ｓ
Ｅ
問
題
、
さ
ら
に
は
牛
肉

等
の
偽
造
表
示
問
題
で
、
我
が
国
の
牛
肉
の
生
産
・
消
費
は
、
大

幅
な
打
撃
を
受
け
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
牛
肉
、
特
に
、
国
産
牛

肉
に
対
す
る
消
費
者
の
信
頼
感
の
低
下
は
著
し
い
。
同
時
に
、
安

全
・
安
心
で
お
い
し
い
牛
肉
を
求
め
る
消
費
者
の
志
向
が
一
層
強

ま
り
、
国
産
＋
ブ
ラ
ン
ド
牛
あ
る
い
は
国
産
＋
地
元
産
牛
・
産
直

牛
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
う

し
た
消
費
者
の
傾
向
に
対
応
し
た
牛
肉
生
産
・
流
通
シ
ス
テ
ム
の

確
立
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
も
そ
も
、
肉
用
牛
生
産
の
本
来
的
な
理
念
は
、「
人
間
の
食
料

と
競
合
し
な
い
草
か
ら
タ
ン
パ
ク
質
を
得
る
こ
と
」
に
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
の
日
本
の
畜
産
は
、
こ
の
本
来
的
な

理
念
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
、
様
々
な
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
飼
料
の
穀
物
へ
の
依
存
の
割
合
が
大
き
く
、
か

つ
、
そ
の
大
半
を
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一

九
六
五
年
時
点
で
、
五
〇
％
近
く
あ
っ
た
飼
料
に
占
め
る
牧
草
を

は
じ
め
と
す
る
自
給
粗
飼
料
の
割
合
は
ど
ん
ど
ん
低
下
し
て
お

り
、
近
年
で
は
一
〇
％
を
下
回
っ
て
い
る
。
穀
物
飼
料
の
ほ
と
ん

ど
が
輸
入
で
、
そ
の
量
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て

年
間
二
〇
〇
〇
万
ト
ン
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
粗

飼
料
す
ら
輸
入
に
依
存
す
る
割
合
が
高
ま
っ
て
い
る
。

二
つ
は
、
ふ
ん
尿
な
ど
の
牛
の
排
泄
物
の
処
理
の
問
題
で
あ

る
。
ふ
ん
尿
に
よ
る
環
境
負
荷
は
、
既
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
近
年
、
対
応
す
る
政
策
的
取
り
組
み
（「
家
畜
排
せ
つ
物

の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
施
行
な

ど
）
に
よ
り
一
定
の
規
制
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
飼
料
の
大
半
を
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
た
め
、
本

来
、
土
壌
の
肥
沃
度
を
確
保
す
る
た
め
の
貴
重
な
資
材
で
あ
る
牛

の
排
泄
物
の
多
く
が
飼
料
の
再
生
産
な
ど
に
活
用
で
き
ず
、
物
質

循
環
の
サ
イ
ク
ル
が
途
切
れ
た
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
対
応
に
苦

地
方
特
定
品
種
は
生
き
残
れ
る
か

―
日
本
短
角
種
を
中
心
に
―

日
本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
准
教
授

川
手

督
也
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慮
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
は
、
一
言
で
言
う
と
、
工
業
化
と
同
じ
や
り
方

で
牛
肉
の
生
産
を
図
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
こ
う

し
た
工
業
化
は
農
業
全
般
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
特
徴
と
し
て

は
、
化
成
肥
料
・
農
薬
等
の
化
学
工
業
製
品
の
多
用
、
工
学
的
な

農
地
・
用
排
水
路
整
備
、
精
緻
な
栽
培
施
設
の
設
置
、
農
作
業
全

般
の
機
械
化
、
資
材
・
飼
料
の
大
量
輸
入
、
作
物
種
の
単
純
化
と

大
量
生
産
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

工
業
化
さ
れ
た
畜
産
、
さ
ら
に
は
農
業
が
、
食
料
の
安
定
的
供

給
に
少
な
か
ら
ぬ
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
し
か
し
、
先
に
示
し

た
よ
う
な
大
き
な
問
題
点
に
加
え
、
農
畜
産
物
・
食
材
の
地
域
性

・
多
様
性
に
支
え
ら
れ
た
本
来
の
豊
か
な
食
生
活
・
食
文
化
の
あ

り
方
を
遠
ざ
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
も
う
少
し
自

然
と
調
和
し
た
生
産
の
あ
り
方＝

持
続
的
畜
産
の
確
立
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
地
域
特
産
の
肉
用
牛
と
し
て
、
さ
ら
に
は
こ

れ
か
ら
の
日
本
に
お
け
る
持
続
的
肉
用
牛
生
産
の
モ
デ
ル
と
し

て
、
放
牧
適
正
や
粗
飼
料
利
用
性
の
高
い
褐
毛
和
種
や
日
本
短
角

種
な
ど
の
地
方
特
定
品
種
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
地

方
特
定
品
種
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
存
在
自
体
一
般
に

知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
地
方
特
定
品
種
の
中

で
も
特
に
放
牧
適
正
や
粗
飼
料
利
用
性
に
優
れ
た
日
本
短
角
種
を

取
り
上
げ
、
そ
の
特
徴
と
今
日
的
意
義
、
課
題
に
つ
い
て
ふ
れ
た

い
。２

、
日
本
短
角
種
の
特
性
と
今
日
的
意
義

日
本
短
角
種
は
、
南
部
牛
を
起
源
と
す
る
北
東
北
お
よ
び
北
海

道
の
一
部
の
地
域
特
産
の
肉
用
牛
で
あ
る
。
日
本
の
在
来
種
を
起

源
と
す
る
四
品
種
あ
る
和
牛
の
一
つ
で
あ
り
、
岩
手
県
北
部
の
山

村
を
中
心
と
し
て
、
秋
田
県
、
青
森
県
、
そ
れ
に
北
海
道
の
一
部

で
飼
わ
れ
て
い
る
。
飼
養
頭
数
（
繁
殖
雌
牛
）
は
、
二
〇
〇
七
年

度
で
わ
ず
か
四
六
四
五
頭
と
な
っ
て
い
る
。
最
大
の
シ
ェ
ア
を
占

め
る
岩
手
県
に
お
い
て
も
、
飼
養
頭
数
（
繁
殖
雌
牛
）
は
二
八
一

五
頭
、
飼
養
農
家
数
は
四
九
〇
戸
で
、
牛
肉
の
輸
入
自
由
化
が
ス

タ
ー
ト
し
た
一
九
九
一
年
度
と
比
べ
る
と
、
飼
養
頭
数
で
は
二
一

・
四
％
、
飼
養
農
家
数
で
は
二
六
・
八
％
ま
で
落
ち
込
ん
で
い

る
。日

本
短
角
種
は
、
泌
乳
量
が
豊
富
で
子
育
て
が
上
手
く
、
寒
さ

に
強
く
て
頑
強
で
あ
り
、
放
牧
に
適
し
、
粗
飼
料
の
利
用
に
優
れ

た
特
性
を
有
し
て
い
る
。
お
お
む
ね
三
〜
五
月
の
間
に
生
ま
れ
、

五
〜
一
〇
月
に
か
け
て
の
約
六
ヶ
月
間
、
母
牛
と
一
緒
に
、
山
の

方
に
あ
る
放
牧
地
で
放
牧
さ
れ
て
い
る
。
放
牧
は
、
地
域
で
組
織

さ
れ
る
牧
野
組
合
に
よ
り
共
同
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
繁
殖
は
、

「
ま
き
牛
」
と
呼
ば
れ
る
自
然
交
配
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
秋

が
深
ま
る
と
農
家
に
戻
っ
て
き
て
、
冬
の
間
は
農
家
の
牛
舎
で
過

ご
す
こ
う
し
た
飼
養
方
法
は
、「
夏
山
冬
里
」
方
式
と
呼
ば
れ
、
か
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つ
て
は
、
日
本
短
角
種
以
外
で
も
広
く
見
ら
れ
た
が
、
現
在
で
は

ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
牛
肉
に
な
る
牛
（
肥
育
牛
）
は
、
そ
の
後
、
約
一

四
〜
一
八
ヶ
月
間
、
粗
飼
料
と
穀
物
系
飼
料
を
与
え
ら
れ
な
が
ら

仕
上
げ
ら
れ
、
生
後
約
二
二
〜
二
六
ヶ
月
で
滋
味
の
あ
る
赤
身
肉

が
生
産
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
日
本
短
角
種
の
生
産
の
あ
り
方
は
、
ま
さ
に
、
北
東

北
の
山
村
の
暮
ら
し
の
中
で
育
ま
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
る
。

日
本
短
角
種
は
、
放
牧
適
性
や
粗
飼
料
の
利
用
に
優
れ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
肉
質
に
お
い
て
も
、
①
赤
身
肉
で
脂
肪
が
少
な
く

低
カ
ロ
リ
ー
で
健
康
に
良
い
、
②
脂
肪
交
雑
度
の
高
い
肉
と
比
較

し
て
高
蛋
白
、
③
粗
飼
料
多
給
に
適
す
る
た
め
脂
肪
酸
組
成
が
改

善
さ
れ
る
な
ど
の
長
所
を
有
し
て
い
る
。

ま
た
、
放
牧
地
は
、
単
な
る
生
産
の
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
景

観
や
環
境
保
全
、
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
機
能
な
ど
多
面
的
な
機
能
を

有
し
て
い
る
。
牧
草
と
ツ
ツ
ジ
な
ど
が
織
り
な
す
美
し
い
景
観
が

生
ま
れ
た
り
、
と
き
に
は
、
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
や
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
群

落
、
ブ
ナ
林
な
ど
が
維
持
さ
れ
た
り
し
て
お
り
、
一
部
の
牧
野
で

は
、
大
勢
の
ツ
ー
リ
ス
ト
が
訪
れ
た
り
、
子
ど
も
の
教
育
に
活
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
岩
手
県
岩
泉
町
片

巣
牧
野
は
、
開
発
草
地
と
隣
接
し
た
放
牧
共
用
林
野
の
一
部
が
日

本
短
角
種
の
放
牧
に
よ
り
維
持
・
保
全
さ
れ
て
い
る
美
し
い
櫃
取

湿
原
を
有
し
て
い
る
。
櫃
取
湿
原
は
、
県
の
自
然
環
境
保
全
域
の

特
別
保
護
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
五
月
の
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ

の
時
期
を
中
心
に
年
間
二
万
五
千
人
の
ツ
ー
リ
ス
ト
が
訪
れ
て
い

る
。
ま
た
、
同
じ
岩
泉
町
安
家
森
は
、
シ
バ
型
草
地
と
周
辺
の
林

地
か
ら
な
る
放
牧
共
用
林
野
で
あ
り
、
遠
別
岳
と
い
う
山
へ
の
登

山
道
が
通
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
成
三
年
以
降
、
放
牧
を

休
止
し
て
い
た
が
、
景
観
や
生
態
系
の
保
全
を
目
的
と
し
て
、
平

成
一
二
年
に
地
元
の
地
域
づ
く
り
組
織
で
あ
る
安
家
地
区
活
性
化

協
議
会
自
然
部
会
が
主
体
と
な
り
、
サ
ポ
ー
タ
ー
制
を
創
設
し
て

地
域
外
部
か
ら
の
支
援
な
ど
を
受
け
つ
つ
日
本
短
角
種
の
放
牧
を

復
活
し
、
開
か
れ
た
形
で
の
牧
野
保
全
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
環
境
と
調
和
し
た
美
し
い
放
牧
地
な
ど

を
「
文
化
景
観
」（K

u
rtu
r
lan
d
sh
aft

）
と
呼
ん
で
公
的
支
援
を

行
っ
て
い
る
が
、
日
本
短
角
種
の
放
牧
地
は
、
ま
さ
に
、
日
本
版

「
文
化
景
観
」
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
短
角
種
は
、
北
岩
手
か
ら
秋
田
、
青
森
お

よ
び
北
海
道
の
中
山
間
や
島
嶼
部
に
賦
存
す
る
豊
か
な
草
資
源
を

ベ
ー
ス
と
し
て
、
放
牧
適
正
や
優
れ
た
粗
飼
料
の
利
用
と
い
う
特

性
を
活
か
し
、
飼
養
地
域
の
風
土
に
育
ま
れ
つ
つ
、
適
合
的
な
生

産
が
営
ま
れ
て
き
た
。
放
牧
や
粗
飼
料
の
多
給
は
、
高
い
飼
料
の

自
給
率
を
実
現
し
、
中
長
期
的
に
見
れ
ば
安
定
的
で
コ
ス
ト
の
か

か
ら
な
い
経
営
を
可
能
と
安
価
な
経
営
を
可
能
と
し
て
い
る
。
実

際
、
岩
手
県
の
試
算
に
よ
る
と
、
再
生
産
可
能
な
取
引
価
格
、
子

牛
の
場
合
一
一
〇
〇
円
／
ｋ
ｇ
、
肥
育
の
場
合
一
五
〇
〇
円
／
ｋ
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ｇ
（
枝
肉
価
格
）
と
な
っ
て
い
る
。

３
、
日
本
短
角
種
を
め
ぐ
る
課
題

（
１
）
生
産
面

平
成
三
年
の
輸
入
自
由
化
以
降
、
子
牛
、
枝
肉
価
格
の
低
落
に

伴
い
、
日
本
短
角
種
は
、
飼
養
頭
数
、
飼
養
農
家
数
と
も
一
九
八

〇
年
代
か
ら
一
九
九
一
年
頃
を
ピ
ー
ク
と
し
て
激
減
し
て
き
た
。

Ｂ
Ｓ
Ｅ
・
偽
装
表
示
問
題
発
生
以
降
、
消
費
者
の
国
産
志
向
が
強

ま
る
中
で
、
子
牛
、
枝
肉
取
引
価
格
と
も
上
昇
し
、
子
牛
取
引
価

格
で
は
、
一
九
九
一
年
の
牛
肉
輸
入
自
由
化
前
に
ほ
ぼ
回
復
し
て

お
り
、
飼
養
頭
数
の
減
少
に
歯
止
め
が
か
か
り
つ
つ
あ
る
。
し
か

し
、
飼
養
農
家
数
の
減
少
は
著
し
く
、
日
本
短
角
種
の
中
心
的
な

飼
養
地
域
で
も
飼
養
農
家
は
今
や
完
全
に
少
数
化
し
て
い
る
。
こ

の
傾
向
は
岩
手
県
の
中
で
も
主
た
る
産
地
で
あ
る
岩
泉
町
お
よ
び

旧
山
形
村
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
繁
殖
、
肥
育
と
も
一
戸
当
た
り

頭
数
は
増
加
し
て
お
り
、
少
数
と
な
っ
た
専
業
的
な
一
貫
経
営
へ

の
集
中
が
著
し
い
傾
向
に
あ
る
。
今
後
、
早
急
に
飼
養
農
家
数
や

頭
数
の
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
、
増
頭
に
転
じ
る
こ
と
が
課
題
と

い
え
る
。

ま
た
、
品
質
管
理
面
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
に
つ
い
て
は
、
長
年
に

わ
た
り
大
地
と
の
提
携
を
行
っ
て
い
る
旧
山
形
村
以
外
で
も
、
岩

手
県
に
お
い
て
は
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
お
よ
び
独
自
生
産
基
準
に
基

づ
く
生
産
が
平
成
一
五
年
か
ら
取
り
組
ま
れ
て
き
た
が
、
現
行
の

肥
育
法
が
日
本
短
角
種
の
特
性
を
十
分
活
か
し
た
も
の
と
言
え
る

か
は
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

（
２
）
流
通
・
消
費
面

現
行
の
牛
肉
の
流
通
シ
ス
テ
ム
で
は
、脂
肪
交
雑
、す
な
わ
ち
、

サ
シ
が
ど
の
く
ら
い
入
る
か
で
牛
肉
の
評
価
が
決
め
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
日
本
短
角
種
は
、
あ
ま
り
サ
シ
が
入
ら
な
い
た
め
、

な
か
な
か
正
当
な
評
価
が
得
ら
れ
ず
に
き
た
。
そ
の
た
め
、
以
前

か
ら
、
消
費
者
団
体
と
の
産
直
な
ど
に
取
り
組
み
、
で
き
る
だ
け

適
正
に
日
本
短
角
種
を
評
価
し
て
く
れ
る
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
と
の

提
携
を
図
っ
て
き
た
が
、
平
成
三
年
の
牛
肉
の
輸
入
自
由
化
以
降

は
、
子
牛
や
枝
肉
価
格
の
暴
落
な
ど
に
伴
い
、
飼
養
頭
数
は
減
少

を
続
け
て
い
る
。

日
本
人
の
霜
降
肉
志
向
は
、
一
般
に
言
わ
れ
る
ほ
ど
は
強
く
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、（
財
）
日
本
食
肉
消
費
総
合
セ
ン

タ
ー
の
全
国
調
査
結
果
を
見
る
と
、
消
費
者
の
赤
身
肉
と
霜
降
肉

に
対
す
る
嗜
好
は
、
赤
身
肉
と
霜
降
肉
で
ほ
ぼ
同
程
度
の
回
答
の

割
合
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
赤
身
肉
で
あ
る
日
本
短
角
種

独
自
の
評
価
基
準
を
確
立
し
、
対
応
し
た
牛
肉
の
生
産
を
行
う
と

と
も
に
、
評
価
基
準
に
つ
い
て
内
外
に
き
ち
ん
と
示
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
と
言
え
る
。

そ
の
一
方
で
、
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
運
動
を
含
む
産
地
な
ど
に
お
け

る
地
道
な
取
り
組
み
が
一
部
で
実
を
結
び
、「
日
本
全
国
で
短
角
牛

の
人
気
が
高
ま
っ
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
記
事
が
料
理
雑
誌
な
ど
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で
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
東
京
都
内
な
ど
の

高
級
イ
タ
リ
ア
料
理
店
な
ど
で
は
ブ
ラ
ン
ド
牛
と
し
て
取
り
扱
う

と
こ
ろ
も
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
文
さ
れ
る
部
位
は
圧
倒
的

に
ヒ
レ
、
ロ
ー
ス
で
と
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
低
需
要
部
位
の

問
題
は
解
決
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
今
後
は
、
い
わ
ゆ
る
低

需
要
部
位
の
有
利
販
売
と
同
時
に
、
ヒ
レ
、
ロ
ー
ス
を
集
中
し
て

注
文
す
る
こ
と
の
意
味
を
含
め
、
日
本
短
角
種
の
現
状
と
課
題
に

つ
い
て
実
需
者
や
消
費
者
に
理
解
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
。

（
３
）
環
境
お
よ
び
多
面
的
機
能

肥
育
用
飼
料
の
う
ち
、
穀
物
系
飼
料
に
つ
い
て
は
、
日
本
短
角

種
で
も
、
旧
山
形
村
な
ど
を
除
き
、
主
に
輸
入
配
合
飼
料
に
依
存

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
不
徹
底
さ
を
今
後
ど
う
す
る
か
と
い
う
問

題
が
あ
る
。
ま
た
、
日
本
短
角
種
の
特
性
を
生
か
し
た
肥
育
の
方

法
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ

の
た
め
、
物
質
循
環
に
つ
い
て
は
、
肥
育
時
の
飼
料
を
輸
入
に
頼

っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
分
、
地
域
内
物
質
循
環
の
サ
イ
ク
ル
が
ど

う
し
て
も
一
部
完
結
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

放
牧
地
の
多
面
的
機
能
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
、
中
山
間
地

域
等
直
接
支
払
い
制
度
な
ど
公
的
支
援
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
少
な
く
、
ま
た
、
ツ
ー
リ
ス
ト
が
大
勢
訪
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
も
、
岩
泉
町
安
家
森
な
ど
を
除
い
て
牧
野
保
全
や
畜
産
振
興

に
は
全
く
結
び
つ
け
が
見
ら
れ
な
い
。
東
北
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー

で
は
、
①
二
酸
化
炭
素
の
総
排
出
量
に
基
づ
く
生
産
シ
ス
テ
ム
の

環
境
負
荷
の
比
較
、
②
植
生
や
昆
虫
な
ど
生
き
物
調
査
に
基
づ
く

放
牧
地
の
生
態
系
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
の
評
価
、
③
ツ
ー
リ
ス
ト

を
対
象
と
し
仮
想
市
場
法
と
い
う
方
法
を
用
い
た
放
牧
地
の
景
観

や
生
態
系
の
経
済
的
評
価
な
ど
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①

に
つ
い
て
は
、
Ｌ
Ｃ
Ｍ
分
析
で
計
量
し
た
結
果
、
放
牧
や
地
域
産

の
飼
料
を
活
用
し
た
日
本
短
角
種
の
生
産
は
、
地
球
温
暖
化
負
荷

が
低
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、②
に
つ
い
て
は
、

特
に
蝶
類
に
着
目
し
て
調
査
が
行
わ
れ
、
自
然
放
牧
地
で
あ
る
岩

手
県
岩
泉
町
の
安
家
森
で
は
、
一
四
一
の
草
種
と
四
三
種
の
蝶
類

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
岩
手
県
安
代
町
安
比
放

牧
共
用
林
野
に
訪
れ
た
ツ
ー
リ
ス
ト
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
結
果
で
は
、
景
観
を
保
全
す
る
た
め
の
基
金
を
仮
に
作
っ
た

と
仮
定
し
た
場
合
の
支
払
い
意
思
額
は
、
一
人
当
た
り
二
二
三
〇

円
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
（
注
）。

４
、
今
日
に
お
け
る
良
質
赤
身
牛
肉
の
条
件
と
日
本
短
角
種

の
振
興
の
方
向

今
日
に
お
い
て
、
社
会
的
に
求
め
ら
れ
る
良
質
赤
肉
の
条
件
と

し
て
は
、
①
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
良
質
で
豊
富

な
動
物
性
タ
ン
パ
ク
が
供
給
さ
れ
る
こ
と
、
③
お
い
し
い
こ
と
、

④
環
境
と
調
和
し
た
生
産
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。
従
っ
て
、
日
本
短
角
種
の
振
興
を
考
え
る
場
合
、
環
境
と

調
和
し
た
持
続
的
肉
用
生
産
シ
ス
テ
ム
の
追
求
の
方
向
と
同
時

�どこへ行く 日本の食と農 ９ �

５０



に
、
生
態
系
の
豊
か
さ
や
飼
料
の
地
域
自
給
、
さ
ら
に
は
味
の
特

徴
を
含
む
肉
質
な
ど
の
要
素
を
組
み
込
ん
だ
、
地
域
特
産
と
し
て

の
良
質
赤
身
牛
肉
生
産
と
し
て
の
認
証
の
確
立
が
重
要
と
思
わ
れ

る
。そ

の
前
提
と
し
て
、
消
費
者
と
の
ダ
イ
レ
ク
ト
な
交
流
な
ど
の

実
施
に
よ
り
、
消
費
者
の
い
わ
ば
「
情
報
咀
嚼
力
」
を
高
め
る
必

要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
北
海
道
え
り
も
町
の
え
り
も
ビ
ー
フ
高
橋

牧
場
な
ど
で
実
践
し
て
い
る
よ
う
に
、
宅
配
・
直
売
す
る
畜
産
物

に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
添
え
る
こ
と
や
、
高
橋
牧
場
と
ら
で
ぃ
し
ゅ
ぼ

ー
や
お
よ
び
旧
山
形
村
と
大
地
を
守
る
会
と
の
間
で
実
施
さ
れ
て

い
る
消
費
者
と
の
交
流
ツ
ア
ー
（
ビ
ー
フ
ツ
ア
ー
）
な
ど
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
た
め
の
経
営
や
産
地
の
不
断
の
努

力
が
重
要
と
い
え
る
。

ま
た
、
地
方
特
定
品
種
を
対
象
と
し
た
新
し
い
公
的
支
援
の
検

討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
自
給
飼
料
生
産
拡
大
、
さ
ら
に
は
、
農

業
環
境
政
策
の
推
進
と
い
う
観
点
か
ら
、
日
本
短
角
種
や
褐
毛
和

種
の
増
頭
支
援
は
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
で
す
で
に
導
入
さ

れ
て
い
る
生
物
多
様
性
の
保
全
と
い
う
観
点
か
ら
も
検
討
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
生
物
多
様
性
は
、
①
遺
伝
的
資
源
の
多
様
性
、
②

種
の
多
様
性
、
③
生
態
系
の
多
様
性
の
三
つ
の
側
面
を
持
つ
。
Ｅ

Ｕ
で
は
、
遺
伝
的
資
源
の
多
様
性
の
保
全
と
生
態
系
の
多
様
性
と

の
結
び
つ
き
の
観
点
か
ら
、
地
方
の
在
来
品
種
の
家
畜
に
対
す
る

振
興
支
援
が
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
の
在
来
種
は
、

そ
の
地
域
の
風
土
に
適
合
し
た
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
生
産
方
式

が
、
地
域
の
自
然
循
環
や
生
態
系
の
多
様
性
に
プ
ラ
ス
に
働
く
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
遺

伝
的
多
様
性
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
公
的
支
援
が
Ｅ
Ｕ
の
共
通
政

策
と
し
て
、
山
岳
地
帯
を
中
心
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ

と
は
、
日
本
短
角
種
や
褐
毛
和
種
な
ど
の
わ
が
国
の
地
方
特
定
品

種
に
つ
い
て
適
用
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

注

二
酸
化
炭
素
の
総
排
出
量
に
基
づ
く
生
産
シ
ス
テ
ム
の
環
境
負
荷
の
比
較
と
植

生
や
昆
虫
な
ど
生
き
物
調
査
に
基
づ
く
放
牧
地
の
生
態
系
の
豊
か
さ
に
つ
い
て

の
評
価
は
、
東
北
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
平
成
一
七
年
、
地
域
の
資
源
を
生
か

し
て
魅
力
あ
る
良
質
牛
肉
を
つ
く
る
等
参
照
。

ツ
ー
リ
ス
ト
を
対
象
と
し
仮
想
市
場
法
と
い
う
方
法
を
用
い
た
放
牧
地
の
景

観
や
生
態
系
の
経
済
的
評
価
に
つ
い
て
は
、
大
橋
め
ぐ
み
・
澁
谷
美
紀
・
川
手

督
也
・
須
山
哲
男
、
平
成
一
五
年
、
ル
ー
ラ
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
展
開
と
牧
野
保

全
、
東
北
農
研
総
合
研
究
第
三
号
等
参
照
。

な
お
、
東
北
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
日
本
短
角
種
関
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
近
藤
恒
夫
・
東
山
雅
一
・
村
元
隆
行
・
河
本
英
憲
・

築
城
幹
典
、
平
成
一
七
年
、
北
東
北
に
お
け
る
地
域
飼
料
資
源
を
活
用
し
た
日

本
短
角
種
生
産
シ
ス
テ
ム
の
開
発
、日
本
草
地
学
会
誌
第
五
一
巻
第
二
号
等
参

照
。
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編
集
後
記

�
農
地
法
等
改
正
案
の
行
方
が
、
国
会
審
議
の
過
程
で
不
透
明
に

な
っ
て
い
る
。
改
正
案
に
、
戦
後
間
も
な
く
の
農
地
改
革
と
、
そ

の
後
の
農
地
法
制
の
枠
組
み
を
大
き
く
転
換
す
る
内
容
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
農
地
法
第
一
条

の
﹇
農
地
は
耕
作
者
み
ず
か
ら
が
所
有
す
る
こ
と
が
最
も
適
当

…
」
と
す
る
目
的
規
程
を
見
直
し
、
農
地
を
農
地
以
外
に
利
用
す

る
こ
と
を
規
制
す
る
と
と
も
に
、
農
地
を
効
率
的
に
利
用
す
る
者

へ
の
権
利
取
得
を
促
進
さ
せ
る
方
向
に
改
め
る
こ
と
な
ど
。

背
景
に
、
農
産
物
の
下
落
で
農
地
を
所
有
し
て
い
て
も
利
用
し

な
い
、
否
利
用
し
よ
う
に
も
意
欲
の
わ
か
な
い
状
況
に
お
か
れ
、

一
方
で
農
地
価
格
の
高
騰
に
よ
り
転
売
目
的
に
所
有
す
る
農
家
が

少
な
く
な
い
な
ど
一
九
五
二
年
の
法
制
定
時
に
は
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
状
況
を
現
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
積
み
上
が
っ
た
耕
作
放
棄
地
は
〇
五
セ
ン
サ
ス
結

果
で
全
国
三
八
万
㌶
に
も
及
び
、
し
か
も
耕
作
放
棄
地
と
い
え
ば

山
間
部
を
想
起
し
が
ち
だ
が
、う
ち
一
八
万
㌶
近
く
が
「
平
地
農

村
・
都
市
的
地
域
」
な
ど
比
較
的
条
件
に
恵
ま
れ
た
農
地
な
の

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、早
く
か
ら
財
界
な
ど
か
ら
農
地
が
垂
涎
の
的

に
な
っ
て
き
た
。

政
府
は
改
正
理
由
に
、
農
地
の
確
保
と
有
効
利
用
の
促
進
を
あ

げ
る
が
、
賃
借
に
よ
る
農
業
参
入
が
全
面
解
禁
に
な
る
こ
と
に

は
、
農
地
は
お
ろ
か
自
然
景
観
や
農
村
社
会
の
崩
壊
を
も
加
速
さ

せ
る
の
で
は
と
の
懸
念
が
強
い
。
違
法
・
脱
法
に
よ
り
企
業
が
農

地
を
取
得
し
た
り
、
後
を
絶
た
な
い
所
有
側
の
農
地
の
違
反
転
用

の
防
止
な
ど
に
有
効
に
機
能
す
る
の
で
あ
れ
ば
歓
迎
も
し
た
い
。

だ
が
、
耕
作
放
棄
や
違
反
転
用
な
ど
を
生
む
背
景
に
は
農
産
物
価

格
の
長
期
・
固
定
的
下
落
が
あ
り
、
流
し
た
汗
が
報
わ
れ
る
よ
う

措
置
す
れ
ば
、
法
を
弄
ぶ
必
要
な
ど
な
い
と
思
う
。

�
と
こ
ろ
で
、
渋
面
が
続
い
た
麻
生
総
理
の
顔
色
が
最
近
や
け
に

明
る
い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
敵
将
の
民
主
党
・
小
沢
党
首
が

秘
書
逮
捕
に
も
拘
わ
ら
ず
居
座
っ
て
批
判
の
的
の
う
え
、
定
額
給

付
金
を
受
け
取
っ
て
喜
ぶ
人
や
高
速
道
一
〇
〇
〇
円
乗
り
放
題
で

喜
ぶ
人
々
の
顔
を
飽
き
も
せ
ず
流
し
続
け
る
マ
ス
コ
ミ
。
そ
の
た

め
か
、
も
の
ご
し
も
往
時
の
趣
に
戻
り
、
一
五
兆
円
に
及
ぶ
追
加

経
済
対
策
提
出
に
も
野
党
を
横
目
に
余
裕
綽
々
。

し
か
し
、
定
額
給
付
金
、
高
速
道
料
金
値
下
げ
に
代
わ
っ
て
つ

ぎ
込
ま
れ
る
総
額
三
兆
円
も
、
追
加
経
済
対
策
に
投
入
す
る
一
〇

兆
円
に
及
ぶ
国
債
発
行
も
後
に
ツ
ケ
が
回
る
こ
と
を
国
民
は
し
っ

か
り
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
近
腹
の
立
つ
こ
と
ば
か
り
が
続
く
筆
者
も
、
彼
の
人
と
同
様

矜
恃
と
行
動
が
伴
わ
な
い
こ
と
を
幸
い
に
、
定
額
給
付
金
を
申
請

す
る
こ
と
に
し
た
。

（
太
田
）
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